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ルール番号 

すべてのＩＳＳＦルールはルール番号手順により４段階の番号（例：6.10.3.5）を限度に番号付けられてい

る。これらのルールに５番目のレベルが必要な場合はａ）、ｂ）、ｃ）等で示す。 

※については国内適用規定も参照のこと。 

追は、国内適用のために追加した項目であり、国内適用規定を参照のこと。 
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定義と略号 

以下はＩＳＳＦゼネラルテクニカルルールとＩＳＳＦライフル、ピストルルールに使われている特殊単語と略号

の定義である。 

単語 定義 

選手（Athletes） スポーツ競技会の競技者または参加者。 

Bib 番号/スタート番

号（Bib Number/Start 

Number） 

選手権大会に参加するそれぞれの選手には特有の Bib またはスタート番号が

発給される。この番号は選手の確認や追跡に使用され、練習や試合の時に選手

の背中に付けられていなければならない。 

選手権大会 

（Championship） 

複数の種目がプログラムされた１つの射撃競技大会。ＩＳＳＦルールの適用、

テクニカルデレゲートとジュリーの派遣、アンチドーピング検査の実施によっ

てＩＳＳＦからの認定と監督を受けた大会は特に大文字のＣを使って表す。 

競技会（Competition） 複数種目の選手権大会を含むスポーツ競技会または単独種目による大会。 

射撃コース 

（Course of Fire） 

種目の中の競技ステージの種類の一つ。各シリーズやステージにおける発射弾

数、撃発のしかたや制限時間によって特徴づけられる。 

ＣＲＯ Chief Range Officer：射場長 

種目（Discipline） 種目（Event)の共通的な特徴で分けたグループ。射撃は５種類（ライフル、ピ

ストル、ショットガン、ランニングターゲット、ターゲットスプリント）の種

目（Discipline）から構成される。 

ＥＳＴ Electronic Scoring Targets：電子標的 

種目（Event） 個別の進行方法とルールにより行われる特定の射撃種目。 

ファイナル（Final） ファイナルとは種目の最終競技ステージのことである。ファイナルでは、本選

上位６または８名の選手が最終順位およびメダルの決定のために新しい（０点

から始まる）競技を行う。 

ＦＯＰ Field Of Play：競技場 射撃において、ＦＯＰとは射撃線の後の競技中の選

手への接近が制限される射座と競技役員が勤務をするエリアおよび射撃線か

ら前の標的やバックストップまでの射場がそれに相当する。 

本射（MATCH Shots） 選手の得点として採点または記録される射撃弾 

ＭＱＳ Minimum Qualification Score：最少資格得点 

Ｍｉｎ． 分（Minute、Minuts） 

オリンピック種目 

（Olympic Event） 

各オリンピック大会のプログラムに含まれる国際オリンピック委員会に承諾

された射撃スポーツ種目。射撃競技では１５種目ある。各オリンピック種目は

本選とファイナルで行われる。 

オープン種目 選手の性別や年齢の制限なく実施される種目 

ＰＥＴ 競技前練習（Pre-Event Training） 

ランキングリスト ＩＳＳＦ選手権大会の選手の成績に基づく２種類のランキングリストがある。 

１．世界ランキング：年間のＩＳＳＦ選手権大会における各選手の成績に基づ

くランキングリスト 

２．オリンピック大会出場資格者リスト：オリンピック大会予選期間中のＩＯ

Ｃによって認可されたＩＳＳＦオリンピック予選競技会における各選手の成

績に基づくランキングリスト 
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ＲＴＳ 成績(Results)、計時(Timing)と採点(Scoring)。ＲＴＳの過程は競技実施の一

部であり、そこには射座割表の準備、標的の採点、減点等の適用および成績表

の準備と発行が含まれる。 

ラウンド（Round） 射撃種目における競技場面。射撃種目は予選ラウンド、本選ラウンド、ファイ

ナルに場面分けされる。ショットガン種目では２５標的シリーズの事を「ラウ

ンド」と呼ぶこともある。 

Ｓｅｃ. 秒（Second、Seconds） 

シリーズ（Series） 射撃ステージや射撃コースの中での射撃順序。 

試射（Sighting Shots） 射撃種目において、本射に先立って撃たれる練習またはウォームアップのため

の射撃弾 

スポーツ（Sport） 共通の要素と一つの団体が統括するということで区別される競技のこと。射撃

は選手が銃で標的を撃ち、その得点で順位を競うという“スポーツ”である。

ＩＯＣは射撃を夏季オリンピック大会における２８の中心スポーツの１つと

して認めている。 

スポーツプレゼンテ

ー シ ョ ン （ Sports 

Presentation） 

観客やテレビ視聴者にとってより興味深く有益なものにするために、射撃種目

の運営の中で使用されるアナウンス、音楽、色および教育的メディアのような

映像、音響および情報。 

射座割（Squadding） ライフルおよびピストル種目に参加した選手の射群および射座の割り振りま

たはショットガン種目での射群への選手の割り振り。この過程を経て射座割表

が作られる。 

ステージ（Stage） 射撃コースの中の一場面または一部分。ライフルの三姿勢種目はそれぞれの射

撃姿勢の３つのステージから構成され、２５ｍピストルでは精密射撃と速射の

２つのステージから構成される。 

射座割表（Start List） 競技大会中に作られる各種目に参加する選手の射群、射座または射群と射群に

おける射順に関する公式書類。 

開始時刻（Start Time） 開始時刻は各射撃種目において本射の開始を告げる号令がかけられる時刻。 

団体種目 

（Team Events） 

ＩＳＳＦは団体種目を承認している。 

団体種目は３人の選手の得点の合計点を基にして順位付けされる。 

ミックス種目は同一国の男女によって行われる。 
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 ＩＳＳＦ承認射撃種目 

 この表はＩＳＳＦ承認射撃種目の一覧表であり、国際オリンピック委員会やＩＳＳＦ総会（1.6.7.7）によって、

管理理事会（1.7.2.5）によって承認された各競技種目における競技形式や撃発数に関する基本的技術的詳細と伴

に承認されたステータスの一覧表である。 

  ・ＩＳＳＦ選手権大会において、男子、少年男子、女子および少年女子の種目が個人戦のみとなるか個人戦と

団体戦（3人）とミックス種目となるかは、その大会で定められた規定と競技予定による。 

  ・ステータスは各種目に関して承認されたステータスを示している。 

    ａ）Ｍ＝男子種目として承認されている種目 

    ｂ）Ｗ＝女子種目として承認されている種目 

    ｃ）ＭＪ＝少年男子種目として承認されている種目 

    ｄ）ＷＪ＝少年女子種目として承認されている種目 

    ｅ）Ｏlympic＝オリンピック種目としてＩＯＣに承認されている種目 

    ｆ）ＷＣＨ＝世界選手権大会で実施必須の種目 

    ｇ）ＷＣＨＳ＝通常の世界選手権大会で実施できない場合、別開催の世界選手権大会として開催され 

      る別開催世界選手権大会の種目（3.3.6.3および 3.3.6.4参照） 

    ｈ）オリンピック種目は本選とファイナルが行われ、非オリンピック種目は本選とオプションのファイナ

ルが行われる 

   ｉ）すべてのＩＳＳＦ種目のテクニカルルールはゼネラルテクニカルルールおよびライフル、ピストルル

ール（7.0、8.0）に記載されている 

   ｊ）ライフルおよびピストル種目のファイナルのテクニカルルールは 6.17に記載されている 

   ｋ）ミックスチーム種目のテクニカルルールは 6.18に記載されている。 

男子および少年男子の種目 

種目名 略号 ステータス 本選 ファイナル 

１０ｍエアライフル（立射） ＡＲ６０ Ｍ、ＭＪ、 

Ｏlympic、ＷＣＨ 

６０発 ２４発 

５０ｍライフル三姿勢 

（膝射、伏射、立射） 

ＦＲ３×２０ Ｍ、ＭＪ、 

Ｏlympic、ＷＣＨ 

３×２０発 ４５発 

５０ｍライフル伏射 ＦＲ６０ＰＲ Ｍ、ＭＪ、ＷＣＨ ６０発  

３００ｍライフル三姿勢 

（膝射、伏射、立射） 

３００ＦＲ３×２０ Ｍ、ＷＣＨＳ ３×２０発  

３００ｍスタンダードライフル 

三姿勢（膝射、伏射、立射） 

３００ＳＴＲ３×２０ Ｍ、ＷＣＨＳ ３×２０発  

３００ｍライフル伏射 ３００ＦＲ６０ＰＲ Ｍ、ＷＣＨＳ ６０発  

１０ｍエアピストル ＡＰ６０ Ｍ、ＭＪ、 

Ｏlympic、ＷＣＨ 

６０発 ２４発 

２５ｍラピッドファイアピスト

ル（８、６、４秒射シリーズ） 

ＲＦＰ Ｍ、ＭＪ、 

Ｏlympic、ＷＣＨ 

３０＋３０

発 

４０発 

２５ｍスタンダードピストル 

（１５０，２０，１０秒射シリー

ズ） 

ＳＴＰ Ｍ、ＭＪ、ＷＣＨ ２０＋２０

＋２０発 

 

２５ｍセンターファイアピスト ＣＦＰ Ｍのみ、ＷＣＨ ３０＋３０  
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ル（精密および速射シリーズ） 発 

２５ｍピストル（精密および速

射シリーズ） 

ＳＰＭ ＭＪのみ、ＷＣＨ ３０+３０発  

５０ｍピストル ＦＰ Ｍ、ＭＪ、ＷＣＨ ６０発  

 

女子および少年女子の種目 

種目名 略号 ステータス 本選 ファイナル 

１０ｍエアライフル 

（立射） 

ＡＲ６０Ｗ Ｗ、ＷＪ、 

Ｏlympic、ＷＣＨ 

６０発 ２４発 

５０ｍライフル三姿勢 

（膝射、伏射、立射） 

Ｒ３×２０ Ｗ、ＷＪ、 

Ｏlympic、ＷＣＨ 

３×２０発 ４５発 

５０ｍライフル伏射 Ｒ６０ＰＲ Ｗ、ＷＪ、ＷＣＨ ６０発  

３００ｍライフル三姿勢 

（膝射、伏射、立射） 

３００Ｒ３×２０ Ｗ、ＷＣＨＳ ３×２０発  

３００ｍライフル伏射 ３００Ｒ６０ＰＲ Ｗ、ＷＣＨＳ ６０発  

１０ｍエアピストル ＡＰ６０Ｗ Ｗ、ＷＪ、 

Ｏlympic、ＷＣＨ 

６０発 ２４発 

２５ｍピストル 

（精密および速射シリーズ） 

ＳＰ Ｗ、ＷＪ、 

Ｏlympic、ＷＣＨ 

３０+３０発 ５０発 

 

男女各 1名によるミックス種目 

種目名 略号 ステータス 本選 ファイナル 

１０ｍエアライフル（立射） ＡＲＭＩＸ Ｍ＋Ｗ、ＭＪ＋ＷＪ ３ ０ 発

ずつ 

ファイナルステージ１、２ 

メダルマッチは１６ポイン

ト先取で勝利 

１０ｍエアピストル ＡＰＭＩＸ Ｍ＋Ｗ、ＭＪ＋ＷＪ ３ ０ 発

ずつ 

ファイナルステージ１、２ 

メダルマッチは１６ポイン

ト先取で勝利 

この他のミックスチーム種目は執行委員会の承認の下ＩＳＳＦ選手権大会で実施することができる。 
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※6.1  通則 

6.1.1     ＩＳＳＦルールの目標と目的 

ＩＳＳＦはＩＳＳＦの認可を受けて行われる射撃競技を監督統括する目的でテクニカルルールを

制定している(ＧＲ3)。ＩＳＳＦテクニカルルールの目標はＩＳＳＦ選手権大会およびＩＳＳＦが

認可した競技会の運営の統一を確立することである。オリンピック大会における射撃競技はＩＯ

Ｃが認可する。それらは全世界における射撃スポーツに適用されこのスポーツの発展を促進する。 

    ａ）ＩＳＳＦゼネラルテクニカルルール（ＧＴＲ）は射場基準、標的規格、採点手順およびすべ

ての射撃種目における具体的な競技手順を含む。種目別ルール（ＤＲ）はライフル、ピスト

ル、ショットガン、ランニングターゲットおよびターゲットスプリントの５つの射撃種目で

それぞれに適用される。 

※       ｂ）ＧＴＲおよびＤＲはＩＳＳＦ憲章に従って運営理事会により認可される。 

ｃ）ＧＴＲおよびＤＲよりＩＳＳＦ憲章およびＧＲが優先される。 

ｄ）ＧＴＲおよびＤＲはオリンピック大会の翌年の１月１日より４年間有効となるように 

認可される。特別な場合を除いては、ＩＳＳＦルールはこの４年間は変更されない。 

6.1.2      ＧＴＲおよびＤＲの適用 

ａ）ＩＳＳＦ選手権大会とは、オリンピック、世界選手権、ワールドカップ、ワールドカップフ

ァイナル、大陸選手権、大陸大会、ジュニア世界選手権、ジュニアワールドカップでＩＳＳ

Ｆ ＧＲ3.2.1とこれらのルールに従い、ＩＳＳＦの監督下で行われる、射撃スポーツ競技会

のことである。 

ｂ）ＩＳＳＦは、理事会の承認を得て、試合管理のＩＳＳＦ基準（例えば、テクニカルデレゲー

ト、ジュリー、ドーピングコントロール、参加手順、成績管理など）が満たされるその他の

競技大会をＭＱＳ/ＲＰＯ得点が獲得でき、世界記録が公認される競技大会、例えばグランプ

リ競技会、として認定することができる。 

ｃ）すべてのＩＳＳＦ選手権大会にはＩＳＳＦ ＧＴＲとＤＲによって運営されなければな 

らない。 

ｄ）ＩＳＳＦは、ＩＳＳＦ選手権大会ではない地域、国内、その他の競技会であっても、ＩＳＳ

Ｆの種目が含まれている場合、ＩＳＳＦルールを適用し、それらによって運営すべきである

ことを推奨する。 

       ｅ）すべての競技役員、選手、コーチおよびチームリーダーはＩＳＳＦルールを熟知し、ルール

の効力を保証しなければならない。 

ｆ）ルールに従うのは各選手の責任である。 

ｇ）右選手に適用されるルールは、左選手の場合、その逆が適用される。 

ｈ）男子種目または女子種目に特に適用されるルールの他は、双方に同等に適用されなけ 

ればならない。 

ｉ）図表内に示される数値等は通番のルールに等しい効力を持つものとする。 

6.1.3      ＴＲの範囲 

ＴＲに含まれるものは: 

ａ）ＩＳＳＦ選手権大会の準備と組織に関するルール 

ｂ）すべての射撃種目あるいは２つ以上の種目に適用されるルール（ゼネラルテクニカル 

ルール） 

ｃ）１つの射撃種目に適用されるルール（スペシャルテクニカルルール） 
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6.1.4     用具と服装の一律基準 

    射撃は、競技の性質上、用具や服装が重要な役割を果たすスポーツである。選手はＩＳＳＦルー

ルに合った用具と服装のみを使用しなければならない。他の選手よりも不当な有利を選手に与え

るような銃、装置、用具、付属品またはその他の物およびそのような物でルールに言及されてな

い物またはＩＳＳＦルールの精神に反する物の使用は禁止される。用具と服装に関するＩＳＳＦ

ルールは、他の選手よりも不当な有利を与えるような用具、服装またはアクセサリーを使用する

ような選手がいないことを保証するために、厳格に守らせられる（6.7.9参照）。 

6.1.5     ＩＳＳＦ選手権大会の組織と監督 

6.1.5.1    ＩＳＳＦによる監督  ＩＳＳＦ理事会は、ＩＳＳＦ憲章 1.8.2.6およびＧＲ3.4に従い、   

       各ＩＳＳＦ選手権大会にＩＳＳＦテクニカルデレゲート、ジュリー、技術役員を任命する。 

       任命されるのは： 

       ａ）テクニカルデレゲート 

       ｂ）競技／用具検査／ＲＴＳジュリー 

       ｃ）上訴ジュリーを任命することはできる。別の方法として、ＴＤが必要に応じて上訴ジュリー

を任命することができる。 

       ｄ）公式成績作成員：エントリー、選手の成績、競技進行、成績表の提出、成績表の保管に必要

な電子技術を提供し、操作する責任を持つ。 

6.1.5.2    組織委員会  ＧＲ3.4.1 に従って、各ＩＳＳＦ選手権大会では組織委員会が設置されなければ

ならない。組織委員会は射撃競技会の準備、運営、管理に責任を持つ。組織委員会は次の役員を、

ＩＳＳＦと協力をして、任命しなければならない。 

ａ）射場長、射場役員：射撃種目の実際の運営、管理に責任をもつ。 

ｂ）ＲＴＳ長、ＲＴＳ役員：エントリー、認定、選手権大会期間中の採点と成績作成に責任 

を持つ。 

ｃ）用具検査長、用具検査役員：用具検査の実施に責任を持つ。 

       ｄ）ＩＳＳＦ選手権大会の組織委員会として責任を果たすために必要なその他すべてのス 

タッフ。 

6.2  安全 

安全は最重要課題である。 

 6.2.1     安全通則 

※6.2.1.1    ＩＳＳＦルールはすべてのＩＳＳＦ選手権大会に適用されなければならない特別な安全要件を定

めたものである。ＩＳＳＦジュリーと組織委員会は安全に対する責任を負う。 

6.2.1.2    射撃場に必要かつ要求される安全性はそれぞれの国で異なっているので、さらなる安全規定を組

織委員会は定めることができる。ジュリー、射場役員、チーム役員および選手は競技会中の特別

の安全について助言しなければならない。 

※6.2.1.3     選手、射場役員および観衆に対する安全を期するために射場内での銃器の運搬、行動等には常時

細心の注意を払わなければならない。銃の安全措置を守らせることは射場役員の義務であり、銃

の安全措置と銃の取り扱いのルールの全てを適用させることは選手やチーム役員の義務である。 

6.2.1.4    ＩＳＳＦは、射場内の他の人たちの安全に対して重大な恐れを起こすような選手に関する情報を

適格な機関から得た場合、その選手の競技会への参加受け入れを拒否できる。 

6.2.1.5    安全確保のためにはジュリーまたは射場役員はいつでも射撃を中止させることができる。選手や

チーム役員は、危険な行為や事故につながる事態を発見した場合はただちに射場役員またはジュ
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リー報告しなければならない。 

※6.2.1.6    用具検査役員、射場役員またはジュリーは選手の用具(銃器を含む)を本人の許可なく本人の立会

と認識のもとに手に取ることができる。しかしながら、安全の問題がかかわる時には、その行動

は即座に取られなければならない。 

 6.2.2     銃器取り扱い規則 

6.2.2.1    安全確保のため、すべての銃器はいついかなる時でも最大限の注意をもって取り扱われなければ

ならない。競技中および練習中は射場役員の許可なしに銃器を射線から動かしてはならない。 

6.2.2.2    このルールによってセフティフラッグを外す事が認められているとき以外は、すべてのライフル、

ピストルおよび自動式散弾銃には常に、蛍光オレンジまたは似たような色の素材でできているセ

フティフラッグが挿入されていなければならない。エアガンに弾が装填されていないことを明示

するために、セフティフラッグ（セフティライン）は銃身長よりも長くなければならない。その

他の全ての銃において、セフティフラッグは薬室（銃身の最後部）に挿入されることにより、薬

室が空であることを示す役割を持たなければならない。ショットガンに弾が装填されてないこと

を示すためには、銃の機関部が開放されていなければならない。 

       ａ）銃ケースなどから出された全ての銃は、選手の射座入り前、射座から離れる時、競技終了後、

射線より前に作業員が出なければならない時にはセフティフラッグが挿入されていなければ

ならない。ファイナルにおいては、準備および試射時間が始まるまでセフティフラッグを抜

くことできない。 

ｂ）このルールで要求されているにもかかわらずセフティフラッグを使用していなければ、 

ジュリーは銃器にセフティフラッグを挿入するように指導し、警告を与えなければならない。 

       ｃ）もしジュリーが、警告を受けた後もルールにより要求されるセフティフラッグの使用 

を拒否している選手を確認した場合、その選手は失格（ＤＳＱ）とされなければならない。 

6.2.2.3    射座において銃器は常に安全な方向に向けられていなければならない。機関部やブリーチは銃器

が標的エリアの安全な方向に向けられるまで閉じられてはならない。 

6.2.2.4    選手は銃を置いて射座を離れるときまたは射撃が完了したときには、銃の機関部（ボルトまたは

閉鎖機構）を開放して抜弾し、セフティフラッグを挿入しなければならない。射座を離れる前に

選手はそれを確認し、また射場役員は銃の薬室、銃身または弾倉内に残弾のないこととセフティ

フラッグが挿入されていることを確認しなければならない。 

6.2.2.5    射場役員のチェックを受けずに銃器を格納したり射座から持ち出した場合、ジュリーが重大な安

全に関する違反があると判定したならば、その選手は失格となる場合がある。 

6.2.2.6    競技中、銃器を手から離して置くときは、抜弾し、弾倉を取りはずし、機関部を開けてからのみ

置くことができる。エアガンにあっては、安全のため蓄気レバーまたは装填口を開けたままにし

なければならない。 

6.2.2.7    射撃線の前方に作業員がいるときは銃器の取り扱いは許されずセフティフラッグが挿入されてい

なければならない。もしジュリーや射場役員または技術役員が、練習、本選またはファイナル中

に射撃線より前に行く必要がある場合、射場長（ＣＲＯ）により認可され、制御されてなければ

ならず、射撃線の前方での行動は、すべての銃がセフティフラッグを挿入した後にのみ、許可さ

れる。 

6.2.2.8    射座以外の射場内では、射場役員の指示による場合を除き、銃器は銃ケースに入れておかなけれ

ばならない。 

6.2.3     射場内での号令 
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6.2.3.1    射場長または他の適切な射場役員は“ＬＯＡＤ”、“ＳＴＡＲＴ”、“ＳＴＯＰ”、“ＵＮＬＯＡＤ”

や他の必要な号令を出す責任がある。射場役員は選手が号令に従っているか、銃器を安全に取り

扱っているかを確認しなければならない。 

6.2.3.2    銃器や弾倉には、射座において“ＳＴＡＲＴ”または“ＬＯＡＤ”の号令の後にのみ装填できる。

これ以外のときには銃器や弾倉は抜弾されていなければならない。 

6.2.3.3    弾倉付きのライフルや５０ｍピストルであっても、装填は一発しかできない。５連発エアピスト

ルを１０ｍエアピストル種目に使用する場合も、装填は一発ずつ行うこと。 

6.2.3.4    銃弾または空気銃弾または銃弾の入った弾倉が銃に接したとき、銃が装填されたとみなされる。

“ＬＯＡＤ”の号令前には、銃弾や空気銃弾や銃弾の入った弾倉を銃や薬室や銃身に触れさせる

ことはできない。 

6.2.3.5    選手が“ＬＯＡＤ”または“ＳＴＡＲＴ”の号令の前、“ＳＴＯＰ”または“ＵＮＬＯＡＤ”の号

令の後に弾を発射した場合、その安全性が問われるならば、その選手は失格になる場合がある。 

6.2.3.6    “ＳＴＯＰ”の号令か信号があった場合、選手はただちに射撃を中止しなければならない。“ＵＮ

ＬＯＡＤ”の号令があった場合、全選手は弾を抜き、安全な状態にしなければならない(エアガン

を抜弾するときは、射場役員の許可を得ること)。“ＳＴＡＲＴ”の号令が再び出されたときのみ

射撃は再開できる。 

6.2.4     安全性の追加要求 

6.2.4.1     空撃ちとは弾が装填されてない銃器の引金機構を解き放つこと、または空撃ち機構が付いている

エアガンで空気などを出すことなく撃発動作をすることを意味する。空撃ち、照準練習は射撃線

または指定された場所でのみこのルールに従って許可される。 

6.2.4.2    エアまたはＣＯ２シリンダーが保証期間内であることは選手の責任である。このことは用具検査

でチェックすることができる。 

※6.2.5      耳の保護 

すべての選手、射場役員ならびに２５ｍ、５０ｍ、３００ｍ射場の射線直後に位置する人々は耳

栓、イヤーマフまたは類似の聴力保護用具を使用しなければならない。射場敷地内では、警告が

明示され、すべての人々が聴力保護用具を使用できなければならない。選手またはコーチは、Ｆ

ＯＰ内では、いかなるタイプの音声拡大装置や受信装置を組み込んだイヤープロテクターは装着

してはならない。競技会役員はＦＯＰ内でも音声拡大装置や受信装置を組み込んだイヤープロテ

クターの装着を許される。聴覚障がいのある選手は、ジュリーの承認を得て、音声拡大装置を身

に着けることができる。 

6.2.6     目の保護 

すべての選手に対して、射撃中は、強化ガラスなどの射撃眼鏡または類似の目に対する保護用具

を使用すべきである。 

6.3 標的および標的基準 

6.3.1     標的の全般的必要条件 

6.3.1.1    ＩＳＳＦ選手権大会のライフルおよびピストル種目で用いられる標的は電子標的（ＥＳＴ）また

は紙標的である。 注）紙標的の取り扱いに関する特則は「紙標的に関するルール」として、こ

のルールの付則となっている。 

6.3.1.2    ＩＳＳＦ選手権大会で使用されるすべての標的はこのルールによって与えられる各得点圏の幅、

標的の大きさ、その他規定された値が守られていなければならない。 

6.3.2     電子標的の必要条件 
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※6.3.2.1    電子標的はＩＳＳＦによってテストされ、公認されたものだけを使用しなければならない。 

 6.3.2.2    ＥＳＴにおける精度は弾着の採点において少なくとも小数点得点圏の半分の精度が要求される。

紙標的における得点圏の大きさに関する許容範囲はＥＳＴには適用されない。 

 6.3.2.3    すべてのＥＳＴ標的装置は、それぞれの競技に使用される標的の黒圏の大きさ（6.3.4）に相当す

る黒色の照準エリアおよびその照準エリアを取り囲む無反射の白または黄色がかった白色のエリ

アが表示されていなければならない。 

 6.3.2.4    ＥＳＴによって記録された得点は競技用標的（6.3.4）の得点圏の大きさに従って決定されなけれ

ばならない。 

6.3.2.5    ＥＳＴに当たった弾ごとに、その弾の結果としてその位置と得点が射座のモニター上に提示され

なければならない。 

6.3.2.6    １０ｍＥＳＴでは、発射された弾が標的に当たったかどうかの決定ができるように紙ロールまた

は証拠となる他の素材のストリップが使われていなければならない。 

6.3.2.7    ＥＳＴシステムのメインコンピューター（バックアップメモリー）以外のメモリーからの各選手

の結果のプリントアウトは競技中および競技後すぐに利用できなければならない。 

6.3.2.8    ＥＳＴを使用するとき、標的装置は、各ＩＳＳＦ選手権大会に先立ってテクニカルデレゲートの

監督のもと、通常の使用条件で正確な採点をしていることを確認するためのチェックを受けなけ

ればならない。 

6.3.3     ＩＳＳＦ標的基準 

       標的はこのルールにある得点圏の大きさ、許容範囲、仕様を守らなければならない。 

6.3.3.1    ライフルとピストルの標的は整数値で採点できるかまたはＥＳＴまたは電子式紙標的採点機を使

用する場合は小数値で採点できなければならない。小数値の得点圏は整数値の得点圏を１０等分

したもので、その得点は０（例：10.0、9.0など）から始まり９（例：10.9、9.9など）で終わる

ものである。 

6.3.3.2    ライフルとピストルの予選ラウンドおよび本選ラウンドでは、１０ｍエアライフルと５０ｍライ

フル伏射の種目の予選ラウンドおよび本選ラウンドを小数値で採点するＩＳＳＦ選手権の場合を

除き、整数値で採点される。１０ｍエアライフルミックスチーム種目では本選は小数値で採点さ

れなければならない。 

6.3.3.3    ライフルとピストルのファイナルおよびライフルミックスチームの本選とファイナルおよびピス

トルのミックスチームのファイナルは、このルールに書かれている小数採点に基づくヒットゾー

ンのヒット－ミススコアが使用される２５ｍピストル種目のファイナルを除き、小数値で採点さ

れる。 

  



 

   17 

6.3.4     公式ＩＳＳＦ標的 

※6.3.4.1     ３００ｍライフル標的 

１０点圏 １００ｍｍ （±０.５ｍｍ） ５点圏 ６００ｍｍ （±３.０ｍｍ） 

９点圏 ２００ｍｍ （±１.０ｍｍ） ４点圏 ７００ｍｍ （±３.０ｍｍ） 

８点圏 ３００ｍｍ （±１.０ｍｍ） ３点圏 ８００ｍｍ （±３.０ｍｍ） 

７点圏 ４００ｍｍ （±３.０ｍｍ） ２点圏 ９００ｍｍ （±３.０ｍｍ） 

６点圏 ５００ｍｍ （±３.０ｍｍ） １点圏 １０００ｍｍ （±３.０ｍｍ） 

Ｘ圏：５０ｍｍ（±０.５ｍｍ） 

黒点圏（５～１０点圏）：６００ｍｍ（±３.０ｍｍ） 

圏線の幅：０.５ｍｍ ～ １.０ｍｍ 

標的紙の大きさ：最小１３００ｍｍ×１３００ｍｍ 

（標的紙と同色の的枠を使用する場合は１０２０ｍｍ×１０２０ｍｍ） 

１点～９点の得点はそれぞれの得点圏の中にそれぞれが斜めの対角線をなす位置に印刷さ

れる。１０点圏には数字の印刷はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３００ｍライフル標的 
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※6.3.4.2    ５０ｍライフル標的 

１０点圏 １０.４ｍｍ （±０.１ｍｍ） ５点圏 ９０.４ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

９点圏 ２６.４ｍｍ （±０.１ｍｍ） ４点圏 １０６.４ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

８点圏 ４２.４ｍｍ （±０.２ｍｍ） ３点圏 １２２.４ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

７点圏 ５８.４ｍｍ （±０.５ｍｍ） ２点圏 １３８.４ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

６点圏 ７４.４ｍｍ （±０.５ｍｍ） １点圏 １５４.４ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

Ｘ圏：５ｍｍ（±０.１ｍｍ） 

黒点圏（３点の一部～１０点圏）：１１２.４ｍｍ（±０.５ｍｍ） 

圏線の幅：０.２ｍｍ ～ ０.３ｍｍ 

標的紙の大きさ：最小２５０ｍｍ×２５０ｍｍ 

１点～８点の得点はそれぞれの得点圏の中にそれぞれが垂直・水平をなす位置に印刷され

る。１０点圏、９点圏には数字の印刷はない。 

インサート標的（２００ｍｍ×２００ｍｍ）は使用できる。 

      

 

    ５０ｍライフル標的 
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※6.3.4.3    １０ｍエアライフル標的 

１０点圏 ０.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） ５点圏 ２５.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） 

９点圏 ５.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） ４点圏 ３０.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） 

８点圏 １０.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） ３点圏 ３５.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） 

７点圏 １５.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） ２点圏 ４０.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） 

６点圏 ２０.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） １点圏 ４５.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） 

Ｘ圏：１０点圏を完全に撃ちぬいた時、エアピストル外線ゲージを用いて決定する。 

黒点圏（４～９点圏）：３０.５ｍｍ（±０.１ｍｍ） 

白点で表示される１０点圏：０.５ｍｍ（±０.１ｍｍ） 

圏線の幅：０.１ｍｍ ～ ０.２ｍｍ 

標的紙の大きさ：最小８０ｍｍ×８０ｍｍ 

１点～８点の得点はそれぞれの得点圏の中にそれぞれが垂直・水平をなす位置に印刷され

る。９点圏には数字の印刷はない。１０点は白点である。 

標的を見やすくするために、標的の後ろに使う１７０ｍｍ×１７０ｍｍの大きさで、標的

の紙質や色に類似した台紙が提供されるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ｍエアライフル標的 

 

追 6.3.4.3-2   １０ｍビームライフル標的 
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※6.3.4.4    ２５ｍラピッドファイアピストル標的 

        （２５ｍラピッドファイアピストル、２５ｍセンターファイアピストルと２５ｍピストルの速射

ステージ用） 

１０点圏 １００ｍｍ （±０.４ｍｍ） ７点圏 ３４０ｍｍ （±１.０ｍｍ） 

９点圏 １８０ｍｍ （±０.６ｍｍ） ６点圏 ４２０ｍｍ （±２.０ｍｍ） 

８点圏 ２６０ｍｍ （±１.０ｍｍ） ５点圏 ５００ｍｍ （±２.０ｍｍ） 

Ｘ圏：５０ｍｍ（±０.２ｍｍ） 

黒点圏（５～１０点圏）：５００ｍｍ（±２.０ｍｍ） 

圏線の幅：０.５ｍｍ ～ １.０ｍｍ 

標的紙の大きさ：最小 幅５５０ｍｍ 高さ５２０ｍｍ ～ ５５０ｍｍ 

５点～９点の得点はそれぞれの得点圏の中に垂直をなす位置のみに印刷される。１０点圏

には数字の印刷はない。数字の縦の長さは約５ｍｍ、太さは約０.５ｍｍでなければならな

い。黒点圏の左右の方向には数字に代わって白色の水平照準ラインがある。このラインは

長さ１２５ｍｍ、幅５ｍｍとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ｍラピッドファイアピストル標的 
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※6.3.4.5    ２５ｍ精密／５０ｍピストル標的 

        （５０ｍピストル、２５ｍスタンダードピストル、２５ｍセンターファイアピストルと 

２５ｍピストルの精密射撃ステージ用） 

１０点圏 ５０ｍｍ （±０.２ｍｍ） ５点圏 ３００ｍｍ （±１.０ｍｍ） 

９点圏 １００ｍｍ （±０.４ｍｍ） ４点圏 ３５０ｍｍ （±１.０ｍｍ） 

８点圏 １５０ｍｍ （±０.５ｍｍ） ３点圏 ４００ｍｍ （±２.０ｍｍ） 

７点圏 ２００ｍｍ （±１.０ｍｍ） ２点圏 ４５０ｍｍ （±２.０ｍｍ） 

６点圏 ２５０ｍｍ （±１.０ｍｍ） １点圏 ５００ｍｍ （±２.０ｍｍ） 

Ｘ圏：２５ｍｍ（±０.２ｍｍ） 

黒点圏（７～１０点圏）：２００ｍｍ（±１.０ｍｍ） 

圏線の幅：０.２ｍｍ ～ ０.５ｍｍ 

標的紙の大きさ：最小 幅５５０ｍｍ 高さ５２０ｍｍ～５５０ｍｍ 

１点～９点の得点はそれぞれの得点圏の中のそれぞれが垂直・水平をなす位置に印刷され

る。１０点圏には数字の印刷はない。数字の縦の長さは約１０ｍｍ、太さは約１ｍｍで、

規定の距離から通常の監的スコープで容易に読み取れるものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ｍ精密／５０ｍピストル標的 
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※6.3.4.6   １０ｍエアピストル標的 

１０点圏 １１.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） ５点圏 ９１.５ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

９点圏 ２７.５ｍｍ （±０.１ｍｍ） ４点圏 １０７.５ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

８点圏 ４３.５ｍｍ （±０.２ｍｍ） ３点圏 １２３.５ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

７点圏 ５９.５ｍｍ （±０.５ｍｍ） ２点圏 １３９.５ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

６点圏 ７５.５ｍｍ （±０.５ｍｍ） １点圏 １５５.５ｍｍ （±０.５ｍｍ） 

Ｘ圏：５.０ｍｍ（±０.１ｍｍ） 

黒点圏（７～１０点圏）：５９.５ｍｍ（±０.５ｍｍ） 

圏線の幅：０.１ｍｍ ～ ０.２ｍｍ 

標的紙の大きさ：最小１７０ｍｍ × １７０ｍｍ 

１点～８点の得点はそれぞれの得点圏の中のそれぞれが垂直・水平をなす位置に印刷され

る。９点圏、１０点圏には数字の印刷はない。数字の縦の長さは２ｍｍ以内でなければな

らない。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ｍエアピストル標的 

 

 

※6.3.4.6-2  １０ｍビームピストル標的 

 

6.3.5     標的コントロールシステム 

ライフルおよびピストル種目では、競技会運営の助けとして標的採点およびコントロールシステ

ムを使用しなければならない。 

6.3.5.1    ＥＳＴ標的コントロールシステム 
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       ＥＳＴ用のコントロールシステムとして、バッキングターゲット（副的）、バッキングカード、コ

ントロールシートが使われる（図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5.2     ５０ｍおよび３００ｍＥＳＴのバッキングターゲット（副的） 

誤射の位置判定のため、標的の後方できれば 0.5ｍ～１ｍの位置に設置されたバッキングターゲ

ットを使用しなければならない。標的とバッキングターゲットとの距離は正確に測定され、記録

されなければならない。この距離は可能な限り全標的で同じでなければならない。 

6.3.5.3    ２５ｍＥＳＴのバッキングターゲット（副的） 

ａ）すべての２５ｍピストル種目において、標的を外した弾痕の特定を助けるためにバッキング

ターゲットが使用されなければならない。 

ｂ）バッキングターゲットの大きさは、最小限、２５ｍピストル標的枠(５的分)の巾と高さをカ

バーするものでなければならない。バッキングターゲットは同様に標的の１ｍ後方に設置さ

れるべきである。バッキングターゲットは標的と標的の間に撃ち込まれた弾を認識するため

に、横に連続しているか、あるいは枠と枠の間にすき間のないものでなければならない。 

ｃ）２５ｍＥＳＴ用のバッキングターゲットは標的の白い部分と似た色の非反射紙で作られてい

なければならない。 

ｄ）２５ｍ種目では選手ごと、ステージごとに新しいバッキングターゲットが提供されなければ

ならない。 

6.3.5.4    ２５ｍＥＳＴのコントロールシート 

ＥＳＴの直後の範囲はコントロールシートによって覆われていなければならない。新しいコント

ロールシートが選手ごと、ステージごと供給されなければならない。もしコントロールシートの

外に弾痕があった場合、コントロールシートが取り外される前にコントロールシートとバッキン

グカードの弾痕の位置関係を記録しておかなければならない。 

6.3.5.5    ５０ｍおよび３００ｍＥＳＴのバッキングカードとコントロールシート 

すべての５０ｍおよび３００ｍＥＳＴの背面にはバッキングカードが装着されていなければなら

ない。小形の交換可能なコントロールシートがバッキングカードに取り付けられているべきであ

る。コントロールシートまたはバッキングカードは各射群ごとに交換され、回収されなければな

バッキングターゲット（副的） 

コントロールシート 

バッキングカード 
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らない。もしコントロールシートの外に弾痕があった場合、コントロールシートが取り外される

前にコントロールシートとバッキングカードの弾痕の位置関係を記録しておかなければならない。 

※6.4  射場とその他設備 

6.4.1  全般的必要条件 

6.4.1.1    ＩＳＳＦ選手権大会における射場設置の最小必要条件はＧＲ3.6.1 に示すとおりである。それら

の条件は最小限のものであり、ライフル／ピストルの大規模なワールドカップ大会においては、

１０ｍ射場、５０ｍ射場ともに８０射座を推奨する。 

6.4.1.2    世界選手権大会やオリンピックでは独立したライフル／ピストル種目のファイナル射場が要求さ

れる。ＩＳＳＦとしてはワールドカップにおいても独立したファイナル射場が利用できることを

推奨する。 

6.4.1.3    大陸連合は大陸選手権大会における最小限の射場必要条件を決めておかなければならない。 

6.4.1.4    トラップ射場とスキート射場は合体させることができる。独立したダブルトラップ射場が提供で

きない場合はトラップ射場をダブルトラップ射場に転用しなければならない。できるならば、ト

ラップ、ダブルトラップ、スキートのファイナルは同じ射場で行われるべきである。 

6.4.1.5    ライフルおよびピストル射場で選手、役員、観客が使用する場所は日光、風、雨を防ぐ物で覆わ

れていなければならない。これらの覆いは特定の射座や射場の一部に明らかに有利となるもので

あってはならない。 

6.4.1.6    ＩＳＳＦは、新設射場においては障がい者にも利用可能なものとすることを推奨する。既存の射

場においては障がい者が利用可能となるように改修すべきである。 

6.4.1.7    世界選手権大会やオリンピック大会に使用される射撃場は少なくとも１年前に完成していること

が望ましい。 

6.4.1.8    オリンピック大会、ＩＳＳＦ世界選手権大会、ＩＳＳＦワールドカップ大会のライフルおよびピ

ストル種目の予選、本選、ファイナルではＩＳＳＦによって公認された電子標的（ＥＳＴ）が使用

されなければならない。電子標的システムには競技中の途中経過の成績による順位表を示すディ

スプレイと観客のために各選手の弾痕と得点を映し出すモニターまたはビデオボードが含まれて

いなければならない。 

※6.4.1.9    テクニカルデレゲートは射場およびその他の設備がＩＳＳＦルールに合致していることを確認す

る検査に責任を負い、選手権大会実施の準備を行う。テクニカルデレゲートは編成、射場、設備

の検査に“テクニカルデレゲート用チェックリスト”（ＩＳＳＦ本部に用意してある）を利用すべ

きである。 

 6.4.1.10   テクニカルデレゲートは、射距離と標的の規格を除き、ＩＳＳＦの主旨と精神に反するものでなけ

れば若干の規格変更を承認してもよい。 

 6.4.2     全般および運営上の設備 

        次の設備が設置されているかまたは射撃場の近くになければならない。 

        ａ）選手休憩所 

        ｂ）本選射場およびファイナル射場の近くにある選手のための更衣室 

        ｃ）ＩＳＳＦ役員とジュリーの利用するミーティングルーム 

        ｄ）組織委員会の事務室と執務室 

ｅ）ＲＴＳ処理ための物品の適切な倉庫 

ｆ）各射場にＲＴＳと成績表作成のためのコントロール室 

ｇ）すべてのライフル、ピストルおよびショットガン射場に空撃ちまたはウォームアップのため
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の場所 

ｈ）すべての１０ｍ射場での選手やコーチが利用可能な圧縮空気の提供。圧縮空気タンク        

  は転倒防止のため壁や他の構造物に結び付けられていなければならない。 

        ｉ）公式記録や告知を掲示するためのメインスコアボード１面および競技予定や速報を掲示する

ための射場スコアボードを射場ごとに１面。さらに選手控室の近くにもスコアボードがある

べきである。 

        ｊ）安全な銃器保管庫。 

        ｋ）更衣室を備えた用具検査室。 

        ｌ）適切な作業台とバイスを備えた銃器修理店舗。 

        ｍ）銃器や用具メーカーが製品サービスを行うための無料仮店舗。 

        ｎ）商品展示用のスペース。出店料金を課することができる。 

        ｏ）休息のとれる食堂または食料提供施設。 

        ｐ）十分な数のトイレ。 

        ｑ）無線インターネットサービス。競技会進行（成績提供、ＩＳＳＦ－ＴＶ、管理運営）に関す

るものと一般用は別々の回線としなければならない。 

        ｒ）表彰会場またはファイナル射場に設置できる表彰台および背景幕。 

        ｓ）メディア、ラジオ、テレビ取材者のための設備。 

        ｔ）トイレを備えたアンチドーピングコントロール施設。 

        ｕ）適切な医療施設 

ｖ）駐車場 

6.4.3     １０ｍ、２５ｍ、５０ｍおよび３００ｍのライフルおよびピストル射場の全般基準 

6.4.3.1    新しく２５ｍ、５０ｍおよび３００ｍの屋外射場を建設する場合は、できる限り競技の間、選手

の背後に太陽が位置するように設計されるべきである。射場設計は標的上に影が入らないように

配慮しなければならない。 

6.4.3.2    射場には標的線と射撃線が設置され、それらは平行でなければならない。 

6.4.3.3    射場の設計と建設は次の特徴を持っているとよい。 

       ａ）必要ならば、射場の周囲に安全壁をめぐらせてもよい。 

ｂ）暴発等による射撃場からの流れ弾に対する安全策として、射撃線と標的線との間に、射場を

横断するバッフルを設置することもできる。 

ｃ）１０ｍ射場は屋内でなければならない。 

ｄ）２５ｍ、５０ｍ射場については屋外設置であるべきであるが、法的な要請、気候による必要

性がある場合またはファイナル射場は例外的に屋内または閉鎖された環境下に設置できる。 

ｅ）３００ｍ射場では少なくとも２８５ｍの距離を屋外とする。 

ｆ）５０ｍ射場では少なくとも３５ｍの距離を屋外とする。 

ｇ）２５ｍ射場では少なくとも１２.５ｍの距離を屋外とする。 

ｈ）２５ｍおよび５０ｍファイナル射場は屋内射場でも屋外射場でもよい。 

6.4.3.4    射座の後方に射場役員およびジュリーが活動するために十分な空間を設けなければならない。観

客のための空間も設けなければならない。この空間は少なくとも射撃線の後方７.０ｍ以上の位置

に設置された適当な柵などによって選手や役員の活動する空間とは区別されなければならない。 

6.4.3.5    各射場の両端に選選手や役員がはっきりと時刻を見ることができる大型の時計（カウントダウン

時計を推奨する）を備えなければならない。ファイナル射場として区分された場所にも時計がな
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ければならない。射場の時計は成績用コンピューターによって同じ時刻が示されるように同調さ

れていなければならない。ライフルとピストルのファイナル射場には残り時間を示すカウントダ

ウン時計もなければならない。 

6.4.3.6    標的枠または標的装置には正対する射座と同じ（左から始まる）番号が付けられていなければな

らない。それらの番号は正常な視覚をもつ人が通常の条件で容易に確認できる大きさでなければ

ならない。それらの番号は対照的な色で交互に塗られているものでなければならない。２５ｍ射

場の５的の標的グループは左から順に“Ａ”から始まる文字がつけられなければならない。２５

ｍ射場の各標的は、ＡとＢグループの標的には１１から２０を、ＣとＤグループの標的には２１

から３０というように番号が付けられなければならない。 

6.4.4     ３００ｍライフル、５０ｍ射場の風旗 

6.4.4.1    射場の空気の動きを示すために綿布製またはポリエステル製で重量約１５０ｇ／ｍ2 の長方形の

風旗が設置されているべきである。風旗の高さは弾の飛行や選手が標的を見る際の妨げになるこ

となく弾道線の中心域に対応しなければならない。風旗の色は背景に対し目立つ色でなけらばな

らない。２色を使用したものや縞模様の風旗の設置は許されるし、推奨されるものである。 

6.4.4.2    風旗の大きさと設置場所 

 

       

 

 

 

※6.4.4.3    ５０ｍ射場では、風旗は射撃線から規定の距離の位置に各射座を分ける射撃線より標的線までの

仮想線上に設置される。風旗はバッフルの選手側の位置に設置されなければならない。 

6.4.4.4    ５０ｍ射場を屋内１０ｍ射場として使用する場合は、風旗が風を提示できるように１０ｍ地点の

風旗は射屋から十分離れた遠くに設置されなければならない。 

6.4.4.5    ３００ｍ射場では、風旗は射撃線から上記の距離の位置に４射座ごとに次の射座との境界線とな

る射撃線より標的線までの仮想線上に設置される。風旗はバッフルの選手側の位置に設置されな

ければならない。 

6.4.4.6    選手は、準備試射時間の始まる前に、風旗が標的を見えにくくしているかを確認しなければなら

ない。風旗の位置は射場役員またはジュリーのみが変更できる。 

6.4.4.7    個人の用意した風向計等の使用および選手による風旗の位置の変更は禁止される。 

6.4.5     射距離 

6.4.5.1    射距離は射撃線から標的面までの距離を測定したものでなければならない。 

※6.4.5.2    射距離は以下の許容差を条件として、できる限り正確でなければならない。 

 

 

 

 

 

6.4.5.3    ５０ｍのライフル、ピストル、ランニングターゲット兼用射場の許容差 略 

※6.4.5.4    射撃線は明瞭に示されていなければならない。射距離は標的線から射撃線の選手側の端までの距

離が計測されなければならない。選手の足または伏射姿勢での選手の肘を射撃線上に置いたり、

射  場 設 置 距 離 風 旗 の 大 き さ 

５０ｍ射場 １０ｍおよび３０ｍ ５０ｍｍ×４００ｍｍ 

３００ｍ射場 
５０ｍ ５０ｍｍ×４００ｍｍ 

１００ｍおよび２００ｍ ２００ｍｍ×７５０ｍｍ 

１０ｍ射場 ±０.０５ｍ 

２５ｍ射場 ±０.１０ｍ 

５０ｍ射場 ±０.２０ｍ 

３００ｍ射場 ±１.００ｍ 
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射撃線を越えて標的側に置くことはできない。 

6.4.6     標的中心位置 

       標的中心位置とは標的の１０点圏の中心の位置を計測したものでなければならない。 

※6.4.6.1    標的中心の高さ 

標的の中心は射座の床面の高さから測って次の表の通りでなければならない。 

射  場 基準の高さ 許 容 差 

３００ｍ射場 ３.００ｍ ±４.００ｍ 

５０ｍ射場 ０.７５ｍ ±０.５０ｍ 

２５ｍ射場 １.４０ｍ ＋０.１０ｍ／－０.２０ｍ 

１０ｍ射場 １.４０ｍ ±０.０５ｍ 

        標的群または射場内のすべての標的の中心の高さは同じでなければならない（±１ｃｍ）。 

6.4.6.2    ３００ｍ、５０ｍ、１０ｍライフル、ピストル射場における標的中心位置の水平方向での許容差 

３００ｍ、５０ｍ、１０ｍでの標的の中心は、正対する射座の中心におかれていなければならな

い。射座の中心の射撃線から直角方向での標的の中心線との水平方向の許容差は  

射  場 中心から両方向への最大許容差 

３００ｍ射場 ６.００ｍ 

５０ｍ射場 ０.７５ｍ 

１０ｍ射場 ０.２５ｍ 

6.4.6.3     ５０ｍおよび１０ｍランニングターゲット射場と２５ｍピストル射場における射座の位置の水平

方向での許容差 

射座の中心は次の位置になければならない。 

ａ）ラピッドファイア射場では５つの標的群の中心。 

    ｂ）ランニングターゲット射場では開口部の中心。 

ｃ）射座の中心は、正対する標的の中心に置かれていなければならない。標的の中心線から 

直角方向での射座の中心線との水平方向の許容差は 

射  場 両方向への最大許容差 

２５ｍ射場 ０.７５ｍ 

※6.4.7      ライフルおよびピストル射場の射座の全般基準 

射座は振動したり動いたりしない安定した、堅い、頑丈な構造のものでなければならない。射撃

線から後方約１.２０ｍまでの部分は全方向に対し水平でなければならない。それより後方の部分

は水平または後方に向かって数ｃｍの勾配をつけたもののどちらかでなければならない。 

6.4.7.1    射撃テーブル上から射撃を行う場合、そのテーブルは長さ約２.２０ｍで幅０.８０ｍから１．０

０ｍ、頑丈で安定したもので、移動ができるものでなければならない。射撃テーブルは後方へ最

大１０ｃｍ傾斜していてもよい。 

6.4.7.2    射座の備品 射座には次のものが備えられていなければならない。 

ａ）高さ０.７０ｍ～１.００ｍの机または台１脚。ライフル選手はその高さを変えるために卓上

にいかなる道具や物を置くことはできない。 

ｂ）伏射、膝射用のマット１枚。選手は射場から提供されたマットを改変してはならない。マッ

トの前部分約５０ｃｍ×８０ｃｍの部分は５０ｍｍ以内の厚さで圧縮性のある材質のもので、

なおかつ服装検査用の測定器で測ったとき１０ｍｍ以上の厚さのものでなければならない。

マットの他の部分は最大で５０ｍｍ最低でも２ｍｍの厚さでなければならない。マット全体
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は最小でも８０ｃｍ×２００ｃｍの大きさがなければならない。別の方法として、薄いマッ

トと厚いマットの２種類を用意してもよいが、本規則に合致するものでなくてはならない。

私物のマットの使用は禁止される。 

ｃ）本選ラウンドにおける選手用の椅子または腰掛け１脚；ファイナル射場においては射座 

の中または近くに選手用の椅子または腰掛けを置いてはならない。 

ｄ）新設の射場では射撃線前方に位置する防風スクリーンの設置は推奨されない。しかし風 

の条件ができるだけ射場全体で均一になるようにする必要性があるときは、防風スクリーン

を使用してもよい。 

ｅ）３００ｍ射場の射撃線で仕切りスクリーンを設置する必要がある場合、そのスクリーン 

は軽いフレームに向こう側が透けて見える材質で作られるべきである。スクリーンは射撃線

の前方へ少なくとも５０ｃｍは突出し、約２.００ｍの高さがあるべきである。 

6.4.8     ３００ｍ射場の射座基準 

射座は幅１.６０ｍ以上、長さ２.５０ｍ以上でなければならない。射座幅については縮小しても

よいが、仕切りスクリーンを設置する場合、伏射姿勢をとった選手の左足が隣の射座に入るのを

妨げるような設置のしかたをしてはいけない。 

6.4.9     ５０ｍ射場の射座基準 

ａ）射座は幅１.２５ｍ以上、長さ２.５０ｍ以上でなければならない。 

ｂ）射座は、３００ｍ射撃と兼用されるならば、幅１.６ｍ以上でなければならない。 

6.4.10    １０ｍ射場の射座基準 

※       ａ）射座の幅は１.００ｍ以上なければならない。 

ｂ）机または台の選手に近い側の端は、１０ｍ射撃線の１０ｃｍ以上前方に位置しなけれ 

  ばならない。 

※       ｃ）５０ｍ射場と兼用の場合、射座の幅は最小１.２５ｍなければならない。 

6.4.11     ２５ｍピストル射場の射場および射座基準 

6.4.11.1    ２５ｍ射場には風、雨、日光や薬莢の射出から選手を十分に防護するための屋根とスクリーンが

設置されなければならない。 

6.4.11.2   射座には床面から最低２.２０ｍの高さの屋根または覆いをかけなければならない。 

6.4.11.3   ２５ｍ射場は５的からなる標的グループ２つで構成されるセクションに分けられていなければな

らない。２つの５標的グループを１ベイという。 

6.4.11.4   ２５ｍ種目においては、ラピッドファイアピストル種目では５的を１グループとし、２５ｍピス

トル、２５ｍセンターファイアピストルおよび２５ｍスタンダードピストルの各種目では４的ま

たは３的または例外的に５的を１グループとして標的を配置しなければならない。 

6.4.11.5   ２５ｍ射場は間に仕切りのない構造または防護通路で分割されている構造のどちらも許される。

仕切りのない構造の射場では標的役員は射撃線側から標的の位置までその都度移動する。防護通

路は、使用する場合、射場関係者の標的線への安全な往復が保障されなければならない。防護通

路使用時には、確実な安全コントロールシステムが提供されなければならない。 

6.4.11.6   各セクションは全セクションの集中制御も各セクションの独立運用もできるようになっているべ

きである。 

6.4.11.7   射座の広さは次の通りでなければならない。 

種 目 幅（左右） 奥行（前後） 
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２５ｍラピッドファイアピストル １.５０ｍ １.５０ｍ 

２５ｍピストル、２５ｍセンターファイアピストルおよ

び２５ｍスタンダードピストル 
１.００ｍ １.５０ｍ 

6.4.11.8   射座は排出された薬莢から選手を保護するため、また射場役員が監視できるように透き通ったス

クリーンで仕切られていなければならない。そのスクリーンは射座間に置かれるか吊り下げられ、

排出された薬莢が他の選手に当たるのを防げるほど十分な大きさがなければならない。スクリー

ンは役員や観客から選手を見えにくくしてはならない。 

6.4.11.9   ４５°参照線は射座の両側の射場の壁またはセクションの分割壁に設置されるべきである。 

6.4.11.10   各射座には次の備品が備えられていなければならない。 

ａ）移動または調整可能な大きさ０.５０ｍ×０.６０ｍで高さ０.７０ｍ～１.００ｍの机 

  または台１脚。 

ｂ）本選中、選手は最大高が１.００ｍになるようにテーブルの上に用具やサポートスタンドを置

くことができる。 

ｃ）ファイナル中、ライフル選手はテーブルの高さを変えるためにテーブルの上に用具や物を置

くことはできない。ピストル選手は合計高が１.０ｍを超えない範囲でテーブルの上にアジャ

スタブルサポートスタンド(8.6.3)を置くことができる。 

ｄ）本選ラウンドにおける選手用の椅子または腰掛け１脚；ファイナル射場においては射 

  座の中または近くに選手用の椅子または腰掛けを置いてはならない。 

6.4.11.11   機能確認射場 選手が銃器の機能テストを行えるように、標的の貼られていない特別に指定され

監督された機能確認射場が用意されなければならない。 

6.4.12     ２５ｍピストル種目の標的採点時間は、 

ａ）２５ｍラピッドファイアピストル：８秒、６秒、４秒 

ｂ）２５ｍスタンダードピストル：１５０秒、２０秒、１０秒 

ｃ）２５ｍピストルと２５ｍセンターファイアピストルの速射ステージ：１発ごとに３秒間 

採点、次の７秒間（±１秒）は採点されない。 

6.4.13     ２５ｍ電子標的システムの基準 

電子標的を使用する場合、計時装置には各標的出現時間に合計０.３秒が加えられるように時間設

定されなければならない。この加えられた０.３秒は回転標的における回転時間の許容範囲である

＋０.１秒と“追加時間”の＋０.２秒を合計したものである。追加時間は紙標的を用いた回転標

的装置でにおいて“スキッドショット”として認められるものを電子標的においても有効弾とし

て採点することを保証するものである。グリーンライトは要求される時間＋０.１秒間点灯し、電

子標的は時間後追加の０.２秒間有効弾を記録し、採点し続けなければならない。 

※6.4.14    屋内射場の要求照度（ルクス） 

屋内射場 
全  体 標 的 面 

推奨最小値 最小値 推奨値 

１０ｍ ５００ １５００ ＞１８００ 

２５ｍ ５００ １５００ ＞２５００ 

５０ｍ ５００ １５００ ＞３０００ 

       ファイナル射場は全体の最少照度が５００ルクスで射座の最少照度が１０００ルクスでなければ

ならない。新設射場では射座の照度は１５００ルクス付近を推奨する。 

※6.4.14.1    すべての屋内射場では標的や射座に影などが生じないような十分でまぶしくない光度の人工照明
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が設置されなければならない。標的の後方は反射のない中間色の背景にしなければならない。 

6.4.14.2    外部照明による標的面の照度は、測定器で測定し、標的の高さで射座に向いた位置で測らなけれ

ばならない（Ａ）。内部照明による標的面の照度の測定は、標的表面からの反射光を測定すること

で行われなければならない。 

6.4.14.3   光測定、特にＬＥＤ照明においてはルーメンで測定することもできる。 

6.4.14.4    射場全体の照度の測定は、測定器で測定し、射座（Ｂ１）と射座と標的線の中間点（Ｂ２）で測定

器を天井の照明に向けて測定しなければならない。 
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 屋内射場の照度測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 ゲージと測定器具 

ａ）各組織委員会はＩＳＳＦ選手権大会の開催期間中、用具検査に使用するゲージや測定 

器具など道具一式を用意しなければならない。 

       ｂ）用具検査を実施する上で必要な用具検査器具の詳しいリストとそれらの器具の仕様と 

性能の表はＩＳＳＦ本部に用意してある。 

       ｃ）ＩＳＳＦテクニカルデレゲートまたは主任用具検査ジュリーは競技会に先立ってすべ 

てのゲージおよび測定器具を検査し承認しなければならない。 

       ｄ）用具検査器具を検査するための調整器具はＩＳＳＦ本部に用意してある。毎日の検査 

前及び競技後検査において失格となると思われる事態が生じたときにはこの用具検査器具を

調整に用いなければならない（調整報告様式はＩＳＳＦ本部に用意してある）。 

       ｅ）選手の衣服等の厚さ、固さ、柔軟性の検査に用いる測定器具はこのルール（下記 6.   5.1）

に従って製造されていなければならず、なおかつＩＳＳＦ技術委員会によって承認されてい

なければならない。 

6.5.1      厚さ測定装置 

服装、靴の厚さを測定する装置は１/１０ｍｍ（０.１ｍｍ） 

まで測定可能なものでなければならない。測定は５.０ｋｇの 

重さをかけた状態で行われなければならない。測定装置には 

直径３０ｍｍの平らな円盤が２枚向かい合わせに装着されて 

いなければならない。 

 

 

 

 

 

6.5.2     固さ測定装置 

測定器の位置  

測定器の位置  

照度計の受光部 

机の端は射撃線の 10cm 前方 

標的 

射撃線 射距離 

-1.00ｍ 
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服装の固さを測定する装置は１/１０ｍｍ（０.１ｍｍ）まで測定可能なものでなければならず、

以下の寸法を満たさなければならない。 

Ａ 測定シリンダー 直径６０ｍｍ 

Ｂ 測定おもり １０００ｇ（取っ手、測定円板Ｃを含む） 

Ｃ 測定円板 直径２０ｍｍ 

Ｄ デジタルディスプレー ０.１ｍｍ単位で表示 

Ｅ 
測定円板（Ｃ）と測定シリンダー（Ａ）の大きさは規定値より半径で０.５ｍｍを超

えてはならない。 

 

・固さの測定は、測定シリンダー“Ａ”の上に引っ張ったりすることなく生地/素材を水平に置か

なければならない。 

・その上から測定円板“Ｃ”で測定おもり“Ｂ”の重量をかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3     靴底の柔軟性測定装置 

       靴底の柔軟性測定に用いる装置は、靴底に上方への精値な圧力（１５Ｎｍ）を加えた場合の柔軟

性を、靴底のなす角度として正確な測定が可能でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6  選手権大会の運営 

6.6.1     選手権大会のプログラムとスケジュール 

        ＩＳＳＦ選手権大会の運営は、ＩＯＣまたは適切な大陸ＮＯＣ連合の憲章や規定に従って実施さ

デジタルディスプレー 

(０.１ｍｍ単位で表示） 

測定円板（直径２０ｍｍ） 

測定シリンダー（直径６０ｍｍ） 

２２.５°を示す 
つま先の部分を 

ハンドルで 

はさみこむ 

靴の屈曲点 トルクハンドルを下方向に押すことにより靴を載せたプラットフォーム

が持ち上げられる。１５Ｎｍの力をトルクレンチで加え、トルクレンチが

カチッと音を発する前に示されていた角度を読みとる。 
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れるオリンピック大会や大陸大会の射撃選手権大会の運営を除き、このルールに従って実施され

るべきである。 

6.6.1.1    公式大会プログラム ＩＳＳＦ事務局は標準的な大会プログラムの提供および選手権大会の前

年の１１月のＩＳＳＦ組織委員会のためのワークショップ年会の時に完成させるように各組織

委員会と公式大会プログラムの準備に協力をする。公式大会プログラムは大会への参加要請、ス

ケジュール、公式シンボルおよびロゴ、参加申込書の様式などを含み、それらはＩＳＳＦのウェ

ッブサイトに掲載されることになり、組織委員会は公式大会プログラムが完成したらできるだけ

早くそれを発行し、すべてのＩＳＳＦの会員連盟に送付しなければならない。 

6.6.1.2    公式スケジュール ＩＳＳＦ事務局、組織委員会およびその大会のテクニカルデレゲートは各選

手権大会の詳細な公式スケジュールを準備しなければならない。選手権大会のスケジュールには、

公式到着日、１日以上の公式練習または競技前練習（ＰＥＴ）、競技実施の必要日数と公式出発

日が含まれているべきである。世界選手権大会の公式練習日、開閉会式を含めたスケジュールは

２０日間を超えないようにすべきである。組織委員会の選択として、公式練習日（ＰＥＴ）以前

に追加の非公式練習日として射場を開けることはできる。公式スケジュールは公式練習、競技前

練習、予選の射群、本選の射群、ファイナル出頭時刻、ファイナルおよび表彰式の日時が入って

いなければならない。テクニカルデレゲートによって承認されたスケジュール変更は最終参加締

切りの後できるだけ早く作成され、全参加選手団に配布されなければならない。 

6.6.1.3    参加資格および制限 国内競技連盟は、ＩＳＳＦ選手権大会で、表彰対象となる選手を各国各種

目最大３名参加させることができる。加えてワールドカップ大会では、組織委員会は、ランキン

グポイント獲得のみ（ＲＰＯ）、オリンピックＭＱＳ資格を争う（ＭＱＳのみ）または表彰対象

外（ＯＯＣ）の参加者として各国各種目最大２名の追加選手を受け入れることができる。 

6.6.1.4    最大参加数 組織委員会とテクニカルデレゲートは各種目の最大参加数（射座数）をプログラム

の中で提示しなければならない。種目の最大参加数を超えた最終参加者は待機リストに載せられ、

遅れた参加の締め切り（Late Entry Deadline）の前に参加枠の空きが出た場合に限り受け入れ

られる。 

6.6.2      代表者会議（テクニカルミーティング） 

       競技会ディレクターとテクニカルデレゲートによって進行される代表者会議は、競技の詳細やス

ケジュールの変更をチームリーダーに知らせるために、競技開始日の前日に実施する予定がされ

ていなければならない。 

※6.6.3      練習 

6.6.3.1     公式練習 公式到着日には公式練習を設定しなければならない。 

6.6.3.2     競技前練習（ＰＥＴ） 競技前練習は各個人種目の予選または本選の前に行われなければならな

い。ライフル、ピストル、ランニングターゲットの個人種目については、各選手が自分の競技す

る射座で１射群あたり４０分以上（ラピッドファイアピストルにおいては１射群あたり３０分以

上、ランニングターゲットにおいては 1射手あたり１５分以上）の練習がその種目の競技実施の

可能な限り前日にできなければならない。この練習時間は公式練習に追加されるものである。ミ

ックスチーム種目が同様の個人種目の後に続いてある場合、競技実施予定に空き時間があるとき

には、射座を指定しない形式での競技前練習を予定することができる。 

6.6.3.3     非公式練習 公式練習および競技前練習に加えて、射場が空いているならば、選手は追加の非公

式練習の機会を得られるべきである。 

6.6.3.4    電子トレーニング／追跡装置 
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        電子トレーニング／追跡装置は、競技前練習（ＰＥＴ）中、競技中（予選、本選、ファイナル）

には使用できないが、公式および非公式練習中には使用できる。 

6.6.4      参加と参加確認 

        各国連盟は公式到着日の３０日前の最終参加締切りまでにＩＳＳＦオンライン登録サービスに

参加申込書を送付しなければならない（ＧＲ3.8.3.2）。 

ａ）遅れた参加の申し込みは、追加の罰金の支払いと空き射座があれば、公式到着日の３日前ま

で提出することができる（ＧＲ3.8.3.3）。 

ｂ）組織委員会に対する参加確認と参加料の支払いは、参加証明書の提出とともに、到着までに

チームリーダーが完了しておかなければならない（ＧＲ3.8.4.1）。 

ｃ）参加者の変更はＧＲ3.8.3.4 に従ってのみ行うことができる。参加者の変更は変更の生じる

種目の競技前練習（ＰＥＴ）の行われる前日の正午１２時までに完了しなければならない。 

6.6.5      射座割表 

        ａ）ライフルおよびピストル種目の射座割表は各種目の競技前練習の行われる前日の１６時まで

には発表され、配布されていなければならない。ミックス種目については 6.18.1.4参照。 

        ｂ）サステナビリティ選択 組織委員会が競技会場全域において普通に利用できる広範囲のＥメ

ール配布システムまたはワイヤレスインターネットシステムと公開された情報ステーショ

ンを提供することができるならば、テクニカルデレゲートの承認を得て、組織委員会は、印

刷された射座割表を配布しない、ペーパーレスシステムを使うことができる。 

ｃ）選手交代 団体種目に限り、例外的に、該当種目の予定開始時刻の遅くとも１時間前までな

ら、すでに登録してある選手を別の選手に交代することができる。このルールは競技が何回

かに分けて行われたり、数日に渡って行われる場合でも適用される。 

6.6.6      ライフルおよびピストル種目における射座割の基本原則  

        ａ）射座と本選における射群のくじ引きは、テクニカルデレゲートの監督のもと、ランダムに、

この目的に合ったコンピュータプログラムで実施されなければならない。２射群以上となる

場合、ランキング３０位までの選手は第２射群に配置すべきである。 

        ｂ）ファイナルにおける射座割も、6.17.1.2 に従い、ランダムに割り付けられる。 

        ｃ）射座割の決定にくじを用いることに際して、テクニカルデレゲートは射場の制約条件を考慮

することを承認しなければならない。テクニカルデレゲートはＭＱＳのみ、ＲＰＯおよびＯ

ＯＣの選手を射場の特定の場所に集めることを承認することができる。 

        ｄ）選手個人や各チーム（国）はできる限り平等に近い条件のもとで射撃ができるようにすべき

である。 

        ｅ）同じチーム（国）の選手が隣接する射座に割り当てられるべきではない。 

ｆ）各チーム（国）の選手はできる限り平等に各射群に割り振られるべきである。 

ｇ）エアライフルまたはエアピストル種目において選手の数が射座数を超える場合、射座割は抽

選によって２またはそれ以上の射群に振り分けられなければならない。 

ｈ）団体戦が複数の射群で行われるときは各チームの構成メンバーの選手を各射群に平等に割り

当てなければならない。 

ｉ）ライフル種目の競技が２日以上に渡って行われる場合、それぞれの日にすべての選手が同じ

姿勢で同じ弾数を撃たなければならない。 

ｊ）ピストル種目の競技が２つのパートまたは日に分けて実施される場合、後半または２日目が

始まる前にすべての選手が前半または１日目を終えていなければならない。すべての選手は
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それぞれの日に同数のシリーズを撃たなければならない。 

6.6.6.1     ５０ｍおよび３００ｍ屋外射場における予選 

選手の数が使用可能な射座数を超える場合、予選が行われなければならない。スケジュールに制

限がある場合、テクニカルデレゲートによって予選を放棄することができる。 

※         ａ）予選はその種目の全コースを実施しなければならない。予選における得点はその種目の団

体戦に参加している選手の得点として使用される。 

         ｂ）ランキング３０位以上の選手は予選の第２射群に割り当てられる。その他の選手はランダム

に割り当てられる。 

ｃ）予選の射群は本選の実施される日の前日に実施されるべきである。 

ｄ）予選通過者は各射群の上位者から、各射群の実参加者数と同比率で、選出されなければなら

ない。各射群からの予選通過人数は、代表者会議（テクニカルミーティング）で発表されな

ければならない。 

ｅ）計算式: 

使用可能な射座数÷射座割掲載参加者総数×各射群の射座割掲載参加者数＝予選通過者数 

（例）６０射座で１０１人参加の場合 

第１射群：５４名→３２.０８（６０÷１０１×５４）＝３２名予選通過 

第２射群：４７名→２７.９２（６０÷１０１×４７）＝２８名予選通過 

ｆ）予選で団体戦を行う必要がある場合、各チームの選手は予選の各射群に同数ずつ振り分けら

れなければならない。団体戦の得点は予選の得点によるものとする。 

ｇ）第１射群に各チームの２名を第２射群に残りの１名を配分するには射座が不足してしまう場

合、予選は各射群に１名ずつを配置する３つの射群により実施される。 

ｈ）予選を通過できなかった選手は本選に出場することは許されない。 

ｉ）予選通過者の最下位における同点の場合の順位決定は、同点の順位決定規則による。 

ｊ）ジュニアワールドカップにおいて予選が予定されず射群が設定されていた場合、チームリー

ダーは選手に撃つ射群を指示しておかなければならない。 

ｋ）５０ｍ三姿勢種目の予選において、１射群で実施されるなら、本選とみなし、上位８名がフ

ァイナルへ進出する。 

6.6.6.2     スケジュールと射座割－２５ｍラピッドファイアピストル 

ａ）後半の３０発のステージは、すべての選手が前半の３０発のステージを完了した後、開始さ

れなければならない。参加者数がすべての射群の射座を満杯にするには足りない場合、最終

射群の射座を空けて調整されるべきである。 

ｂ）後半のステージの射群は、前半のステージの得点による順位に従い、低い順位の選手が早い

射群になるようにする。各射群の射座はくじ引きで決められる。 

6.6.6.3     スケジュールと射座割－２５ｍピストル女子 

        この種目は１または２日間のスケジュールで行うことができる。可能であるならば、速射ステー

ジとファイナルを２日目に行う２日間のスケジュールとすべきである。２日以上となるスケジュ

ールの場合、精密射撃ステージのＰＥＴを１日目の前に、速射ステージのＰＥＴを１日目の精密

射撃ステージの終了後に行うべきである。 

6.7  競技用服装および用具 

6.7.1      ＩＳＳＦはＩＳＳＦ選手権大会において選手が使用できる競技用の服装および用具に関して明

確なる基準を制定した。また、これらの基準は他の選手よりも不正に有利となる選手のいない公
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正で平等な競技会の原則を守るために用具検査において調べるためのものである。 

6.7.2      選手は、ＩＳＳＦ選手権大会で自分の使用する全ての用具と服装がＩＳＳＦルールを遵守して

いることを保証する責任を負う。 

6.7.3     全ての用具は用具検査ジュリーと組織委員会により設置された用具検査係において、各競技ジュ

リーによるものと同等に検査される。 

6.7.4      服装および用具の基準 

6.7.4.1     特定の種目の中で使用されるルールに規定された用具については、各種目のルールを参照する

こと。 

6.7.4.2     選手の両脚、胴、または腕の動きを過度に制限したり固定したりする、キネシオもしくは医療用

または同様のテープの使用を含む、特別な装置、方法、衣服の使用がライフルおよびピストルの

選手に禁止されるのは、選手の技術を人工的に向上させないためである。 

6.7.4.3     ラジオ、ｉＰｏｄｓ、または似たようなタイプの音響発生または通信装置の使用は、競技役員を

除き、ＦＯＰでは競技中および練習中も禁止される。 

6.7.4.4    携帯電話またはその他の手持ち型の通信装置（例えばタブレットなど）、電子装置または腕時計

型装置（例えばスマートウォッチなど）は、射座内において、選手が使用することは許されない。 

6.7.5      ＩＳＳＦドレスコード 

        公式スポーツ行事に適したマナーに則った服装で射場に現れることは選手、コーチおよび役員の

責任である。選手と役員の服装はＩＳＳＦドレスコードを遵守しなければならない。6.20のＩＳ

ＳＦドレスコード全文を参照すること。 

6.7.6      用具検査 

6.7.6.1    組織委員会は用具検査ジュリーの監督のもと用具検査を行う用具検査係を設置しなければなら

ない。用具検査サービスは、選手が競技前の用具検査をできるように、全ての選手に対して利用

できるようになっていなければならない。ＩＳＳＦルールの遵守を保証するために、用具検査ジ

ュリーと用具検査係はランダム競技後検査を行わなければならない（6.7.9）。 

6.7.6.2     用具検査手順 

ａ）組織委員会はチーム役員および選手に、競技開始前または競技中に、用具検査をいつ、どこ

で行うことができるかを通知しておかなければならない。 

ｂ）用具検査室は、公式練習日からライフル、ピストル、ランニングターゲットの競技が終了す

る日まで、選手の用具の自主検査のために開けられていなければならない。 

ｃ）毎日の検査前及び競技後検査において失格となると思われる事態が生じたときに行われる検

査器具の調整には、ＩＳＳＦ検査器具調整器具を用いなければならない。 

ｄ）選手には自分の使用する用具が競技後検査に合格するという確証がもてなければ、その用具

を検査するために用具検査室に持っていくことを推奨する。 

ｅ）用具検査係は全ての射撃ジャケットと射撃ズボンを、選手に登録されたシリアルナンバーの

ついたタグを調べ、確認しなければならない。タグはタグを壊すことなく取り外すことがで

きないように設計されてなければならない。“One Time Only検査”で発行されたタグはこの

要求を満たしている。タグのないジャケットとズボンはＩＳＳＦルールを遵守しているか検

査され、選手に登録されたものとしてタグが取り付けられなければならない。用具検査ジュ

リー及びライフルジュリーは、ルール 7.5.1.2 に従い、ランダム検査でジャケットやズボン

のタグを利用する。 

ｆ）用具検査係は用具検査で検査したそれぞれの銃、射撃ジャケットおよび射撃ズボンの選手の
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名前、メーカー、銃番号および口径を用具検査票（コントロールカード）に記録し、保存し

なければならない。 

ｇ）エアまたはＣＯ２シリンダーが保証期間（最大１０年）内であり安全であると保証すること

は選手の責任である。このことは用具検査がチェックすることができ、推奨される措置を忠

告することができる。 

        ｈ）用具検査票のコピーが１枚選手に渡される。選手は用具とともにその検査票を常に持ってい

なければならない。もし選手が用具検査票をなくした場合、その再発行には１０.００ユー

ロの料金がかかる。 

        ｉ）もしライフル用の服装を同じ選手権大会の期間中に２度目もしくは再検査のために再 提出

するならば、再検査費用として２０.００ユーロが課せられる。服装、用具は４回以上用具

検査へ提出することはできない。３回目でも合格できなかった服装、用具は競技会では使用

できなくなり、成績は失格となる。 

6.7.7      Ｂｉｂ（スタート）番号および選手の着用物 

6.7.7.1     すべての選手は競技中常にＢｉｂ（スタート）番号を着用している上着の腰よりも上の背中の部

分につけていなければならない。Ｂｉｂ（ゼッケン）には選手に与えられたその選手権大会での

番号、姓、名の頭文字、所属国名（ＩＯＣ国名略称のみ）が示されていなければならない。国旗

を使用する場合は、ＩＯＣ国名略称の左側に配置されなければならない。名前に使われる文字の

大きさは高さ２０ｍｍ以上で、できる限り大きなものが使用されるべきである。 

6.7.7.2     Ｂｉｂ番号は競技前練習中や競技中の全てのステージを通して常に選手の上着の腰より上の背

部に付けられていなければならない。もしＢｉｂ番号を持っていて付けていない場合、選手は競

技することはできない。ファイナルではレポーティングタイムに新しいＢｉｂ番号が渡される。 

※6.7.7.3    すべての選手はＩＳＳＦ競技者資格、ＩＳＳＦ商権ならびにＩＳＳＦスポンサーシップ/広告ル

ールを守らなければならない。このルールは服装の上に付けられた標章、スポンサー、広告、ト

レードマーク等に関する制限と制裁について規定している。 

6.7.8     ブラインダー 

6.7.8.1     帽子、キャップ、眼鏡枠またはヘッドバンドに取り付けるサイドブラインダー(片側または両側)

は高さ６０ｍｍを超えないものの使用がショットガンの選手に限り許される（Ａ）。サイドブラ

インダーの前端は、横から見たときに、額の中心から伸ばされる直線より３０ｍｍを超えて前方

に延びてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.8.2    照準に使用しない眼を覆う１個のフロントブラインダーは幅３０ｍｍを超えないものの使用が
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すべての選手に許される（Ｂ）。 

6.7.9      競技後検査 

6.7.9.1     競技後検査は予選および本選の後およびファイナル前の出頭時間中に“ＩＳＳＦ用具検査ガイ

ドライン”に明示された手順に従って行われなければならない。用具検査ジュリーはすべての競

技後検査の運営を監督する責任を負う。服装とテーピングの検査は選手と同性の審判が担当しな

ければならない。次に明示された競技後検査項目を通過できなかった場合、失格（ＤＳＱ）とな

る。 

        ａ）ライフル種目：射撃用服装（ジャケット、ズボン、靴、グローブ）、下着、テーピングおよび

ライフル銃の規格（該当するならば引き金の重さを含む）。 

        ｂ）ピストル種目：靴、テーピング、引き金の重さ、ピストルおよびグリップの規格（８.１２）

および該当するならば弾速と弾頭の重さ。 

        ｃ）ショットガン種目：ショットガンルールを参照。 

        ｄ）ランニングターゲット種目：銃の重さ、スコープの倍率（１０ｍ）、引き金の重さ（５０ｍ）

およびマーカーテープ。 

        ｅ）全種目：競技後検査への出頭の通知を受け取ったのに出頭しない場合。 

6.7.9.2     競技後検査に通らなかった選手が出た場合、主任用具検査ジュリーまたは主任用具検査ジュリ

ーに担当を指示されていた用具検査または競技ジュリーは検査が正確に行われていたことを確

認し、選手を失格にしなければならない。確認の手順には、検査器具の測定が正確であることを

確認するために、ＩＳＳＦ検査器具調整器具の使用が含まれなければならない。 

6.7.9.3     この失格に対する上訴は上訴ジュリーに提出することができる。上訴ジュリーは、検査が正確に

行われていたのであれば、再検査はできないことを決定しなければならない。上訴ジュリーが競

技後検査による失格を覆すことができるのは、検査が不正確であったことが見いだされたときの

みである。 

6.7.9.4     選手が銃、服装または用具に変更または変更を試みたという確かな証拠をジュリーが手に入れ

た場合、その選手を指名選択検査（特定の選手を選ぶ）することができる。 

6.8  競技ジュリーの任務と職務 

        ジュリーは組織委員会の任命した競技役員を助言し、援助し、監督する責任を負う。 

        ａ）競技（ライフル、ピストル、ショットガン、ランニングターゲット、ターゲットスプリント）

ジュリーは各種目の競技運営を監督する。 

        ｂ）ＲＴＳ（成績、計時および採点）ジュリーは採点および成績処理を監督する。 

        ｃ）用具検査ジュリーは選手の服装および用具の検査を監督する。 

6.8.1      組織委員会に任命された射場役員、ＲＴＳ役員、レフリーは、ジュリーによる助言、監督を受け

ながら、競技会の実質運営に責任を負う。射場役員とジュリーは互いに、ＩＳＳＦルールに則り、

練習および競技を進行していくことに責任を負い、競技会の開催中、公正で公平なルールの実施

を確保しなければならない。 

6.8.2      すべてのジュリーは、勤務中には、公式ＩＳＳＦジュリーベスト（赤色）を着用しなければなら

ない。ジュリーベストはＩＳＳＦ本部から購入しなければならない。すべての射場役員は、勤務

中には、見分けのつくベスト（緑色が望ましい）を着用するかまたは見分けのつく方法をとるこ

とを推奨する。すべての標的役員または射撃線の前での作業のある係員は蛍光色のベストまたは

目立つ腕章を着用することを推奨する。 

6.8.3      競技の開始前に競技ジュリーはＩＳＳＦ規則に適合しているかを確かめるため、それぞれの担
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当の射場を検査し、射場係員などの組織構成と配置を点検しなければならない。ジュリーの点検

は従前に行われたテクニカルデレゲートによる点検と連携して行われるべきである｡ 

6.8.4      ジュリーはたえず選手の射撃姿勢や用具を観察しなければならない。 

6.8.5      ジュリーは、練習および競技中いつでも、選手の銃、用具、姿勢などを検査する権利を持つ。 

6.8.6      練習および競技中、ジュリーは選手の衣服および用具がＩＳＳＦスポンサーシップ/広告ルール

（4.4～4.7、6.7.7.3）を遵守しているかチェックする責任を負う。 

6.8.7      競技中では、ジュリーは選手が撃発しようとするときや速射種目のシリーズ中の接近は避けるべ

きである｡しかしながら、危害予防に関する場合は即座の行動を取らなければならない。 

6.8.8      ジュリーの過半数は競技中、常に射場にいて、必要とあらばジュリー会議を開き、即座に裁定を

下すことができなければならない。 

6.8.9     ジュリーは競技中、独自の裁定を下す権利を持つが、少しでも疑問のある場合は他のジュリーや

射場役員に相談すべきである。チーム役員または選手が一人のジュリーの裁定に同意できない場

合、書面の抗議を行う事によって、ジュリーの多数決による裁定を求めることができる。 

6.8.10     ジュリーは、選手の持つ国籍、人種、宗教、民族、文化にかかわらず、完全に公平な裁定を下さ

なければならない。 

6.8.11      ジュリーは、ＩＳＳＦルールに従って、提出されたどんな抗議も扱わなければならない。ジュリ

ーは射場役員や直接の関係者との協議後にその抗議に対する裁定を下すものとする。 

6.8.12     ジュリーは、抗議の裁定によっては、ファイナルに出場することができるかもしれない選手のあ

る場合、ファイナルの開始時刻を遅らせなければならない。抗議がファイナル出場選手に関わり

ない場合、ＲＴＳジュリーはファイナルの射座割表を発表することができる。公式最終成績はす

べての抗議および上訴の裁定が下されるまで発表することはできない。 

6.8.13      ジュリーはＩＳＳＦルールに規定されてないあらゆる問題に対して裁定を下さなければならな

い。その裁定は、ルールの精神と意図の中で行われなければならない。そのような裁定は、各選

手権大会後にテクニカルデレゲートに提出される主任ジュリーの報告書の中に含まれていなけ

ればならない。 

※6.8.14      選手およびチーム役員はジュリーになることはできない。ジュリーは競技中いかなる時もＩＳ

ＳＦルールの範囲を超えて選手に助言、指導、補助をしてはならない。 

6.8.15     主任ジュリーはジュリーのスケジュール管理とすべての公式および競技前練習を含むすべての

時間に十分な人数のジュリーを確保することに責任を負う。 

6.8.16     主任ジュリーは、選手権大会後できるだけ早くテクニカルデレゲートを通してＩＳＳＦ事務局長

に提出されるジュリーの裁定と行動に関する報告書を準備しなければならない。 

6.9  組織委員会の任命する競技役員 

6.9.1      射場長（ＣＲＯ）の任務と職務 

6.9.1      射場長(ＣＲＯ)は射場ごとに任命されなければならない。射場長はすべての射場役員と射場勤

務員の統括者であり、競技種目の適切な運営に責任を負う。射場長はすべての射場内の号令の発

令に責任を負い、すべての射場勤務員がジュリーに対して協力することを保証する責任をも負う。

射場長は射場設備の故障に対し早急な措置を行う責任を負い、射場を運営するために必要な専門

家や資材を確保する責任を負う。射場長の支援、特に種目や競技中に生じた不測の事態に関する

射場の文書や射場事故報告書（様式ＩＲ）の維持管理、のために副射場長の任命を強く推奨する。 

6.9.2      射場役員（ＲＯ）の任務と職務 

        射場役員(ＲＯ)は標的グループの各セクションまたは１０射座ごとに任命されなければならな
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い。 

ａ）射場役員は担当する射座区域において射場長の指示を実行させる責任を負わなければならな

い。 

ｂ）射場役員は選手の名前とＢｉｂ番号をチェックして、射座割表と一致していることを確認し

なければならない。 

ｃ）射場役員は選手の銃、用具および装備が検査、承認されていることを確認しなければならな

い。 

ｄ）射場役員は選手の射撃姿勢をチェックし、不審があればジュリーに報告しなければならない。 

ｅ）射場役員は射場長の号令が伝わっているか確認しなければならない。 

ｆ）射場役員は競技中に生じる故障、抗議、妨害または他のさまざまな問題について必要な行動

をとらなければならない。 

ｇ）射場役員は口頭の抗議を受理し、ジュリーに引き継がなければならない。 

ｈ）射場役員はすべての不測の事態、妨害、罰則、銃器故障、誤射、許可された追加時間、承認

された再射などを事故報告書（ＩＲ）、標的上またはプリンター用紙に適切に記録する責任

を負わなければならない。 

ｉ）得点に関して、選手と会話したり、コメントすることは控えなければならない。 

6.9.3      ＲＴＳ（成績、計時および採点）長（ＣＲＴＳＯ）の任務と職務 

        ＣＲＴＳＯは選手権大会ごとに任命されなければならない。ＣＲＴＳＯはすべてのＲＴＳＯおよ

びエントリーや成績発表に関する係員の統括者である。ＣＲＴＳＯは選手権大会におけるすべて

の採点および成績処理の正確な実施に責任を負う。 

6.9.4      ＲＴＳ役員（ＲＴＳＯ）の任務と職務 

        本選の行われる射場ごとに１名のＲＴＳＯが任命されるべきである。ＲＴＳＯは各射場において、

ＲＴＳジュリー、競技ジュリー、射場役員および公式成績作成員とともに採点と成績処理の実施

を進める。 

6.10  競技会におけるＥＳＴ操作 

6.10.1     ＥＳＴ技術役員 

ａ）ＥＳＴ技術役員は電子標的装置の操作、保守に責任を負う。 

ｂ）ＥＳＴ技術役員は射場役員やジュリーに助言することはできるが、ＩＳＳＦルールの 

適用に関していかなる裁定も下してはならない。 

         ｃ）ＥＳＴ技術役員は通常、公式成績作成員または組織委員会によって指名されるが、ＥＳＴ操

作と電子競技会運営システム（コンピューターソフトウェア）の取り扱いに関する研修を修

了した者でなければならない。 

6.10.2     標的役員 

        標的役員はＥＳＴの操作と保守を補助するために組織委員会によって任命される。 

ａ）各種目の各射群に先立って、標的役員は標的の白い部分に弾痕がないこと、標的枠上 

のすべての弾痕が明示してあることを確認しなければならない。 

ｂ）競技会中、標的役員はバッキングターゲットとバッキングカードを治痕しコントロー 

ルシートを交換する。 

ｃ）バッキングターゲット、バッキングカード、コントロールシートの治痕および交換は 

採点が完了するまで行ってはならない。 

6.10.3     ジュリーの任務 ― ＥＳＴ 
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6.10.3.1    ＲＴＳジュリーは採点と成績処理の監督をし、採点に関する疑問または抗議の解決を助けるため

射場にいなければならない。競技ジュリーは、ＲＴＳジュリーが２名以下しかいない状態で行動

や裁定が必要となった場合、補助をしなければならない。 

6.10.3.2    種目の各射群の前にジュリーは以下の項目について確認するためにＥＳＴを点検しなければな

らない。 

        ａ）標的の白い部分に弾痕がないこと。 

        ｂ）標的枠上の弾痕が明確に示されていること。 

ｃ）コントロールシートが交換されていること。 

ｄ）バッキッングカードとバッキングターゲットに、コントロールシートに覆われている中心部

分以外に、弾痕がないこと。 

6.10.4     ＥＳＴでの射撃 

ａ）選手は練習期間中にモニター画面の標的表示の切り替え(ズーム)および試射、本射の 

切り替えボタンの取り扱いに慣れておかなければならない。 

ｂ）１０ｍ、２５ｍおよび５０ｍの単姿勢種目では試射から本射への切り替えは、射場係員の操

作によって行われる。疑問を感じた選手は射場役員に手助けを頼まなければならない。 

ｃ）５０ｍライフルの三姿勢種目では、選手が膝射または伏射を終了した後の本射から試射への

切り替えおよび本射への再切り替えは射手の責任において行われる。選手は伏射および立射

の本射前には弾数無制限の試射を撃つことができるが、これらの試射のための追加時間は許

されない。もし選手が姿勢切り替えの後、本射から試射への切り替えを不注意で怠った場合、

前の姿勢のエクストラショットとして記録された弾痕は無効とされ、標的は試射に切り替え

られなければならない。 

ｄ）選手のモニター画面はそのどの部分についても覆い隠すことは許されない。画面全体 

がジュリーおよび射場係員に見えなければならない。 

ｅ）選手ならびに射場役員は、ジュリーの承諾のある場合を除き、その射群またはその種 

目が終了する前にプリンタコントロールパネルおよび/またはプリンター用紙に触れてはな

らない。 

ｆ）選手は射場を離れる前に得点を確認し署名をプリンター用紙(合計の次)にすべきである。 

ｇ）選手がプリンター用紙に署名しなかった場合、それをＲＴＳ室に送ることを許可する 

ためにジュリーまたは射場役員はそのプリンター用紙に頭文字で署名すべきである。 

6.10.5     試射中の得点表示に関する不満 

選手が、試射の間に、電子標的の示す弾着や採点に不満を持った場合、ジュリーはその選手に対

し射座の変更を提案することができる。 

ａ）選手には適切な延長時間が与えられる。 

ｂ）ジュリーは可能な限り迅速に選手が不満を訴えた射座で行われた試射をＥＳＴの検査 

手順に従って検査を行う。 

ｃ）この一連の検査で選手が不満を訴えた射座の電子標的が正しい結果を提示していたこ 

とが確認された場合、その選手には第一シリーズの最も低い得点に２点の減点が科せられる。 

6.10.6      ロール紙やゴムバンドの動きの異状 

選手の不満の原因がロール紙やゴムバンドの動きの異状にあると、ジュリーが確認した場合、 

ａ）選手は予備射座に移動する。 

ｂ）選手にはその種目の残り時間に認められた追加時間を加えた時間が与えられ、この中 
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で弾数無制限の試射が許される。 

ｃ）選手はジュリーによって決められた数の本射弾を再射し、加えてその種目を完射する 

に必要な数の本射弾を撃つ。 

ｄ）その射群が終了した後、ＲＴＳジュリーがそれぞれの標的で採点された得点のうちど 

れを採用するかを決定する。 

ｅ）最初の射座のモニターに正しく表示されたすべての本射弾の得点と２番目の射座の標 

的に発射したその種目を完了させるために必要な数の本射弾のすべての得点を加えたもの

が選手の得点として計算される。 

6.10.7     得点に関する抗議 

        得点が表示され記録されたにもかかわらず、選手が表示された得点に関して 6.16.5.2 に従い抗

議した場合。 

ａ）射群終了後、次の射群のために標的のデータがリセットされる前に、技術役員または射場役

員によって、不満や抗議のあった標的とその両隣の標的の詳細なプリンターリザルト（ログ

プリント）が出力されなければならない。 

ｂ）射群完了後、ＥＳＴの検査手順が実施される。 

ｃ）表示されないまたは間違った表示の弾痕はＲＴＳジュリーによって採点されなければ 

ならない。 

        ｄ）ＲＴＳジュリーが抗議にかかる弾痕は正しく採点されていたと確認した場合、２点の減点が

科せられる（6.16.5.2.C）。 

6.10.8     得点に関する抗議または不満に対する電子標的（ＥＳＴ）の検査手順 

6.10.8.1    得点に関する抗議、不満または得点の不表示などがあった場合、ジュリーは次の物を回収しなけ

ればならない（それぞれの物に射座番号およびカード、シート、標的の方向と射群、シリーズ、

回収時刻が記入されていなければならない）。 

ａ）コントロールシート（２５ｍ/５０ｍ）。コントロールシートの外に弾痕がある場合、コント

ロールシートを取り外す前に、コントロールシートとバッキングカードにある弾痕の位置関

係を記録しておかなければならない。 

ｂ）バッキングカード（２５ｍ／５０ｍ／３００ｍ）。 

ｃ）バッキングターゲット（２５ｍ）。 

ｄ）黒色ロール紙（１０ｍ）。 

ｅ）黒色ラバーバンド（５０ｍ）。 

ｆ）射場事故報告書。 

ｇ）ログプリント。 

ｈ）電子標的のコンピューターに記録されたデータ（必要に応じて）。 

6.10.8.2    ジュリーはＥＳＴの表面、的枠を調べ、黒点の外にあるどのような弾痕の位置も記録しなければ

ならない。 

6.10.8.3    ＲＴＳジュリーの許可が出る前にログの消去を行ってはならない。 

6.10.8.4    弾痕の数はそれらの位置関係も考慮に入れて数えられなければならない。 

6.10.8.5    ジュリーは上記の物を調べ、正式なジュリー裁定が下される前に、独自の査定をしなければなら

ない。 

6.10.8.6    ジュリーは制御コンピューターの示す成績に手動で修正をする(例えば、減点や故障後の修正さ

れた成績の記入など)際には監督をしなければならない。 
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6.10.9     ＥＳＴの故障 

        これらのルールは１０ｍ、５０ｍおよび３００ｍのＥＳＴに適用される。２５ｍＥＳＴの故障に

関してのルールはピストルルール 8.10を参照。 

6.10.9.1    射場のすべての標的が故障した場合 

ａ）故障の起きた時刻とその時の経過射撃時間は射場長とジュリーによって記録されなければな

らない。 

ｂ）各選手の撃ち終わった本射弾数は数えられ、記録されなければならない。射場が停電になっ

た場合、標的装置が発射弾痕を記録できるようになるまで電力供給が回復するのを待てばよ

い。この場合、射座のモニターの正常作動は要求されない。 

    ｃ）故障が回復し、全標的が機能するようになれば、競技の残り時間には５分間が加えられる。

競技の再開される時刻は、拡声器を通じて、少なくとも５分前までに通知される。選手は競

技再開の５分前には射座での準備が許されなければならない。弾数無制限の試射が、残り時

間の中で本射再開前にのみ、許されなければならない。 

6.10.9.2     １個の標的が故障した場合 

ａ）電子標的が５分間以内に修理できない場合、選手は予備射座に移動しなければならない。 

ｂ）射撃の準備が整った時点で、５分間が残り競技時間に追加される。 

ｃ）選手には本射再開前に弾数無制限の試射が許される。 

6.10.9.3     モニターに弾痕の位置表示や得点記録がなかった場合 

選手はただちに異状を最寄りの射場役員に知らせなければならない。射場役員は不満の受付時刻

を記録しなければならない。１名以上のジュリーがその射座に出向かなければならない。選手は

その電子標的に対し、もう１発、本射を行うように指示される。 

この弾痕の得点および位置がモニター上に記録され表示された場合 

ａ）選手はこのまま競技を継続するように指示されなければならない。 

ｂ）このエクストラショットの得点と位置および発射時刻は記録されなければならない。 

それが何発目か(不明の弾痕を含む)、その得点、その位置および射座番号は、書面でジュリ

ーに報告され、個票と射場事故報告書に記録されなければならない。 

ｃ）その射群の競技終了後、ＥＳＴの検査手順が行われる。この情報とエクストラショッ 

トの発射時刻およびその位置を利用し、ＲＴＳジュリーはエクストラショットを含むすべて

の弾痕がコンピューターに記録されている得点データのどれに相当するかを特定する。 

ｄ）すべての弾痕が正しく記録されていた場合、疑問のあった発射弾（表示、記録のなか 

った弾）の得点はその選手の得点として計算される。エクストラショットとして疑問の示さ

れた直後に発射された弾についてはこれを得点に含め、最終弾（規定弾数を超えたもの）が

取り消される。 

ｅ）疑問のあった発射弾の弾痕がＥＳＴの検査手順によっては見つからず標的外の弾痕と 

して確認された（注：これは、疑問のあった発射弾の弾痕が、１０ｍ種目では回収された黒

色ロール紙または標的面に見つけられなかった、２５ｍ種目ではバッキングターゲット、コ

ントロールシートまたはコントロールカードに見つけられなかった、５０ｍまたは３００ｍ

種目では標的外の弾痕の証拠があったことを意味する。）場合、疑問のあった発射弾は０点

として採点され、最終弾（規定弾数を超えたもの）が無効とされなければならない。 

ｆ）疑問のあった発射弾のデータがコンピューターメモリーの中に見つかった場合、ＲＴＳジュ

リーはそれをその疑問のあった発射弾と決定し、その得点を採点しなければならない。 
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 ｇ）５０ｍまたは３００ｍ種目の疑問のあった発射弾が見つからなかった場合、ジュリー 

は標的外の弾痕として０点と採点するかまたは標的外の弾痕としての確かな証拠がないな

ら標的システムに異常が生じたと結論を下し、見つからなかった弾痕の代わりにエクストラ

ショットと最終弾の得点を採点する。 

6.10.9.4     または、指示されたエクストラショットが記録、表示されず、ＥＳＴが５分以内に修理できない

場合 

ａ）選手は予備射座に移動しなければならない。 

ｂ）射撃の準備が整った時点で、５分間が残り競技時間に追加される。選手には弾数無制限の試

射が許される。 

ｃ）１０ｍおよび５０ｍのライフルおよびピストル種目では、選手は前の射座で記録、表示され

なかった２発の本射を再射する。 

6.11  競技会手順（6.17 のファイナル競技手順も参照すること） 

6.11.1     １０ｍおよび５０ｍライフルとピストル種目のルール 

6.11.1.1    準備および試射時間 

選手はその種目の公表された競技開始時刻の少なくとも２５分前に射座入りできなければなら

ず、用具準備のための１０分間と競技開始前に最終準備と弾数無制限の試射を行うための１５分

間が許されなければならない。 

ａ）準備及び試射時間は本射の公式開始時刻の約３０秒前に終わらせなければならない。 

ｂ）準備および試射時間の開始１５分前までに試射的は上げられていなければならない。 

ｃ）選手は射場長が選手を射座に呼び寄せる前に銃や用具の射座への持ち込みをすること 

はできない。 

ｄ）複数の射群がある場合、すべての射群で射座への用具の持ち込みのための時間が同じ 

になるようにしなければならない。 

        ｅ）射場長が選手を射座に呼び寄せた後は準備および試射時間前であっても、選手は射撃 

線において銃を取り扱い、据銃、照準、空撃ち（空撃ちのためにセフティフラッグを外すこ

とができる）をすることができる。ファイナルでは、選手は準備および試射時間が始まるま

ではセフティフラッグを外したり、空撃ちをすることはできない。 

ｆ）ジュリーと射場役員による競技前チェックは準備および試射時間が始まるまでの１０分間に

完了しなければならない。 

ｇ）準備および試射時間は“ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＴＩＭＥ．．．

ＳＴＡＲＴ（プレパレーション アンド サイティング タイム．．．スタート）” 

の号令により開始される。“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令前の発射はできない。 

ｈ）準備および試射時間の開始前に１発以上の弾を発射してしまった選手には、安全上の 

問題のある場合は、失格が科せられなければならない。安全上の問題のない場合（6.2.3.5）

は、本射の１発目を０点として記録しなれなければならない。 

        ｉ）準備および試射時間が１４分３０秒を過ぎたとき、射場役員は“３０ ＳＥＣＯＮＤＳ（サ

ーティー セコンズ）”とアナウンスしなければならない。 

        ｊ）準備および試射時間の終了時刻には、射場長の“ＥＮＤ ＯＦ ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ Ａ

ＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮＧ．．．ＳＴＯＰ（エンド オブ プレパレーション アンド サイテ

ィング．．．ストップ）“の号令が発せられなければならない。その後、標的役員が本射への

切換えをできるように、約３０秒間の休止をとらなければならない。 
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ｋ）“ＥＮＤ ＯＦ ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮＧ．．．．ＳＴＯＰ（エンド 

オブ プレパレーション アンド サイティング．．．．ストップ）“の号令の後、“ＭＡＴＣ

Ｈ ＦＩＲＩＮＧ．．．ＳＴＡＲＴ(マッチ ファイアリング．．．スタート)”の号令の前に選

手が弾を発射した場合、その弾は本射として採点してはならず、さらに本射第１発目に２点

の減点が科せられる。 

ｌ）故障については 6.13 に従って処理される。用具の故障に関して追加時間は許されないジュ

リーは、故障を直して射座に戻ってきたときに追加の試射を与えることができるが、全て（追

加の試射と本射の残り）の弾は当初に許されている時間内に撃ち終わらせなければならない。 

6.11.1.2    本射の開始 

        ａ）すべての標的が本射に切り替えられた後、射場長は“ ＭＡＴＣＨ ＦＩＲＩＮＧ．．．ＳＴ

ＡＲＴ(マッチ ファイアリング．．．スタート)”の号令をかける。本射は射場長の“ＳＴＡ

ＲＴ（スタート）”の号令により開始されたものとみなされる。 

ｂ）本射開始後のすべての発射弾は本射として記録されなければならない。しかしながら 

空撃ちは許される。 

ｃ）本射開始後は、５０ｍライフル三姿勢種目の姿勢の切り替え時（7.7.3 参照）およびルール

に基づくジュリーの許可を受けた場合を除いて、試射は許されない。 

ｄ）このルールに反するすべての試射の発射弾は本射弾とみなされ、０点と記録されなければな

らない。 

ｅ）射場長は拡声器により競技時間終了の１０分前および５分前に、残り時間を選手に知らせな

ければならない。 

        ｆ）射場長やジュリーによって時間延長が認められていない場合、本射時間中に発射できなかっ

た弾は０点として採点されなければならない。 

        ｇ）１０ｍＥＳＴを使用した本射中にジュリーが射座内の選手の位置の側方への３０cm 以上の

移動を指示した場合、選手には本射再開前に２分間の延長時間と追加の試射が与えられる。 

6.11.1.3   “ＳＴＯＰ(ストップ)”の号令 

      競技は“ＳＴＯＰ(ストップ)”の号令によって中断しなければならない。 

ａ）“ＳＴＯＰ”の号令または信号の後に発射された弾は０点と採点されなければならない。 

ｂ）その弾痕が特定できない場合、その標的の最も高い得点の弾痕から順に取り消され、０点と

して採点されなければならない。 

6.11.2     １０ｍエアガン種目の特別ルール 

6.11.2.1      選手が準備および試射時間前に発射ガス（空気）を放出した場合、１回目の違反には警告（Yellow 

Card）が出されなければならない。それ以降の違反については１回につき２点の減点（Green Card）

が本射第１シリーズの最も低い得点にペナルティとして科されなければならない。 

6.11.2.2     本射開始後、標的に弾痕を残さない発射ガス（空気）の放出には０点が記録される。ファイナル

を除き、発射ガス（空気）の放出を伴わない空撃ちは許される。 

6.11.2.3     選手がガスや空気シリンダーの交換または充填をする場合、射場役員の許可を受けた後、射座を

離れて行わなければならない。競技時間中のガスや空気シリンダーの交換または充填には時間延

長は認められない。 

6.11.2.4    銃には１発のみ装填できる。銃に１発以上の弾が故意でなく装填された場合 

ａ）選手が状況に気付いているなら、銃を保持していない手を挙げ、問題が生じたことを射場役

員に示さなければならない。そして射場役員の監督下で銃の抜弾をしなければならない。こ
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の場合、ペナルティは科されない。このことによる延長時間は許されない。 

ｂ）選手がその事に気づかず同時に２発を発射した場合、このことを射場役員に申告しなければ

ならない。もし２発の弾痕が標的にあった場合、高い得点が採用され、２番目の弾痕は無効

とされる。標的に１発しか弾痕のなかった場合は、この得点が採用される。 

※6.11.3     １０ｍ種目、５０ｍライフルおよびピストル種目、３００ｍライフル種目における中断 

6.11.3.1     選手は自らの責任によらない理由で３分間以上射撃を中断させられ、その中断が自らの銃およ

び弾薬の故障によるものでない場合、中断された時間分の時間延長を要求できる。この中断が残

り 5 分間しかないときにあった場合には中断された時間に１分間を加算した時間の延長を要求

できる。 

6.11.3.2    選手は自らの責任によらない理由で５分間以上射撃を中断させられ、その中断が自らの銃および

弾薬の故障によるものでない場合または射座を移動させられた場合、選手は中断した時間に５分

間加算された延長時間を加えた残り時間の初めに弾数無制限の試射をすることができる。 

ａ）射場役員またはジュリーは個票および射場事故報告書にこのことの完全な説明が記録    

されていることを確認しなければならない。 

ｂ）ジュリーまたは射場役員によって許可された延長時間については射場事故報告書に理由を添

えて記入されなければならない。 

6.11.4     選手の遅刻 

   選手が競技に遅刻した場合、参加はできるが追加時間は与えられない。選手が準備および試射時

間の後に到着した場合、追加の試射時間は与えられないが、試射は許される。遅刻が不可抗力に

よるものであると証明された場合、ジュリーは、ファイナルの開始時刻の遅れや全体の射撃日程

を崩さない範囲で、準備および試射時間を含めて延長時間を補償しなければならない。この場合、

ジュリーはいつ、どの射座で遅刻した選手が競技を開始するのかを決定する。 

6.11.5      イレギュラーショット（不規則弾痕）― 種目および姿勢における超過弾 

選手がその種目または姿勢の規定弾数より多くの弾を発射した場合、最終標的の超過弾は無効と

されなければならない。超過弾が特定できない場合、最終標的の最高得点から順に無効とされな

ければならない。また選手には超過弾１発につき２点の減点が第１シリーズの低い点数から順に

ペナルティとして科せられなければならない。 

6.11.6     誤射（クロスファイア） 

6.11.6.1     本射の誤射は０点として採点されなければならない。 

6.11.6.2    選手が試射を別の選手の試射的に誤射した場合、ペナルティは科せられない。 

6.11.6.3     選手が試射を別の選手の本射的に誤射した場合、撃ち込んだ選手は自分の第 1シリーズの得点か

ら２点の減点がペナルティとして科せられなければならない。 

6.11.6.4     誤射を受けたことが確認され、標的上のどの弾痕がその選手のものか特定できなかった場合、そ

の選手には特定のできなかった弾痕のうち最も高い得点が与えられなければならない。 

6.11.6.5     本射的上に規定数以上の弾痕がある場合、それらの弾痕が他の選手から撃ち込まれたものであ

ることが確認できなかったときには、弾数に応じて、高得点の弾痕から順に無効とされなければ

ならない。 

6.11.6.6     選手が自分の標的上の弾痕を否認したいときには、ただちに射場役員に申告しなければならな

い。 

6.11.6.7     射場役員は問題の弾痕をその選手が撃っていないことを確認した場合、射場事故報告書と個票

に必要事項を書き込み、その弾痕を無効としなければならない。 
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6.11.6.8     射場役員は問題の弾痕をその選手が撃っていないとする妥当な理由を確認できなかった場合、

その弾痕をその選手の撃ったものとし、記録しなければならない。 

6.11.6.9     次のような事由が弾痕を取り消す正当な理由と考えられなければならない。 

ａ）射場役員がその選手が発射していなかったことを見ていて、そのことを確認した場合。 

ｂ）ほぼ同じ時に、隣接の２～３射座の選手または射場役員から誤射の報告があった場合。 

ｃ）３００ｍ種目でショットセンサーが使用される場合、誤射を受けた標的ではその誤射は記録

されないが、誤射信号はコントロールセンターに表示される。誤射をした選手の弾の当たら

なかった標的には誤射をしたことが表示され、０点が記録される。 

6.11.7     妨害 

射撃中に妨害を受けたと判断した選手は、銃口を下げ、ただちに射場役員またはジュリーに申告

しなければならない。その際、他の選手を妨害することがないようにしなければならない。申告

が正当であると判断された場合、その弾痕は取り消され、選手は再射することができる。申告が

正当であると判断されなかった場合、その弾痕は採用されなければならない。選手はペナルティ

を科されることはない。 

6.11.8     競技会の特別ルール 

ａ）すべての大会において、準備および試射時間中にその種目に関する情報を観客に伝えるため

にアナウンスおよび/または映像を使うことができる。準備および試射時間中、予選、本選

の競技中に、音楽を流すことができる。ファイナルの競技中には音楽を流さなければならな

い（6.17.1.11）。 

ｂ）射座の床面に不正な有利を得るために物質をまくことは許されない。また、許可なく射座を

ぬぐうことも許されない。 

       ｃ）床面にはがれないテープを張ったり消せない線を描くことは許されない。 

ｄ）射場の設備や用具の交換や変更はできない。 

ｅ）射場内の選手、役員の使うエリアは禁煙とし、同様に射場内の観客席も禁煙とする。 

ｆ）ＦＯＰ内での選手、コーチおよびチーム役員による携帯電話、トランシーバー、ポケットベ

ルまたは同様の装置の使用は禁止される。すべての携帯電話等の電源は切られているかサイ

レントモードになっていなければならない。 

ｇ）フラッシュ撮影は競技が完了するまで禁止される。 

ｈ）携帯電話をサイレントモードにすること、禁煙であること、ストロボ撮影は競技が完了する

まで禁止されていることを観客に知らせるための掲示が表示されていなければならない。 

6.11.9     競技手順－本選および予選ステージ 

6.11.9.1    １０ｍエアライフルおよび１０ｍエアピストルの男子および女子種目 

種目の種類 個人戦 

種目の名前 １０ｍエアライフル男子 

１０ｍエアライフル少年男子 

１０ｍエアライフル女子 

１０ｍエアライフル少年女子 

１０ｍエアピストル男子 

１０ｍエアピストル少年男子 

１０ｍエアピストル女子 

１０ｍエアピストル少年女子 
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射群数 参加人数により１射群以上 

射場 １０ｍ室内射場が全ての射群において使用されなければならない 

標的 全射群において電子標的 

採点 エアライフル：小数点採点 

エアピストル：整数採点 

本選の成績はファイナルへ持ちこされない 

本選手順 

 

 

 

準備および試射時間 

 

本射弾数および制限時間 

 

射群数 

 

 

 

射群間隔 

 

 

 

ファイナル進出人数 

 

各射群とも公開された開始時刻の２５分前に選手の射座入りが行われる 

射場役員による選手チェックは準備および試射時間の始まる前に終わらなければ

ならない 

 

弾数無制限の試射の撃てる１５分間 

 

６０発 １時間１５分（７５分） 

 

理想的には、全参加選手を１射群で収めるべきであるが、参加選手数が射場の使用

できる射座数を超えた場合は、抽選により、選手を２射群以上に分けなければなら

ない（6.6.6.h） 

 

本選が２射群以上ある場合、射群間隔（次射群の選手入場前に）は、用具の片付け

やＲＴＳジュリーによる標的の準備および必要ならば標的枠の交換のために、１

５分間とらなければならない 

 

全参加選手の成績上位８名がファイナルに進出する 

同点の順位決定は 6.15により決められる 

6.11.9.2    ５０ｍライフル三姿勢の男子および女子種目 

種目の種類 個人戦 

種目の名前 ５０ｍライフル三姿勢男子 

５０ｍライフル三姿勢少年男子 

５０ｍライフル三姿勢女子 

５０ｍライフル三姿勢少年女子 

射群数 参加人数により１射群以上 

射場 ５０ｍ室外射場が全ての射群において使用されなければならない 

標的 全射群において電子標的 

採点 整数採点 

本選手順 

 

 

 

準備および試射時間 

 

本射弾数および制限時間 

各射群とも公開された開始時刻の２５分前に選手の射座入りが行われる 

射場役員による選手チェックは準備および試射時間の始まる前に終わらなければ

ならない 

 

弾数無制限の試射の撃てる１５分間 

 

各姿勢２０発、膝射－伏射－立射の順で射撃  １時間３０分（９０分） 
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射群数 

 

 

 

 

予選手順 

 

 

射座割 

 

 

 

 

 

射群間隔 

 

 

 

 

参加選手数が射場の使用できる射座数を超えた場合は、予選が実施されなければ

ならない 

参加選手数が射場の使用できる射座数に十分収まる場合には、予選を行う必要は

ない。 

 

予選は本選ステージの実施される日の前日に行われるべきである 

射座割は各射群の発表された射座割に従う 

 

予選の射座割は以下の手順による 

第１射群：使用できる射座にランダムに配分 

第２射群：使用できる射座に、世界ランク３０位以内の選手を含めて、ランダムに

配分 

第３射群以降：使用できる射座にランダムに配分 

 

射群が２射群以上ある場合、射群間隔（次射群の選手入場前に）は、用具の片付け

やＲＴＳジュリーによる標的の準備のために、３０分間とらなければならない 

選手の射座入りは第１射群と同様に行われる 

本選進出者数 

 

 

 

 

 

 

 

計算式 

予選通過者は各射群の上位者から、各射群の実参加者数と同比率で、選出されなけ

ればならない 

各射群からの予選通過人数は、代表者会議（テクニカルミーティング）で発表され

なければならない 

予選通過最大人数は会場の使用可能射座数による 

予選通過最少人数は１２名 

各射群の予選通過者数は次の計算式によって計算される 

 

使用可能な射座数÷射座割掲載参加者総数×各射群の射座割掲載参加者数 

＝予選通過者数 

（例）６０射座で１０１人参加の場合 

第１射群：５４名→３２.０８（６０÷１０１×５４）＝３２名予選通過 

第２射群：４７名→２７.９２（６０÷１０１×４７）＝２８名予選通過 

  ３射群以上ある場合も同様 

6.11.9.3    ５０ｍライフル伏射の男子および女子種目 

種目の種類 個人戦 

種目の様式 

 

順位決定 

参加選手数が射場の使用可能射座数を超えない限り、１射群で行われる 

 

ファイナルは行わない 

本選の結果順位によってメダルが授与される 

種目の名前 ５０ｍライフル伏射男子 

５０ｍライフル伏射少年男子 
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５０ｍライフル伏射女子 

５０ｍライフル伏射少年女子 

射群数 参加人数により１射群以上 

射場 ５０ｍ室外射場が全ての射群において使用されなければならない 

標的 全射群において電子標的 

採点 小数採点 

準備および試射時間 

 

 

 

 

本射弾数および制限時間 

 

射群数 

 

各射群とも公開された開始時刻の２５分前に選手の射座入りが行われる 

射場役員による選手チェックは準備および試射時間の始まる前に終わらなければ

ならない 

弾数無制限の試射の撃てる１５分間 

 

６０発 ５０分 

 

参加選手数が射場の使用できる射座数を超えた場合は、予選が実施されなければ

ならない 

予選手順 

 

射座割 

 

 

 

 

射群間隔 

 

 

 

射座割は各射群の発表された射座割に従う 

 

予選の射座割は以下の手順による 

第１射群：使用できる射座にランダムに配分 

第２射群：使用できる射座にランダムに配分 

第３射群以降：使用できる射座にランダムに配分 

 

射群が２射群以上ある場合、射群間隔（次射群の選手入場前に）は、用具の片付け

やＲＴＳジュリーによる標的の準備のために、３０分間とらなければならない 

選手の射座入りは第１射群と同様に行われる 

本選進出者数 

 

 

 

 

 

 

 

予選通過者は各射群の上位者から、各射群の実参加者数と同比率で、選出されなけ

ればならない 

各射群からの予選通過人数は、代表者会議（テクニカルミーティング）で発表され

なければならない 

予選通過最大人数は会場の使用可能射座数による 

予選通過最少人数は１２名 

各射群の予選通過者数は５０ｍ三姿勢種目で用いたのと同じ計算式によって計算

される 

6.11.9.4    ３００ｍライフル伏射の男子および女子種目 

        この種目は、以下の点を除き、５０ｍライフル伏射種目と同様に行われる。 

射場 ３００ｍ室外射場が全ての射群において使用されなければならない 

採点 整数採点 

本射弾数および制限時間 

電子標的 

紙標的（監的壕使用または

 

６０発    ５０分 

６０発 １時間１５分（７５分） 
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標的交換機） 

6.11.9.5    ３００ｍスタンダードライフルの男子および女子種目 

        この種目は、以下の点を除き、５０ｍライフル三姿勢種目と同様に行われる。 

射場 ３００ｍ室外射場が全ての射群において使用されなければならない 

本射弾数および制限時間 

電子標的 

紙標的（監的壕使用または

標的交換機） 

 

各姿勢２０発 １時間４５分（１０５分） 

各姿勢２０発 ２時間１５分（１３５分） 

6.11.9.6    ２５ｍラピッドファイアピストル男子種目 

種目の射類 個人戦 

種目の名前 ２５ｍラピッドファイアピストル男子 

２５ｍラピッドファイアピストル少年男子 

ステージの数 ２ステージ 

射群数 参加人数により１射群以上 

射場 ２５ｍ室外射場が全ての射群において使用されるべきである 

標的 全射群において電子標的 

採点 整数採点 

本選手順 

 

 

 

準備時間 

試射時間 

 

競技過程 

 

 

 

 

 

 

射群間 

各射群とも公開された開始時刻の１３分前に選手の射座入りが行われる 

射場役員による選手チェックは準備および試射時間の始まる前に終わらなければ

ならない 

 

両ステージとも３分の準備時間 

両ステージとも準備時間後８秒射１回の試射シリーズ５発 

 

各ステージ３０発 

各ステージは８秒射５発シリーズ２回、６秒射５発シリーズ２回、４秒射５発シリ

ーズ２回で構成される。 

（各シリーズ各標的に１発ずつ撃ち込む） 

第２ステージが開始される前に参加全選手が第１ステージを撃ち終っていなけれ

ばならない 

 

本選が２射群以上ある場合、射群間隔（次射群の選手入場前に）は、用具の片付け

やＲＴＳジュリーによる標的の準備および必要ならば標的枠の交換のために、１

５分間とらなければならない 

ファイナル出場者数 

 

同点の場合 

本選成績上位６名がファイナルに進出する 

 

同点の順位決定は 6.15.1により決定される。 

6.11.9.7    ２５ｍピストル女子種目／２５ｍセンターファイアピストル種目 

種目の射類 個人戦 

種目の名前 ２５ｍピストル女子 

２５ｍピストル少年女子 
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２５ｍピストル少年男子 

２５ｍセンターファイアピストル男子 

ステージの数 ２ステージ（精密射撃ステージ、速射ステージ） 

射群数 参加人数により１射群以上 

射場 ２５ｍ室外射場が全ての射群において使用されるべきである 

標的 全射群において電子標的 

採点 整数採点 

本選手順 

 

 

 

準備時間 

試射時間 

 

競技過程 

 

 

 

射群間 

各射群とも公開された開始時刻の１３分前に選手の射座入りが行われる 

射場役員による選手チェックは準備および試射時間の始まる前に終わらなければ

ならない 

 

精密射撃、速射の両ステージとも３分の準備時間 

両ステージとも１回の試射シリーズ５発 

 

精密射撃ステージ３０発と速射ステージ３０発 

速射ステージが開始される前に参加全選手が精密射撃ステージを撃ち終っていな

ければならない 

 

本選が２射群以上ある場合、射群間隔（次射群の選手入場前に）は、用具の片付け

やＲＴＳジュリーによる標的の準備および必要ならば標的枠の交換のために、１

５分間とらなければならない 

ファイナル出場者数 

 

 

同点の場合 

本選成績上位８名がファイナルに進出する（２５ｍピストル女子種目、２５ｍピス

トル少年女子種目） 

 

同点の順位決定は 6.15.1により決定される。 

6.11.9.8    ５０ｍピストル種目 

種目の射類 個人戦 

種目の様式 

 

順位決定 

参加選手数が射場の使用可能射座数を超えない限り、１射群で行われる 

 

ファイナルは行わない 

本選の結果順位によってメダルが授与される 

種目の名前 ５０ｍピストル男子 

５０ｍピストル少年男子 

射群数 参加人数により１射群以上 

射場 ５０ｍ室外射場が全ての射群において使用されるべきである 

標的 全射群において電子標的 

採点 整数採点インナーテン付 

予選／本選手順 

 

 

 

各射群とも公開された開始時刻の２５分前に選手の射座入りが行われる 

射場役員による選手チェックは準備および試射時間の始まる前に終わらなければ

ならない 
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準備および試射時間 

 

競技過程 

 

射群数 

 

 

予選手順 

 

射座割 

 

射群間 

弾数無制限の試射の撃てる１５分間 

 

本射６０発  １時間３０分（９０分） 

 

参加選手数が射場の使用可能射座数を超えた場合、２射群以上の予選射群を行う

必要がある 

 

射座割は各射群の発表された射座割に従う 

 

予選射群の射座割は 6.6.6.1に従い作成される 

 

２射群以上ある場合、射群間隔（次射群の選手入場前に）は、用具の片付けやＲＴ

Ｓジュリーによる標的の準備のために、３０分間とらなければならない 

本選出場者数 

 

 

 

 

予選通過者は各射群の上位者から、各射群の実参加者数と同比率で、選出されなけ

ればならない 

各射群からの予選通過人数は、代表者会議（テクニカルミーティング）で発表され

なければならない 

予選通過最大人数は会場の使用可能射座数による 

同点の場合 同点の順位決定は 6.15.1により決定される。 

6.11.9.9    ２５ｍスタンダードピストル種目 

種目の射類 個人戦 

種目の名前 ２５ｍスタンダードピストル男子 

２５ｍスタンダードピストル少年男子 

ステージの数 ３ステージ 

射群数 参加人数により１射群以上 

射場 ２５ｍ室外射場が全ての射群において使用されるべきである 

標的 全射群において電子標的 

採点 整数採点 

本選手順 

 

 

 

準備時間 

試射時間 

 

競技過程 

 

 

 

 

射群間 

各射群とも公開された開始時刻の１３分前に選手の射座入りが行われる 

射場役員による選手チェックは準備および試射時間の始まる前に終わらなければ

ならない 

 

３分の準備時間 

準備時間後１５０秒射１回の試射シリーズ 

 

各ステージ２０発（合計６０発） 

第１ステージは１５０秒射５発シリーズ４回 

第２ステージは２０秒射５発シリーズ４回 

第３ステージは１０秒射５発シリーズ４回で構成される。 

 

本選が２射群以上ある場合、射群間隔（次射群の選手入場前に）は、用具の片付け
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やＲＴＳジュリーによる標的の準備および必要ならば標的枠の交換のために、１

５分間とらなければならない 

同点の場合 同点の順位決定は 6.15.1により決定される。 

6.11.10    団体戦 

6.11.10.1   通則 

6.11.10.2   団体（チーム） 

        同じ国の同じ性別の３人の選手から成る。 

6.11.10.3   全ての団体戦の種目は本選のみとし、ファイナルは行わない。 

6.11.10.4   全ての場面において電子標的が使用されなければならない。 

6.11.10.5   団体の得点は団体を構成する３人の選手の個人戦の予選／本選の得点の合計 

6.11.10.6   全選手が競技に参加していなければならない。ＲＰＯの選手は団体選手にはなれない。 

6.11.10.7   その種目で予選が実施された場合、団体得点は予選の得点に依るものとする。 

6.11.10.8   次のステージへの進出のかかった同点は、ＧＴＲに従って、決定される。 

6.11.10.9   ＧＴＲはこれらのルールが言及していない事柄についても適用される。 

6.11.10.10   ジュリーは各種目における想定外や異論のある事柄についてもＧＴＲに従って判断をする。 

6.11.10.11   どのような罰則もＩＳＳＦルールに則って科せられる。 

6.12  選手およびチーム役員の行動ルール 

6.12.1     ＩＳＳＦ選手権大会の開催中は、どのような種類のデモまたは政治的、宗教的、民族的宣伝は許

可されない。 

6.12.2     各チームには、そのチーム内の規律を保つ責任を負うチームリーダーをおかなければならない。

選手をチームリーダーとして任命することはできる。チームリーダーは危害予防、競技会の効率

的運営、スポーツマンシップの高揚に関し絶えず競技役員に協力しなければならない。 

6.12.3     チームリーダーの責務 

ａ）指定時間内に担当役員に提出できるように必要な登録を正確に完成させる。 

ｂ）大会要項に精通する。 

ｃ）チームメンバーを指定時刻に指定射座に承認済みの用具を携えて出頭させ、射撃の準備をさ

せる。 

ｄ）得点をチェックし、必要なら、抗議を行う。 

ｅ）仮および正式の掲示、得点、放送に注意を払う。 

ｆ）公式発表受領し、チームメンバーにそれらを通達する。 

ｇ）すべての公式業務においてチームを代表する。 

6.12.4     選手の責務 

ａ）指定時刻に指定射座にルールに適応した用具を携えて出頭し射撃の準備をする。 

ｂ）指定された射座で隣接の射座の選手の邪魔をしないように射撃姿勢をとる。 

ｃ）他の選手の動作を邪魔したり不利な影響を与えないようにふるまう。その行為や行動が他の

選手の妨げになっているとジュリーが判断した場合、その選手には、状況により、警告、減

点、失格が与えられる。 

6.12.5     競技中のコーチング 

6.12.5.1    全ての種目において、言葉によらないコーチングは許される。文字で書かれたものは言葉による

ものではない。５０ｍライフル３姿勢のファイナルにおいては姿勢切り替えの時間中にのみ言葉

によるコーチングが許される。選手が射撃線についているときには、選手はジュリーおよび射場
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役員とのみ話すことができる。練習中のコーチングは、他の選手の邪魔にならないなら、許され

る。 

6.12.5.2    選手が予選または本選中にコーチやチーム役員と話したい場合、選手は抜弾して銃の薬室を開け

セフティフラッグを挿入し安全な状態にして射撃線に置かなければならない。選手はその旨を射

場役員に通告した後でのみ射撃線を、他の選手の妨げにならないようにして、離れることができ

る。 

6.12.5.3    コーチまたはチーム役員が射撃線にいる選手と話したい場合、選手が射撃線にいる間は選手に直

接連絡したり話しかけたりしてはならない。チーム役員は射場役員またはジュリーの許可を得た

上で選手を射撃線から呼び出してもらわなければならない。 

6.12.5.4    チーム役員や選手がコーチングに関するルールに違反した場合、1回目は警告が出されなければ

ならない。違反が繰り返された場合、選手の得点から２点が減点され、チーム役員は射座付近か

ら離れなければならない。 

6.12.6     ルール違反に対する罰則 

6.12.6.1    明白なおよび隠蔽された反則の裁定 

 ジュリーは次の基準に従って反則の裁定をしなければならない。 

ａ）明白なルール違反の場合、最初に、選手が違反を修正する機会を持つことができるように、

警告（イエローカード）が与えられなければならない。可能な限り、警告は練習時か準備お

よび試射時間中に与えるべきである。選手がジュリーの規定した時間内に違反を修正しない

場合、得点からの２点の減点が科せられなければならない。減点（グリーンカード）を受け

てなおも選手が違反を修正しなかった場合には、失格（レッドカード）（ＤＳＱ）が科せられ

なければならない。 

ｂ）ルール違反を故意に隠蔽した場合、失格（レッドカード）（ＤＳＱ）が科せられなければなら

ない。 

ｃ）事態の説明を求められた選手が故意に偽りの情報を与えた場合、２点の減点が科せられなけ

ればならない。悪質な場合、失格を科すこともできる。 

6.12.6.2    ＩＳＳＦルールに違反したり射場役員やジュリーの指示に違反した場合、ジュリー団またはジュ

リーは次のようなペナルティを選手に科すことができる。ショットガン種目におけるルール違反

に対するペナルティは、9.16に従い、ジュリー、主任レフリーおよびレフリーによって科すこと

ができる。 

ａ）警告（イエローカード）：警告はイエロー・カードを提示し、警告であることを選手がはっき

りと認識できるような方法で行われなければならない。しかしながら、この警告を与える前

に何らかのペナルティ（注意など）を与えておく必要はない。警告は射場事故報告書に記録

され、個票に記入されなければならない。警告は個人のジュリーが与えることができる。与

えられた警告は更なる違反に対して繰り越されなければならない。 

ｂ）減点（グリーンカード）：得点からの減点は、１名のジュリーにより、減点と書かれたグリー

ンカードを提示することで行われる。多くの場合、２点の減点が科されるが、時間外発射や

ファイナルにおける空撃ちのような例外的な事項では関連したルールが示されている。減点

は射場事故報告書に記録され、プリンター用紙に印が付けられ、個票に記入され、そしてＲ

ＴＳジュリーに即座に報告されなければならない。減点に際しそれに先立つ警告（イエロー

カード）を必要としない。 

ｃ）失格（レッドカード）（ＤＳＱ）：競技後検査（6.7.9.1）を合格できなかった選手またはショ
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ットガンルールの 9.4.1.1 または 9.4.3.2 に違反した選手は失格（ＤＳＱ）とされなければ

ならない。その他の理由による失格はジュリーの多数決によって裁定された場合のみ科すこ

とができる。選手の失格はジュリーによって失格と書かれたレッドカードを提示することで

行われる。その種目のどの場面（予選、本選またはファイナル）においても失格となった選

手は、その種目の全ての成績が抹消され、成績表の最下位に、失格となった理由を付けて表

示される。 

       ｄ）非スポーツマン行為（ＤＱＢ）：安全に関する深刻な違反または競技役員または他の選手に対

する暴力行為（6.12.6.4）でジュリーの多数決により失格となった選手については、その選手

権大会におけるその選手の参加した全種目の成績が抹消され、ＤＱＢと表示されなければな

らない。 

       ｅ）アンチドーピングルール違反（ＡＤ－ＤＳＱ）：アンチドーピングルール違反で失格となった

選手については、その選手権大会におけるその選手の参加した全種目の成績が抹消され、ＡＤ

－ＤＳＱと表示されなければならない。 

ｆ）ペナルティは口頭説明およびイエロー、グリーン、レッドカードの提示によって示される。

ペナルティカードの大きさは約７０ｍｍ×１００ｍｍとすべきである。 

       ｇ）団体のメンバーが失格となった場合、その団体は順位付けされず、備考欄にＤＳＱと表示さ

れなければならない。 

       ｈ）減点や失格があった場合、ジュリーは減点や失格の説明を成績表の備考欄に書けるように提

供し、承認しなければならない。 

6.12.6.3   安全に関する深刻な違反 

選手が危険な方法で銃を扱うかまたは危険行為により安全規定に違反したとジュリーが確認した

場合、その選手は失格（ＤＳＱ）とされなければならない（6.2.2参照）。 

6.12.6.4   競技役員または選手に対する暴力行為 

       ジュリー、レフリー、射場役員、他の競技役員または他の選手に対し、つかむ、押す、突く、殴る

または似たような方法で身体的接触を行った選手またはチーム役員は、その選手権大会から除外

されることもある。このような身体的暴行はその種目を統括する責任を負う主任ジュリーに報告

されなければならない。申し立ての暴行行為を裏付ける目撃者または物的証拠が 1 つ以上確認さ

れなければならない。その後、ジュリーはその選手またはチーム役員を選手権から除外すべきか

どうかの決断をしなければならない。除外の決定は上訴ジュリーに上訴することができる

（6.16.6）。もしジュリーや上訴ジュリーがその暴力行為の重大性によりさらなる制裁を科すこと

が正当であると結論を下したならば、該当選手やチーム役員のその大会からの除外に加えて、さ

らなる検討のためにＩＳＳＦ倫理委員会（ＧＲ3.12.3.5、様式ＣＥ）に付託することができる。 

※6.13  故障 

6.13.1    故障の発生は引き金を引いたときに銃が弾を発射できなかったときである。 

6.13.2    故障は許容できるかまたは許容できないかのどちらかに分けられる。 

6.13.2.1   許容できる故障 

       ａ）弾の不発。 

ｂ）銃身内の停弾。 

ｃ）引金機構が作動したうえでの不発射または誤作動。 

6.13.2.2   許容できない故障 

       ａ）選手が銃の機構を開けた場合。 
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       ｂ）安全装置が解除されてなかった場合。 

ｃ）弾が装填されていなかった場合。 

ｄ）選手が引金を引かなかった場合。 

ｅ）その故障の原因が選手により排除できたと合理的に判断できる場合。 

ｆ）電気トリガーを使用していた場合の電池切れ 

6.13.3    銃または弾薬に故障が生じた場合、選手は修理して射撃を継続することができるが、その故障が

許容できる故障の場合、ルールに従い同じタイプの同じ口径の別の銃で射撃を継続することもで

きる。交換した銃は指名検査の対象となる。 

6.13.4    １０ｍ、５０ｍ、３００ｍのライフル、ピストル種目の予選および本選ラウンドにおいて、故障

後の銃の修理や交換のための時間延長は認められない。しかしながらジュリーは許容できる故障

の場合で銃を交換した後の追加の試射については認めることができる。 

6.13.5    ２５ｍピストル種目における故障に関する特別ルールは 8.9.3である。 

6.13.6    ファイナルにおける故障に関する特別ルールは 6.17.1.6、6.17.4.ｍ、6.17.5.ｌである。 

6.13.7    射場役員またはジュリーは故障が射場事故報告書または故障採点票に記録され、個票に記入され

ていることを確認しなければならない。 

6.14  採点と成績手順 

6.14.1    ＲＴＳ室は各種目、各射群、各ステージが終了後、可能な限り速やかに速報を射場の成績発表板

に掲示しなければならない。 

6.14.2     公式最終成績は、抗議時間が過ぎた後、メインスコアボードに発表されなければならない。 

6.14.3    成績配布：大会組織委員会は速報および公式最終成績をすべての大会役員、参加団体およびメデ

ィアに配布しなければならない。これらは紙または電子媒体の成績表で行うことができる（6.6.5.

ｂ“サステナビリティ選択”参照）。 

6.14.4    各ＩＳＳＦ選手権大会の後、ＩＳＳＦ本部は電子版（オンライン版）公式成績本を発行する。各

選手権大会の公式成績本には次の事項が含まれなければならない。 

ａ）目次 

ｂ）テクニカルデレゲートおよび主任ジュリー全員の署名のある成績保証のページ 

ｃ）競技役員の一覧 

ｄ）国別および種目別参加者一覧 

ｅ）競技日程 

ｆ）メダリストの氏名一覧 

ｇ）国別獲得メダル数一覧 

ｈ）新記録、タイ記録一覧 

ｉ）ＩＳＳＦ基準の種目順に並べられた最終成績表：１）男子の１０ｍ、５０ｍ、３００ｍライ

フル種目、２）男子の１０ｍ、２５ｍ、５０ｍピストル種目、３）男子のトラップ、スキー

ト、ダブルトラップ種目、４）男子の１０ｍ、５０ｍランニングターゲット種目、５）男子の

団体種目、６）女子の１０ｍ、５０ｍ、３００ｍライフル種目、７）女子の１０ｍ、２５ｍピ

ストル種目、８）女子のトラップ、スキート、ダブルトラップ種目、９）女子の１０ｍランニ

ングターゲット種目、１０）女子の団体種目、１１）１０ｍ、２５ｍ、５０ｍ、３００ｍ、ト

ラップ、スキートのミックス種目 

6.14.4.1   成績表には各選手のＩＳＳＦＩＤ番号を取得した際に使用した氏名(姓は大文字、名は最初の文字

のみ大文字)、Ｂｉｂ番号、国名(公式ＩＯＣ略称)が記載されていなければならない。 
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6.14.4.2    必要に応じ成績表では以下の略号が使用されなければならない。 

ＤＮＦ Did Not Finish （途中棄権） 

ＤＮＳ Did Not Start （欠場） 

ＤＳＱ Disqualified （失格） 

ＤＱＢ Disqualification for Unsportsmanlike Behavior （非スポーツマン行為による失格） 

ＷＲ New World Record （世界新記録） 

ＱＷＲ New Qualification World Record （本選世界新記録） 

ＥＷＲ Equaled World Record （世界タイ記録） 

ＥＱＷＲ Equaled Qualification World Record （本選世界タイ記録） 

ＷＲＪ New World Record Junior （ジュニア世界新記録） 

ＱＷＲＪ New Qualification World Record Junior （ジュニア本選世界新記録） 

ＥＷＲＪ Equaled World Record Junior （ジュニア世界タイ記録） 

ＥＱＷＲＪ Equaled Qualification World Record Junior （ジュニア本選世界タイ記録） 

ＯＲ New Olympic Record （オリンピック新記録） 

ＥＯＲ Equaled Olympic Record （オリンピックタイ記録） 

ＯＱＲ Olympic Qualification Record （本選オリンピック新記録） 

ＥＯＱＲ Equaled Olympic Qualification Record （本選オリンピックタイ記録） 

ＭＱＳ Minimum Qualification Score （オリンピック大会参加最少得点） 

ＲＰＯ Ranking Point Only （ランキングポイントのみ） 

ＯＯＣ Out Of Competition （オープン参加） 

6.14.5    公式最終成績はその正確性を確認したＲＴＳジュリーによって実証されサインされなければなら

ない。 

6.14.6    不規則弾痕、誤射、ペナルティ、標的枠外弾痕（０点）、故障、時間延長、再射、無効弾などは、

審査室で慎重に取り扱われるよう、射場役員やジュリーによって、すべて射場事故報告書、個票、

プリンター用紙に明確に印を付け、記録されなければならない。射場事故報告書（様式ＩＲ）の

完全なコピーはＲＴＳ室に即座に運ばれなければならない。各競技の終了時には、ＲＴＳジュリ

ーはすべての故障による再計算と減点が正しく成績に反映されているかを確かめるために成績表

を点検しなければならない。 

6.14.7    ライフルおよびピストル種目の得点からの減点は必ず違反が起こったシリーズで行われなければ

ならない。全般的な減点措置は、減点の生じたステージの第１シリーズの最も低い得点から行わ

れなければならない。 

6.14.8    ＲＴＳジュリーは上位１０人の個人成績および上位３チームの団体成績を、最終成績表の承認に

先立って、チェックしなければならない。ＥＳＴが使用されている場合、そのチェックはメイン

コンピューターに記録された成績とプリンター用紙または独立したメモリー（6.3.2.7）に記録さ

れた成績と、それに加えて、射場事故報告（ＩＲ）や故障採点票に記録された全ての手書きの採

点関係書類との比較によらなければならない。 

6.14.9     世界記録 

       ＧＲ3.9（6.1.2.ｂも参照）に従って行われるすべてのＩＳＳＦ選手権大会で行われる金メダルの

授与されるすべてのＩＳＳＦ種目において世界記録（ＷＲ）が認められる。 

6.14.9.1    オリンピック記録（ＯＲ）はオリンピック大会のみで記録される。 

6.14.9.2    非オリンピック種目のジュニア世界記録（ＷＲＪ）はその種目の合計点をもってジュニア世界記
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録とする。 

6.14.9.3    本選記録（ＱＲ）とジュニア本選記録（ＱＲＪ）はすべてのオリンピック種目の本選の合計点を

もって記録とする。 

6.14.9.4    ＩＳＳＦ選手権大会において世界記録が生まれた場合、テクニカルデレゲートによって世界記録

の確認手順（ＧＲ3.12.3.6、様式Ｒ）の報告が作成され、ＩＳＳＦ本部に送られなければならな

い。 

6.15  同点の順位決定（タイブレーク） 

※6.15.1    １０ｍ、２５ｍ、５０ｍ、３００ｍ種目の個人競技の同点 

１０ｍ、２５ｍ、５０ｍ、３００ｍ種目における同点は次のルールによってすべて順位決定がな

される。 

整数点得点の場合： 

   ａ）Ｘ圏（インナーテン）の数の多い者。 

   ｂ）最終シリーズ１０発の合計点（Ｘ圏の数や小数点得点ではない）の多い者。以下均衡が 

破れるまでシリーズを逆順にさかのぼる。 

   ｃ）最終弾の得点（Ｘ圏を含む）の高い者。以下均衡が破れるまで１発ずつ逆順にさかのぼ 

る。 

   ｄ）それでも同点が残り、ＥＳＴを使用していた場合、最終弾の小数点得点の高い者。以下 

均衡が破れるまで１発ずつ逆順にさかのぼる。 

   ｅ）以上をもってしても順位が決定しない場合、ファイナル進出者の決定に関わる同点でなけれ

ば、当該選手は同順位とし、選手の姓のアルファベット順に記載されなければならない。 

小数点得点の場合： 

   ｆ）１０ｍエアライフルと５０ｍライフル伏射種目の予選または本選ラウンドで小数点得点を使

用した場合、同点の順位決定は小数点得点によるシリーズカウントバック、小数点得点によ

る１発ごとのカウントバックによって決定される。 

6.15.2    ショットガン種目の同点（9.15参照） 

6.15.3    ランニングターゲット種目の同点（10.12参照） 

6.15.4    ファイナルのあるオリンピック種目の同点 

       ライフルまたはピストル種目の本選ラウンドの結果、ファイナル進出の可否が問われる順位の決

定は個人種目の同点の順位決定ルール 6.15.1 によって決定される。 

6.15.5    団体競技の同点 

   団体競技の同点の順位決定は、ミックスチーム種目の本選における同点の場合を含めて、チーム

全員の結果を合計して、個人競技の同点の順位決定の手順を適用し決められなければならない。 

6.16  抗議（プロテスト）と上訴（アピール） 

 6.16.1    すべての抗議と上訴はＩＳＳＦルールに従って裁定される。 

6.16.2    口頭抗議（バーバル プロテスト） 

6.16.2.1   選手またはチーム役員は、競技会の状況、大会役員の裁定または行動に関する抗議をレフリー、

射場役員またはジュリーに、次に示すような事態において、即座に口頭で行う権利を持つ。 

ａ）選手またはチーム役員が競技会の進行がＩＳＳＦルールや大会要項に従ってないと判断した

場合。 

ｂ）選手またはチーム役員がレフリー、射場役員またはジュリーの裁定や行動に同意できな 

い場合。 
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ｃ）選手が他の選手、射場役員、観客、報道関係者、その他の人々や原因によって干渉や妨 

害を受けた場合。 

ｄ）射場設備の故障、不測の事態の解決、その他の原因により長時間射撃が中断した場合。 

ｅ）射撃時間が短すぎる等、射撃時間が不規則な場合。 

6.16.2.2   レフリー、射場役員およびジュリーは口頭での抗議については即座に対応しなければならない。

抗議を受け取ったレフリー、射場役員およびジュリーは事態解決のため直ちに行動をするか、ま

たはジュリー全員による採決に委ねることができる。そのような場合、レフリー、射場役員およ

びジュリーは必要に応じて一時的に射撃を中断することができる。 

6.16.3    書面抗議（リトゥン プロテスト） 

   選手またはチーム役員は、口頭抗議に対する処置や裁定に同意できない場合、ジュリーに書面を

もって抗議することができる。選手またはチーム役員には口頭抗議をすることなく書面抗議を行

う権利も持つ。すべての書面抗議はその問題が起きてから２０分以内に適切なジュリーに提出さ

れなければならない。抗議料の支払義務は発生する。書面抗議および上訴はＩＳＳＦ抗議用紙（様

式 6.21参照）で提出されなければならない。 

※6.16.4    書面抗議または上訴をジュリーに提出する際の抗議料には次の金額を支払う。 

ａ）抗議      ５０.００ユーロ 

   ｂ）上訴     １００.００ユーロ 

   ｃ）抗議料の支払い義務は完成した抗議用紙がジュリーに届けられたときに発生する。抗議料は

できるだけ速やかにジュリーまたは組織委員会に支払われなければならない。 

ｄ）抗議料は抗議または上訴が認められた場合は返却されなければならないが、却下された場合

には組織委員会が収納する。 

6.16.5    得点に関する抗議（スコアリング プロテスト） 

得点や標的上の弾痕の数に関するＲＳＴジュリーの裁定は最終のものであり上訴することはでき

ない。 

6.16.5.1   得点に関する抗議時間 

すべての得点または成績に関する抗議は速報が射場スコアボード（6.4.2.ｉ）に掲示されてから

１０分以内提出されなければならない。この抗議締切時刻は、速報掲示時に、射場スコアボード

上に示されなければならない。得点に関する抗議の提出場所は公式プログラムに掲載されていな

ければならない。 

6.16.5.2   電子標的の得点に関する抗議 

選手がＥＳＴに表示された得点に対して抗議する場合、その抗議が次弾または次シリーズ（２５

ｍ種目）の発射前か、最終弾の場合、その発射後３分以内であれば受理される。この時間制限は

ロール紙またはゴムバンドの送り不良または標的故障の場合には適用されない。 

ａ）得点に関する抗議が行われた場合、選手はその競技の最後にもう１発の追加射撃を要求 

される。抗議が認められ、抗議に係る弾痕の正しい得点を決めることができなければ、このエ

クストラショットの点数を得点とすることができる。 

       ｂ）ＲＴＳジュリーが抗議に係る弾痕の得点と表示された得点が小数点 0.2 点以内なら、抗議は

却下されなければならない。 

ｃ）０点表示または表示なし以外の得点に関する抗議が認められなかった場合、抗議に係 

る弾痕の得点から２点が減点され、抗議料が支払われなければならない。 

ｄ）チーム役員や選手は抗議をした弾痕の処理について知る権利を持つ。 
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ｅ）予選または本選ラウンドにおいて、５０ｍＥＳＴで９.５点以上の得点が表示された弾 

痕の得点については抗議することはできない。 

ｆ）ファイナルにおいて、得点や発射弾数に関する抗議は許されない(6.17.1.7)。 

6.16.6    上訴（アピール） 

ジュリーの裁定に同意できない場合、最終であり上訴することのできないファイナル抗議ジュリ

ーの裁定（6.17.1.10.ｄ）およびＲＴＳジュリーによる発射弾の得点と発射弾数の決定（6.16.5）

を除いて、上訴ジュリーに上訴できる。上訴はジュリーの裁定が発表されて３０分以内にチーム

リーダーまたは代表者によって書面で提出されなければならない。上訴ジュリーの裁定は最終で

ある。 

6.16.7    書面抗議および上訴に関するすべての裁定のコピーはテクニカルデレゲートの最終報告書ととも

に、適切な部門や技術委員会で再検討するため、テクニカルデレゲートによってＩＳＳＦ事務局

長に送付されなければならない。 

6.17  オリンピックのライフルおよびピストル種目のファイナル 

6.17.1    ファイナル競技の全般手順 これらの手順は１０ｍ、２５ｍおよび５０ｍのライフルおよびピス

トルの個人種目のすべてのファイナルに用いられる。 

       各種目の手順については、以下の条文に記載されている。 

       6.17.2 － １０ｍエアライフルおよび１０ｍエアピストルの男子および女子種目 

       6.17.3 － ５０ｍライフル三姿勢の男子および女子種目 

       6.17.4 － ２５ｍラピッドファイアピストル男子種目 

       6.17.5 － ２５ｍピストル女子種目 

       6.18  － １０ｍエアライフルおよび１０ｍエアピストルのミックス種目 

       ショットガン種目の手順については 6.19に示されている。 

6.17.1.1   ファイナルへの進出 その種目のファイナル進出者を決めるために、その種目に出場するすべて

の選手が本選（ＧＲ3.3.5および 3.3.6.5）を行う。本選における上位６名が進出する２５ｍラピ

ッドファイアピストル男子を除き、本選における上位８名がファイナルへ進出する。 

6.17.1.2   ファイナルの射座 ファイナルの射座は、ファイナルスタートリスト作成時に、コンピューター

により無作為に割り当てられる。１０ｍおよび５０ｍの射座はＲ１－ＡーＢーＣーＤーＥ－Ｆ－

Ｇ－Ｈ―Ｒ２と表示されなければならない。２５ｍピストル女子のファイナルの射座はＡ－Ｂ－

Ｒ１－Ｄ－Ｅ／Ｆ－Ｇ－Ｒ２－Ｉ－Ｊと表示されなければならない。予備的はＲ１およびＲ２と

示される。 

6.17.1.3   出頭時刻と開始時刻 ファイナルの開始時刻は、射場長が本射の第一シリーズまたは第一発目の

号令をかける時刻とする。選手は、開始時刻の少なくとも３０分前にはファイナル射場のプレパ

レーションエリアに出頭しなければならない。遅刻した選手には、２点もしくは２ヒットの減点

が本射第一シリーズまたは第一発目に科せられる。その際、選手はファイナルに使用する十分な

数の弾薬およびすべての用具、競技用の服装、表彰式用のユニフォームを持参しなければならな

い。ジュリーは全ファイナリストの出頭確認とその氏名、国籍が正しく集計システムとスコアボ

ードに記入されていることを確認しなければならない。ジュリーは選手が出頭したら、この時間

内に可能な限り迅速に用具のチェックを完了させなければならない。ファイナル中の警備体制は、

待機場所に置かれている全ての用具および選手の所持品の安全を確保するものとすべきである。 

6.17.1.4   遅刻 出頭時刻から１０分後までにプレパレーションエリアに出頭していないファイナリストは

ファイナルに参加することはできず、ＤＮＳが表示されファイナルにおける最初の脱落選手とし
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て記録される。その際のファイナルにおける第一エリミネーションは第７位または２５ｍＲＦＰ

では第５位の選手の決定から始まる。 

6.17.1.5   採点 本選の成績はファイナル進出の権利を選手に与えるが、得点の持ち越しはされない。ファ

イナル得点はルールに従い０点から始まる。減点やペナルティは違反のあった本射シリーズまた

は本射弾の得点に科せられなければならない。ただし、その得点は０を下回ることはない［例：

３－１（減点）＝２、０－１（減点）＝０］。 

6.17.1.6   １０ｍおよび５０ｍ種目のファイナルにおける故障 本射１発の間に発生した許容される故障

（6.13.2）については、故障の修理または銃の交換のために最大１分間が与えられ、その後選手

は再射を命じられる。５発シリーズで許容される故障が発生した場合で、故障の修理や銃の交換

が１分以内にできるならば、そのシリーズで発射されている弾による得点は集計され、選手は故

障を申告した時の残り時間に加えて修理や交換に要した１分を超えない時間分の時間の中でその

シリーズを完射することが許される。ファイナリストはファイナル中に１回のみ許容される故障

が申告できる。 

6.17.1.7   得点に関する抗議 ファイナルにおいて、得点や発射弾数に関する抗議は許されない。 

6.17.1.8   ファイナル中の電子標的に対する不満  

ａ）試射中に、標的が正しく作動していないと不満を表明した選手は、標的に対して１発撃ち込む

ように命じられなければならない。標的がその弾に対して正しく作動した場合は、ファイナル

はそのまま継続される。正しく作動しない、またはロール紙やゴムロールの送り不良による場

合ならば、射場長は全ファイナリストに対し“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロ

ード）”の号令を発し、故障した標的の選手を予備的に移動させなければならない。その選手

が予備的で射撃体勢がとれたならすぐに、射場長は全ファイナリストに対し２分間の準備時

間を与え、その後準備および試射時間を再開させる。 

ｂ）本射中に想定外の０点表示に関する不満の表明があった場合、ジュリー（担当ジュリー 

、第２競技ジュリーおよびＲＴＳジュリー１名）は０点表示の弾が実際に０点なのか標的の故

障なのかを判定しなければならない（ジュリーは標的検査のために、射場長に射撃を止めさせ

るように指示できる）。ジュリーが０点であるという確かな証拠が見つけられなければ、その

選手にはエクストラショット/シリーズ（１０ｍおよび５０ｍ種目では１発、２５ｍピストル

女子ではそのシリーズの完射、２５ｍラピッドファイアピストル男子ではそのシリーズの再

射）を撃つ指示が与えられるべきである。そのエクストラショット/シリーズが採点された場

合は、想定外の０点表示の代わりにその得点を集計することとなり、ファイナルは継続される

べきである。２５ｍラピッドファイアピストル男子のファイナルでは元のシリーズのヒット

数に代わって再射シリーズのヒット数が集計されるべきである。 

ｃ）想定外の０点表示に対するエクストラショット/シリーズが採点されなかった場合、選手は予

備的（２５ｍＲＦＰの場合は別の標的グループ）に移動しなければならない。１０ｍまたは５

０ｍのファイナルでは、予備的に移動した選手は２分間の準備および試射時間を与えられな

ければならない。移動した選手は、他の選手達とのファイナルに戻る前に、号令により、想定

外の０点表示の出た射撃に代わる１発、シリーズ完射または再射シリーズ（２５ｍＲＦＰ）を

撃つことが許されなければならない。 

ｄ）ファイナルが中断している間、他のファイナリストには照準練習や空撃ちが許される。想定外

の０点の問題の解決に係る中断が合計で５分を超えた場合、１０ｍおよび５０ｍ種目のファ

イナリスト全員に、ファイナルに戻る前に２分間の試射時間が与えられなければならない。 
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6.17.1.9   ファイナル射場の備品 ファイナル射場には競技役員、選手、コーチ、観客のために結果順位が

表示される電光掲示板とファイナリストの見ることのできるカウントダウン時計および音響シス

テムが設備されてなければならない。もしカウントダウン時計をすべてのファイナリストが見る

ことができなければ、全ファイナリストのモニターに制御時間が明示されなければならない。ジ

ュリー、射場役員、コーチと脱落して射座から引き揚げる選手のために椅子が用意されていなけ

ればならない。テーブルまたはベンチが、ファイナル射場への入場前または射座から引き揚げる

際に選手の用具を置いておくことができるように、用意されてなければならない。 

6.17.1.10   ファイナル役員 ファイナルの進行および監督は以下の役員配置によって行われなければならな

い。 

ａ）射場長（ＣＲＯ） ＩＳＳＦのＡまたはＢライセンスをもった経験豊富な射場長がファイナル

を進行しなければならない。 

ｂ）競技ジュリー 競技ジュリーはファイナルの進行の監督を行う。主任ジュリーは自分自身ま

たはジュリーメンバーから一名の担当ジュリーを任命しなければならない。 

ｃ）ＲＴＳジュリー ＲＴＳジュリーのうち一名がファイナルにおける成績決定の過程を監督す

るためにその場にいなければならない。 

ｄ）ファイナル抗議ジュリー テクニカルデレゲートおよび主任ジュリーから任命された上訴ジ

ュリーの一名と担当ジュリーおよび別の一名の競技ジュリーがファイナル抗議ジュリーとし

て行動すべきであり、ファイナル中に生じたあらゆる抗議に対して裁定を下さなければなら

ない。このファイナル抗議ジュリーの裁定に対する上訴は許されない。 

ｅ）射場役員(ＲＯ) 一または二名の経験豊富な射場役員がファイナル中の銃の安全のチェック、

ＦＯＰへの出入り関してファイナリストおよびコーチの案内および故障の申告の取り扱いに

ついて射場長を補佐する。 

ｆ）技術役員 公式記録提供者はＥＳＴの準備と操作、結果のディスプレイへの表示および技術

的トラブルに関してジュリーともに解決を図るために技術役員を任命する。 

ｇ）アナウンサー ＩＳＳＦまたは組織委員会によって任命された役員が射場長とともに放送を

担当し、ファイナリストの紹介、得点の発表、観客への情報の提供に責任を持つ。 

ｈ）音響技術員 資格を持った技術役員がファイナルにおける音響および音楽装置を扱うために

配置されなければならない。 

6.17.1.11   ファイナルの演出および音楽 ファイナルの運営は選手や選手の技の競い合いを観客やテレビの

視聴者に最も強く訴えかけ、かつ彼らを最も興奮させることのできる完璧な演出の手段として色

彩、照明、音楽、アナウンス、コメント、舞台および射場長の号令を用いなければならない。 

6.17.1.12   ファイナリストの紹介 試射時間または試射シリーズの後、ライフル種目のファイナリストはそ

のままの姿勢で留まり、ライフルを肩から外して降ろし、観客およびＴＶカメラの方へ顔を向け

なければならない。すべてのピストル種目のファイナリストは銃を置き、観客に向き合うように

振り向かなければならない。アナウンサーは各ファイナリストをその氏名、国籍とそれぞれの短

い情報によって紹介する。アナウンサーは射場長と担当ジュリーの紹介も行う。 

6.17.1.13   ファイナルにおける抗議 

       ａ）ファイナルにおける抗議は口頭で即時に行わなければならない。抗議は選手またはその選手

のコーチが挙手をすることによって行われる。 

       ｂ）ファイナルにおける抗議では抗議料は徴収されない。 

        ｃ）どのような抗議に対してもファイナル抗議ジュリー（3.12.3.7、6.16.6 および 6.17. 
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1.10.d）が即座に裁定しなければならない。ファイナル抗議ジュリーの裁定は最終であり、

上訴することはできない。 

ｄ）ファイナルにおける抗議が認められなかった場合、２点の減点が最終弾の得点または２ヒッ

トの減点が最終シリーズの得点に科せられなければならない。 

6.17.1.14   ファイナルの手順とルール  

ａ）このルール（6.17）でカバーできない事態には、ＩＳＳＦＧＴＲまたは各種目のルールが適

用される。 

ｂ）出頭および用具のセットアップ：プレパレーションエリアでの出頭報告の後、ファイナル開

始時刻の２０分前（２５ｍピストル種目の場合は１５分前）には、ファイナリストまたはコ

ーチは選手の銃や用具を自分の射座に置くことが許されなければならない。銃ケースや用具

バッグはＦＯＰに残して置いてはならない。この時には照準練習は許可されない。その後、

選手は、ウォームアップや準備のために射線に呼ばれるまで、プレパレーションエリアに戻

っておかなければならない。コーチはＦＯＰ内にある自席に座る。 

ｃ）選手の入場：射場役員は、開始時刻の１２分前に、ファイナル射場の近くに選手が一列に並

ぶように指示を出す。ライフルのファイナリストがプレパレーションエリアから射線に呼ば

れたとき、ファイナリストはジャケットやズボンのボタンやファスナーを閉じた状態の完全

な服装で射線まで歩いていかなければならない。射場長は“ＡＴＨＬＥＴＥＳ ＴＯ ＴＨ

Ｅ ＬＩＮＥ（アスリート トゥー ザ ライン）”と号令をかける。 

ｄ）セフティフラッグ：ファイナリストは、射線に呼ばれた後、銃を取り扱い、姿勢をとり、据

銃し、照準練習をすることができるが、“ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮ

Ｇ ＴＩＭＥ  ＳＴＡＲＴ（プレパレーション アンド サイティング タイム  スタ

ート）”または“ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＢＥＧＩＮＳ ＮＯＷ（プレパレーション ビギ

ンズ ナウ）”（２５ｍピストル）の号令がかかるまで、セフティフラッグを抜くことや空撃

ちをすることはできない。 

ｅ）空撃ち：ファイナルにおいて、空撃ちが許されるのは、6.17.4によって認められている２５

ｍラピッドファイアピストルのファイナル中の空撃ちを除き、準備および試射時間、姿勢の

切換えと試射時間、または準備時間中に限られる。そのほかの時の空撃ちは、１０ｍおよび

５０ｍ種目においては１点、２５ｍピストル種目においては１ポイントの減点とされなけれ

ばならない。 

ｆ）早すぎる装填：射場長の“ＬＯＡＤ（ロード）”または“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令のあ

るまで、ファイナリストはライフルやピストルに弾を装填することは許されない。これは“Ｌ

ＯＡＤ（ロード）”の号令が無い準備および試射時間において、“ＳＴＡＲＴ（スタート）”が

装填の許可をも示すようにさせるためである。弾の装填とは弾、空気銃弾または弾の入った

弾倉を銃に接触させることをいう（6.2.3.4参照）。 

ｇ）据銃および照準練習：ファイナルにおいて据銃および照準練習はファイナリストが射線に呼

び出されて（“ＡＴＨＬＥＴＥＳ ＴＯ ＴＨＥ ＬＩＮＥ（アスリート トゥ ザ ライン）”

の号令）からファイナル終了の“ＳＴＯＰ ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロード）”の号令

がかかるまでの間、据銃や照準練習のできない選手紹介の時間をのぞいて、行うことが許さ

れる。 

ｈ）スタートまたはロードの号令前の発射：１０ｍ、２５ｍまたは５０ｍ種目のファイナルでフ

ァイナリストが“ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＴＩＭＥ  ＳＴ
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ＡＲＴ（プレパレーション アンド サイティング タイム  スタート）”の号令の前、ま

たは“ＦＯＲ ＴＨＥ ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＳＥＲＩＥＳ  ＬＯＡＤ（フォー ザ サイ

ティング シリーズ ロード）”の号令の前に弾を装填して、発射した場合、そのファイナリ

ストは失格とされなければならない。 

ｉ）ストップの号令後の発射：ファイナリストが“ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＩＧＨ

ＴＩＮＧ ＴＩＭＥ  ＳＴＯＰ（プレパレーション アンド サイティング タイム  

ストップ）”の号令、または“ＣＨＡＮＧＯＶＥＲ ＡＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＴＩＭＥ  

ＳＴＯＰ（チェンジオーバー アンド サイティング タイム ストップ）”の号令の後で、

次の本射の“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令前に弾を発射した場合、その弾は本射として採

点せず、さらに次の本射１発目に２点の減点が科せられる。 

ｊ）２５ｍピストル－時間前発射：２５ｍラピッドファイアピストル男子のファイナルでファイ

ナリストがシリーズの開始を告げるグリーンライトが点灯する前に弾を発射した場合、その

シリーズは０ヒットと採点されなければならない。２５ｍピストル女子のファイナルでファ

イナリストが採点開始を告げるグリーンライトが点灯する前に弾を発射した場合、その発射

弾はミスと採点されかつそのシリーズの得点から 1点の減点が科せられなければならない。 

ｋ）超過弾：ファイナリストが１シリーズまたは１発の時間中に超過弾を撃った場合、その超過

弾は無効とされ、さらに直前の正常弾に２点の減点またはそのシリーズに２ヒットの減点が

科せられる。 

ｌ）不注意の発射：シュートオフや故障による完射または再射シリーズの際にそれに含まれないフ

ァイナリストが装填し発射した弾は無効とされなければならない。これが故意ではない間違

いならばペナルティは科されない。 

ｍ）セフティフラッグは準備および試射時間が始まるまで、銃に挿入されていなければならない。

セフティフラッグは選手紹介の時間、選手がファイナルから脱落したときまたはファイナル

が終了した時には銃に挿入されていなければならない。ファイナルから脱落した選手は銃口

を安全な方向に向け、機関部を開放し、セフティフラッグを挿入した状態で、射座内の机ま

たは用具箱（三姿勢種目）に、銃を置かなければならない。射場役員はすべての銃にセフテ

ィフラッグが挿入されているかを確認しなければならない。メダリストはファイナル終了直

後、銃を持ってポーズをとることができるが、どの銃もセフティフラッグが挿入され、射場

役員のチェックを受けるまで射座から持ち出すことはできない。もし選手が不注意でセフテ

ィフラッグを挿入し忘れていたら、射場役員はセフティフラッグを挿入して、安全な状態に

することが許される。 

ｎ）コーチング：ファイナルの間、言葉によらないコーチングは許される。三姿勢種目の姿勢切

り替えの時間にのみ言葉によるコーチングが許される。 

ｏ）間違った号令：ファイナル射場長が、射群の正しい開始を誤ったり全ての選手が発射を終え

る前にストップをかけるなど、間違った号令を発した場合、以下の手順を行わなければなら

ない。 

  ファイナル射場長が１発シリーズの中で誤った号令をかけた場合、すでに発射されている弾

は採点されなければならないが、撃てなかった選手の再射を行うため、射場長は時計をリセ

ットし新たな号令をかけなければならない。 

  ファイナル射場長が複数発発射するシリーズ中に誤った号令をかけた場合、すでに発射され

ている弾は採点されなければならないが、担当ジュリーは「ストップ」の号令がかかった時
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に残り時間がどれだけあったかを確定しその時間に６０秒を加えた時間で、撃ち残しのある

選手を完射させるためそのシリーズを再開するように、射場長に指示しなければならない。

もしその際に、選手がその手順の誤解や不注意によって規定弾数より多くの弾を発射した場

合、その超過弾は０点とされるがペナルティは科されない。 

ｐ）メダリストの紹介：射場長が“ＲＥＳＵＬＴＳ ＡＲＥ ＦＩＮＡＬ（リザルツ アー ファ

イナル）”と宣言した後、担当ジュリーは三人のメダリストをＦＯＰに集合させなければなら

ない、そしてアナウンサーはアナウンスによってメダリストを紹介しなければならない。 

「銅メダリストは、□□代表、△△△△選手です。」 

「銀メダリストは、□□代表、△△△△選手です。」 

「金メダリストは、□□代表、△△△△選手です。」 

ｑ）故障：ファイナル全体を通じて、各選手１回の故障申告が許される。選手には、不必要な遅延

なくファイナルが継続できるように、故障した銃器を直すかまたは交換するための１分間が

与えられる。 

ｒ）音楽：ファイナルではテクニカルデレゲートによって承認された音楽が流されてなければなら

ない。ファイナルにおける観客の熱狂的な応援は奨励され、推奨される。 

ｓ）罰則：どのようなペナルティもＩＳＳＦルールに従って科せられる。 

ｔ）想定外の事態：上記で触れられていない事項に対してもＧＴＲは適用される。ジュリーは各種

目のＧＴＲに従って、想定外や異論のある事項についても裁定を行う。 

ｕ）国別標示（ドレスコード）：選手はＩＳＳＦドレスコードに沿った射撃服装を身に付けなけれ

ばならない（6.22）。ライフル選手は、次に示すように射撃ジャケットに国別標示をつけなけ

ればならない。国旗またはＩＯＣで決められた３文字の国名略号を観客に面する側のポケッ

トか背中の低い部分につける。 

6.17.2    ファイナル－１０ｍエアライフルとエアピストルの男子および女子 

注）時間進行がガイドラインとしてこのルールの中で示されているが、正確な時間進行についてはＩＳＳＦ本部

にある“Ｃｏｍｍａｎｄｓ ａｎｄ Ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔｓ ｆｏｒ Ｆｉｎａｌｓ”をチェックするこ

と。 

ａ） 

ファイナルの様式 

ファイナルは制限時間２５０秒で行われる５発の本射シリーズ２回（５＋５発）とそ

れに続く、号令によって進行される制限時間５０秒の１４発の本射によって構成され

る。最下位ファイナリストの脱落は１２発目のあとから開始され、２発の本射が終わ

るごとに行われ、金および銀メダリストが決まるまで続けられる。ファイナルの本射

は合計２４発となる。 

ｂ） 

採点 

ファイナルにおける採点は０.１点刻みで行われる。ファイナルでの得点の合計点によ

りファイナルの成績が決まる。同点の場合はシュートオフの成績に従って決められる。 

本射第一発目の前に起こった反則に対する減点は本射第一発目の成績に科せられる。

その他の時点での反則に対する減点はその反則の起こった本射弾の得点に科せられ

る。 

ｃ） 

用具準備時間 

（２０分前） 

選手および選手のコーチは、少なくとも開始時刻の２０分前には、銃や用具を射座に

持ち込むことを許可されなければならない。 
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ｄ） 

ウォームアップ時間 

（１３分前） 

射場長は開始時刻の１３分前に選手を “ ＡＴＨＥＬＥＴＥＳ ＴＯ ＴＨＥ ＬＩ

ＮＥ（アスリート トゥ ザ ライン）”という号令で射座に入らせる。 

２分後、射場長は  “ ＦＩＶＥ（５） ＭＩＮＵＴＥＳ ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ Ａ

ＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＴＩＭＥ．．．ＳＴＡＲＴ（ファイブ ミニッツ プレパレ

ーション アンド サイティング タイム  スタート）”という号令によって準備と

試射の一緒になった時間を開始する。この時間には、ファイナリストは制限弾数無し

の試射を行える。準備および試射時間の終了３０秒前に、射場長は“３０ ＳＥＣＯＮ

ＤＳ（サーティ セカンズ）”と号令する。 

５分後、射場長は“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロード）”と号令をか

ける。 

試射中は得点のアナウンスは行わない。 

ｅ） 

ファイナリストの紹

介 

（５分３０秒前） 

“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロード）”の号令の後、ライフル種目の

ファイナリストはライフルを抜弾し、セフティフラッグを挿入しなければならない。

ライフル種目のファイナリストは紹介の間、姿勢を維持することはできるが、ライフ

ルは肩からはずして下げなければならず、観客や選手紹介を撮影しているＴＶカメラ

に顔を向けてほしい。ファイナリスト全員の紹介が終わるまで、ライフルは肩からは

ずし、下げたままにしておかなければならない。 

“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロード）”の号令の後、ピストル種目の

ファイナリストはピストルを抜弾し、セフティフラッグを挿入し、ピストルを置いて、

紹介に備えて観客の方に振り返らなければならない。 

射場役員は銃の薬室が開けられて、セフティフラッグが挿入されていることを確認し

なければならない。ファイナリストの銃のチェックの後、アナウンサーは選手、射場

長、担当ジュリーをルール 6.17.1.12 に従って紹介する。 

ｆ） 

最終準備時間 

紹介の直後、射場長は“ＴＡＫＥ ＹＯＵＲ ＰＯＳＩＴＩＯＮＳ（テイク ユア ポ

ジションズ）”と号令をかける。 

標的およびスコアボードは本射に向けクリアされてなければならない。 

６０秒後、射場長は本射第一シリーズの号令をかける。 

ｇ） 

第一ステージ 

２×５発 

制限時間：２５０秒 

各シリーズ 

射場長は“ＦＯＲ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＥＲＩＥＳ．．．Ｌ

ＯＡＤ（フォー ザ ファースト コンペティション シリーズ ロード）”と号令を

かける。５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令をかける。 

ファイナリストは２５０秒で５発を撃つ。 

２５０秒後または全ファイナリストが５発を撃ち終えたら、射場長は“ＳＴＯＰ（スト

ップ）”と号令をかける。 

“ＳＴＯＰ（ストップ）”の号令の直後、アナウンサーは１５～２０秒で、現在の選手

の順位と特筆すべき成績についてコメントする。個々の得点はアナウンスしない。 

アナウンサーのコメントが終了しだい射場長は “ ＦＯＲ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＣＯ

ＭＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＥＲＩＥＳ．．．ＬＯＡＤ（フォー ザ ネクスト コンペテ

ィション シリーズ ロード）”と号令をかける。 

５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令をかける。 

２５０秒後または全ファイナリストが５発を撃ち終えたら、射場長は“ＳＴＯＰ（スト

ップ）”と号令をかける。 
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アナウンサーは再び選手とその成績についてコメントをし、この後１発ずつのステー

ジに変わり、２発ごとに最下位のファイナリストが脱落していくことを説明する。 

ｈ） 

第二ステージ 

単発 

１４×１発 

制限時間：５０秒 

各１発 

アナウンサーのコメントが終了しだい射場長は“ ＦＯＲ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＣＯＭ

ＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＨＯＴ．．．ＬＯＡＤ（フォー ザ ネクスト コンペティショ

ン ショット ロード）”と号令をかける。 

５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令をかける。 

各１発の制限時間は５０秒。 

５０秒後または全ファイナリストが撃発後、射場長は“ＳＴＯＰ（ストップ）”と号令

をかけ、アナウンサーはファイナリストとその得点についてコメントする。 

アナウンサーのコメントが終了しだい射場長は“ ＦＯＲ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＣＯＭ

ＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＨＯＴ．．．ＬＯＡＤ（フォー ザ ネクスト コンペティショ

ン ショット ロード）”と号令をかける。 

５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令をかける。 

この手順を第二十四発目（２回の５発シリーズと１４発）まで繰り返す。 

第二十四発目が終了したら、射場長は“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロ

ード）”と号令をかける。 

射場役員は銃の薬室が開けられセフティフラッグが挿入されていることを確認しなけ

ればならない。 

ｉ） 

エリミネーション 

ファイナリストが第十二発目を撃ち終わった後、最下位のファイナリストは脱落させ

られる（第八位）。以下、次のように最下位のファイナリストが脱落してゆく。 

第十四発目の後・・・・第七位 

第十六発目の後・・・・第六位 

第十八発目の後・・・・第五位 

第二十発目の後・・・・第四位 

第二十二発目の後・・・第三位（銅メダリストの決定） 

第二十四発目の後・・・第二位と第一位（銀、金メダリストの決定） 

ｊ） 

同点の順位決定 

もし脱落すべき最下位の選手が同点であった場合、同点の選手は順位決定ができるま

でシュートオフを行う。 

同点のシュートオフを行う場合は、射場長は同点の選手の苗字をアナウンスし、通常

の手順に従い同点決定のシュートオフの号令をかける。 

アナウンサーは順位が決まるまではコメントをしない。 

ｋ） 

ファイナルの完了 

残った２名のファイナリストが第二十四発目を撃ち終わった後、同点も抗議もなけれ

ば、射場長は“ＳＴＯＰ．．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ．．．．アンロード）”と号令し、

そして“ＲＥＳＵＬＴＳ ＡＲＥ ＦＩＮＡＬ（リザルツ アー ファイナル）”と宣

言する。 

ジュリーはメダリストをＦＯＰに集合させ、アナウンサーは即座に、6.17.1.14.pに従

って、銅、銀、金メダリストをアナウンスする。 

6.17.3    ファイナル－５０ｍライフル三姿勢男子および女子 

ａ） 

ファイナルの様式 

ファイナルは各姿勢（膝射、伏射、立射の順）１５発の号令による本射で構成される。

ファイナルは各シリーズ２００秒の膝射５発のシリーズを３回行うことから始まる。

姿勢の切換えおよび試射の７分間の後、ファイナリストは各シリーズ１５０秒の伏射
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５発のシリーズを３回行う。次に姿勢の切換えおよび試射の９分間の後、各シリーズ

２５０秒の立射５発のシリーズを２回行う。この２回の立射シリーズを終了した時点

で下位２名のファイナリストが脱落する。ファイナルは１発５０秒の立射５発となり、

残った選手で１発ごとに最下位の選手が脱落していきながら、残った２名の選手が最

終弾を撃ち、金メダリストが決まるまで続けられる。最終的にファイナルでは４５発

撃つことになる。 

射場備品 選手には予備の弾薬を含む姿勢変換に伴う全ての用具を入れておくための箱が提供さ

れる。この箱は射座の後方に置いておかなくてはならない。 

姿勢変換後射座に戻る前に、選手は不必要な用具を射座内に散らからないようにこの

箱に入れなければならない。もし選手が不注意に用具をそのまま残して次の姿勢に入

った場合、射場役員は、本射に入る前に、用具を箱に入れ直すことを個別に支援する

ことができる。 

射撃マットは、使う使わないにかかわらず、各選手に提供される。そのマットは各射

座の後方に置かれてなければならない。選手が立射に入った時には、射場役員は使わ

なくなったマットを整頓するかまたは回収する事を支援できる。 

ｂ） 

採点 

ファイナルにおける採点は０.１点刻みで行われる。ファイナルでの得点は加算されそ

の合計点によりファイナルの成績が決まる。同点の場合はシュートオフの成績に従っ

て決められる。 

本射第一発目に前に起こった反則に対する減点は本射第一発目の成績に科せられる。

その他の時点での反則に対する減点はその反則の起こった本射弾の得点に科せられ

る。 

ｃ） 

用具準備時間 

（２０分前） 

選手および選手のコーチは、少なくとも開始時刻の２０分前には、ライフルや用具を

射座に持ち込むことを許可されなければならない。姿勢の変更に伴う銃の付属品や用

具は射座内に置いておくことのできる１個の箱の中に入れておかなければならない。 

ｄ） 

準備および試射時間 

膝射 

（１３分前） 

射場長は開始時刻の１３分前に選手を“ ＡＴＨＥＬＥＴＥＳ ＴＯ ＴＨＥ ＬＩＮ

Ｅ（アスリート トゥ ザ ライン）”という号令で射座に入らせる。 

この号令の後、ファイナリストはライフルを扱ったり、膝射姿勢をとったり、据銃、照

準練習ができる。ただしセフティフラッグを抜いたり、空撃ちはできない。 

２分後、射場長は“ ＦＩＶＥ ＭＩＮＵＴＥＳ ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＡＮＤ 

ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＴＩＭＥ．．．ＳＴＡＲＴ（ファイブ ミニッツ プレパレーショ

ン アンド サイティング タイム  スタート）”という号令によって準備と試射の

一緒になった時間を開始する。この号令の後、ファイナリストはセフティフラッグを

引き抜き、空撃ち練習や制限弾数無しの試射を行える。 

準備および試射時間の終了３０秒前に、射場長は“３０ ＳＥＣＯＮＤＳ（サーティ 

セカンズ）”と号令する。 

５分後、射場長は“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロード）”と号令をか

ける。 

試射中は得点のアナウンスは行わない。“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アン

ロード）”の号令の後、ファイナリストはライフルを抜弾し、セフティフラッグを挿入

し、ファイナリストの紹介に備える。 

射場役員は銃の薬室が開けられて、セフティフラッグが挿入されていることを確認し
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なければならない。 

選手はファイナリストの紹介の間、姿勢を維持することはできるが、ライフルは肩か

らはずしておかなければならない。また、観客や選手紹介を撮影しているＴＶカメラ

に顔を向けなければならない。 

ｅ） 

ファイナリストの紹

介 

（５分３０秒前） 

ファイナリストのライフルのチェックの後、アナウンサーはファイナリスト、射場長、

担当ジュリーをルール 6.17.1.12 に従って紹介する。ファイナリスト全員の紹介が終

わり、ＣＲＯと担当ジュリーの紹介が終わるまでライフルは肩からはずしたままにし

ておかなければならない。 

ｆ） 

膝射 

３×５発 

制限時間：２００秒 

各シリーズ 

紹介の直後、射場長は“ＴＡＫＥ ＹＯＵＲ ＰＯＳＩＴＩＯＮＳ（テイク ユア ポ

ジションズ）”と号令をかけ、６０秒後、 “ＦＯＲ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＣＯＭＰＥＴ

ＩＴＩＯＮ ＳＥＲＩＥＳ．．．ＬＯＡＤ（フォー ザ ファースト コンペティション 

シリーズ ロード）”と号令をかける。５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の

号令をかける。 

ファイナリストは２００秒で膝射の本射シリーズの５発を撃つ。 

２００秒後または全ファイナリストが５発を撃ち終えたら、射場長は“ＳＴＯＰ（ス

トップ）”と号令をかける。 

“ＳＴＯＰ（ストップ）”の号令の直後、アナウンサーは１５～２０秒で、現在の選手

の順位と特筆すべき成績についてコメントする。個々の得点はアナウンスしない。 

アナウンサーのコメントが終了しだい射場長は“ ＦＯＲ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＣＯＭ

ＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＥＲＩＥＳ．．．ＬＯＡＤ（フォー ザ ネクスト コンペティ

ション シリーズ ロード）”と号令をかける。 

５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令をかける。 

２００秒後または全ファイナリストが５発を撃ち終えたら、射場長は“ＳＴＯＰ（ス

トップ）”と号令をかける。 

“ＳＴＯＰ（ストップ）”の号令の直後、アナウンサーは１５～２０秒で、順位につい

て付け加えのコメントをする。 

アナウンサーのコメントが終了しだい射場長は“ ＦＯＲ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＣＯＭ

ＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＥＲＩＥＳ．．．ＬＯＡＤ（フォー ザ ネクスト コンペティ

ション シリーズ ロード）”と号令をかける。 

５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令をかける。 

２００秒後または全ファイナリストが５発を撃ち終えたら、射場長は“ＳＴＯＰ．．．

ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロード）”と号令をかける。 

射場役員は銃の薬室が開けられて、セフティフラッグが挿入されていることを確認し

なければならない。 

第３シリーズを完了した選手は、ライフルを肩から外してもよいが、膝射の姿勢で待

機しなければならない。そして姿勢切換えの号令がかかるまで、ライフルの部品を取

り外したり調整したりしてはならない。 

ｇ） 

姿勢の切換えと試射 

伏射 

７分間 

“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロード）”の号令の直後、射場長は姿勢

切換えと試射の時間を“ＳＥＶＥＮ ＭＩＮＵＴＥＳ ＣＨＡＮＧＥＯＶＥＲ ＡＮ

Ｄ ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＴＩＭＥ．．．ＳＴＡＲＴ（セブン ミニッツ チェンジオー

バー アンド サイティング タイム  スタート）”という号令によって開始しなけ
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ればならない。この号令の後、ファイナリストは伏射に向けライフルを扱ったり、伏

射姿勢をとったり、セフティフラッグを引き抜き、空撃ち練習や制限弾数無しの試射

を行える。 

姿勢切換えが始まった後、アナウンサーは膝射を終えてのファイナリストの順位や得

点についてコメントをする。アナウンサーはこの時間を利用して各ファイナリストの

人物紹介も行える。 

姿勢切換えと試射の時間の終了３０秒前に、射場長は“３０ ＳＥＣＯＮＤＳ（サー

ティ セカンズ）”と号令する。 

７分後、射場長は“ＳＴＯＰ（ストップ）”と号令をかける。 

技術役員が標的を本射に切換え、表示装置をクリアにするために、３０秒の中断時間

をとる。 

ｈ） 

伏射 

３×５発 

制限時間：１５０秒 

各シリーズ 

３０秒後、射場長は“ ＦＯＲ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＥＲ

ＩＥＳ．．．ＬＯＡＤ（フォー ザ ネクスト コンペティション シリーズ ロード）”

と号令をかける。５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令をかける。 

ファイナリストは１５０秒で伏射の本射シリーズの５発を撃つ。 

同様の号令とアナウンスの手順が、全ファイナリストが伏射５発のシリーズを３回終

了するまで繰り返される。 

第三シリーズ終了後、射場長は“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロード）”

と号令をかける。射場役員は銃の薬室が開けられて、セフティフラッグが挿入されて

いることを確認しなければならない。 

ｉ） 

姿勢の切換えと試射 

立射 

９分間 

“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ アンロード）”の号令の直後、射場長は姿勢

切換えと試射の時間を“ＮＩＮＥ ＭＩＮＵＴＥＳ ＣＨＡＮＧＥＯＶＥＲ ＡＮＤ 

ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＴＩＭＥ．．．ＳＴＡＲＴ（ナイン ミニッツ チェンジオーバー 

アンド サイティング タイム  スタート）”という号令によって開始しなければな

らない。この号令の後、ファイナリストは立射に向けライフルを扱ったり、立射姿勢

をとったり、セフティフラッグを引き抜き、空撃ち練習や制限弾数無しの試射を行え

る。 

姿勢切換えが始まった後、アナウンサーは膝射、伏射を終えてのファイナリストの順

位や得点についてコメントをする。 

姿勢切換えと試射の時間の終了３０秒前に、射場長は“３０ ＳＥＣＯＮＤＳ（サー

ティ セカンズ）”と号令する。 

９分後、射場長は“ＳＴＯＰ（ストップ）”と号令をかける。 

技術役員が標的を本射に切換え、表示装置をクリアにするために、３０秒の中断時間

をとる。 

ｊ） 

立射 

２×５発 

制限時間：２５０秒 

各シリーズ 

５×１発 

制限時間：５０秒 

３０秒後、射場長は“ ＦＯＲ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＥＲ

ＩＥＳ．．．ＬＯＡＤ（フォー ザ ネクスト コンペティション シリーズ ロード）”

と号令をかける。５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令をかける。 

ファイナリストは２５０秒で立射の本射シリーズの５発を撃つ。 

同様の号令とアナウンスの手順が、全ファイナリストが立射５発のシリーズを２回終

了するまで繰り返される。 

射場長の第二シリーズの“ＳＴＯＰ（ストップ）”の号令の後、第八位と第七位のファ
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各１発 イナリストが脱落する。アナウンサーは脱落する選手を確認し、この結果についてコ

メントする。 

アナウンサーのコメントが終了しだい射場長は“ ＦＯＲ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＣＯＭ

ＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＨＯＴ．．．ＬＯＡＤ（フォー ザ ネクスト コンペティショ

ン ショット ロード）”と号令をかける。 

５秒後、射場長は“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令をかける。 

１発の制限時間は５０秒。制限時間の残り時間については引き続き、各選手が確認し

続けられるようにしなければならない。 

５０秒後または全ファイナリストが撃発後、射場長は“ＳＴＯＰ（ストップ）”と号令

をかける。アナウンサーは脱落する選手を確認し、この結果についてコメントする。 

射場長とアナウンサーはこの号令とアナウンスの手順を、金メダリストが決まる最終

弾まで繰り返す。 

ｋ） 

エリミネーション 

立射の第二シリーズが終了した後、ファイナリストが下位のファイナリスト２名は脱

落させられる（第四十発目 第八位と第七位）。以下、次のように１発終了するごとに

最下位のファイナリストが脱落してゆく。 

第四十一発目の後・・・第六位 

第四十二発目の後・・・第五位 

第四十三発目の後・・・第四位 

第四十四発目の後・・・第三位（銅メダリストの決定） 

第四十五発目の後・・・第二位と第一位（銀、金メダリストの決定） 

ｌ） 

同点の順位決定 

もし脱落すべき最下位の選手が同点であった場合、同点の選手は順位決定ができるま

でシュートオフを行う。 

同点のシュートオフを行う場合は、射場長は同点の選手の苗字と射座をアナウンスし、

通常の手順に従い同点決定のシュートオフの号令をかける。アナウンサーは順位が決

まるまではコメントをしない。もし第八位と第七位の選手が同点であったなら、最終

５発シリーズの合計点の多い者。以下均衡が破れるまで５発シリーズを逆順にさかの

ぼるなど。 

ｍ） 

ファイナルの完了 

残った２名のファイナリストが最終弾を撃ち終わった後、同点も抗議もなければ、射

場長は“ＳＴＯＰ．．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ．．．．アンロード）”と号令し、そして

“ＲＥＳＵＬＴＳ ＡＲＥ ＦＩＮＡＬ（リザルツ アー ファイナル）”と宣言する。 

担当ジュリーはメダリストをＦＯＰに集合させ、アナウンサーは即座に、6.17.1.14.p

に従って、銅、銀、金メダリストをアナウンスする。 

ｎ） 

姿勢の切換え 

選手は、射場長が姿勢の切換えおよび試射時間の“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令を

かけるまで、次の姿勢への切換えに入ってはならない。１回目の違反には警告が与え

られる。２回目の違反には次のシリーズの第一発目に２点の減点が科せられる。 

ｏ） 

コーチング 

コーチはファイナルの前と後に選手の用具等を運ぶ手助けができるが、姿勢切り替え

の手助けをすることはできない。 

言葉によらないコーチングは許される。姿勢切り替えの時間に限り、選手がコーチに

歩み寄って（コーチが選手に近づくことはできない）、言葉によるコーチングを受ける

ことができる。 

6.17.4    ファイナル－２５ｍラピッドファイアピストル男子 
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ａ） 

ファイナルの様式 

２５ｍラピッドファイアピストル男子のファイナルは４秒射の５発シリーズのヒッ

トオアミススコアによる８シリーズで構成され、４シリーズ目から最下位のファイ

ナリストの脱落が開始され、金および銀メダリストの決まる８シリーズまで続けら

れる。 

ｂ） 

標的 

２５ｍＥＳＴの５的グループ３つを使用しなければならない。それぞれの５的グル

ープに２名ずつファイナリストが割り当てられる。各標的グループには１.５０ｍ×

１.５０ｍの射撃位置（射座）が設定される。各標的グループに割り当てられた２名

のファイナリストは射撃位置の左右の両端で射撃姿勢をとらなければならない。そ

のときそれぞれの選手は、6.4.11.7 に示された射撃位置の左右に描かれた線に少な

くとも片足が触れていなければならない。 

ｃ） 

採点 

 

 

 

減点 

ファイナルでの採点はヒットオアミススコアであり、各ヒットは１ポイント、各ミス

は０ポイントとして数えられる。ヒットゾーンの大きさは２５ｍラピッドファイア

ピストル標的の９.７点の範囲となる。 

ファイナルにおける得点の合計（合計ヒット数）により順位が決められる。同点の場

合はシュートオフの成績によって順位が決定される。 

本射第一発目の前に起こった反則に対する減点は本射第一シリーズの成績に科せら

れる。その他の時点での反則に対する減点はその反則の起こったシリーズの得点に

科せられる。 

ｄ） 

出頭時刻 

３０分前と２０分前 

選手は開始時刻の３０分前に用具と競技用の服装を携えて出頭しなければならな

い。ジュリーは選手が出頭したら可能な限り迅速に用具のチェックを完了させなけ

ればならない。選手および選手のコーチは、開始時刻の少なくとも２０分前には、フ

ァイナルを行うに十分な弾薬を含む用具を射座に持ち込むことを許可されなければ

ならない。選手の用具には故障したピストルに換えて使用する予備銃（セフティフラ

ッグが挿入されていなければならない）も含まれる。 

ｅ） 

呼び出し 

準備時間と試射 

１０分前 

射場長は開始時刻の１０分前に“ ＡＴＨＥＬＥＴＥＳ ＴＯ ＴＨＥ ＬＩＮＥ

（アスリート トゥ ザ ライン）”という号令をかける。１分後、射場長は“ＰＲ

ＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＢＥＧＩＮＳ ＮＯＷ（プレパレーション ビギンズ ナ

ウ）”という号令により２分間の準備時間を開始させる。 

２分後、射場長は“ＥＮＤ ＯＦ ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ（エンド オブ プレパ

レーション）”の号令をかける。 

試射シリーズは４秒射５発で行われる。準備時間の後直ちに、射場長は“ＦＯＲ Ｔ

ＨＥ ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＳＥＲＩＥＳ，ＬＯＡＤ（フォー ザ サイティング シ

リーズ ロード）”の号令をかける。この号令の３０秒後、射場長は各標的グループ

の左側の選手の苗字を読み上げる“(FAMILY NAME OF ATHLETE #1, FAMILY NAME OF 

ATHLETE #3, FAMILY NAME OF ATHLETE #5)”。選手の苗字が呼ばれた後、その選手た

ちはピストルに弾倉を入れ、撃つ準備をすることができる。 

この選手の苗字の読み上げの１５秒後に、射場長は“ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ（アテンシ

ョン）”の号令をかけ、標的の赤ランプが点灯する。このとき選手はレディーポジシ

ョンをとらなければならない（8.7.2 参照）。７秒後、緑ランプが点灯する。４秒間

の射撃時間の後、赤ランプが１０～１４秒間点灯する（標的の復旧時間）。この１０

～１４秒間に選手は標的モニターを見ることができる。 
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技術役員が標的の準備ができたことを知らせてきたら、射場長は各標的グループの

右側の選手の苗字を読み上げる“(FAMILY NAME OF ATHLETE #2, FAMILY NAME OF 

ATHLETE #4, FAMILY NAME OF ATHLETE #6)”。選手の苗字が呼ばれた後、その選手た

ちはピストルに弾倉を入れ、撃つ準備をすることができる。 

この選手の苗字の読み上げの１５秒後に、射場長は“ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ（アテンシ

ョン）”の号令をかけ、４秒射１シリーズが進行する。４秒間の射撃時間の後、赤ラ

ンプが１０～１４秒間点灯する（標的の復旧時間）。この１０～１４秒間に選手は標

的モニターを見ることができる。 

試射シリーズでは得点のアナウンスは行われない。全ファイナリストの試射シリー

ズが完了した後、選手は抜弾したピストルにセフティフラッグを挿入して台に置き、

選手紹介のために観客と向かい合わせになるように振り向かなければならない。射

場役員は薬室が開放され、銃身や弾倉に弾が残ってないことを確認しなければなら

ない。 

ｆ） 

ファイナリストの紹介 

４分４５秒前 

ファイナリストの銃のチェック後、アナウンサーは、6.17.1.12 に従い、選手、射場

長、担当ジュリーを紹介する。 

ｇ） 

号令と射撃の詳細手順 

ファイナルのそれぞれの本射シリーズは４秒射５発のシリーズで構成される。それ

ぞれのシリーズは競技に残っている全ての選手が一人ずつ順に撃っていく。射撃は

全てのシリーズにおいて左から右の順に行われる。 

選手の紹介の直後、射場長は“ＴＡＫＥ ＹＯＵＲ ＰＯＳＩＴＩＯＮＳ（テイク 

ユア ポジションズ）”の号令をかける。 

選手紹介から１５秒後、射場長は“ＬＯＡＤ（ロード）”の号令をかける。“ＬＯＡＤ

（ロード）”の号令後、選手は１分間で２つの弾倉に装填する（8.7.6.2 はファイナ

ルでは適用されない）。本射第 1シリーズの開始前に１回だけ“ＬＯＡＤ（ロード）”

の号令がかけられる。ファイナル全体を通じて、選手は必要に応じて弾倉に装填を行

うことができる。 

“ＬＯＡＤ（ロード）”の号令の後、選手は照準練習、腕の振り上げ、空撃ちを、同

じ５的の標的グループについている選手が射撃している間を除いて、行うことがで

きる。射撃をしている選手と同じ５的の標的グループの右射座の選手は、その間、準

備のためにピストルを手に取ることはできるが、照準練習と腕の振り上げ、空撃ちは

できない。左射座の選手は撃ち終わった後、右射座の選手が射撃している間は、ピス

トルを置いて射撃位置から下がっているかまたは動かないようにしなければならな

い。 

“ＬＯＡＤ（ロード）”の号令の１分後、射場長は“［選手１の苗字］”と最初の選手

を呼び出す。名前が呼ばれた後、その選手はピストルに弾倉を入れ、射撃の準備をす

る。 

最初の選手の名前を呼んで１５秒後、射場長は“ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ（アテンショ

ン）”の号令をかけ、赤色ランプが点灯する。最初の選手はレディーポジションを取

らなければならない。７秒後に緑色ランプが点灯する。４秒射の後、１０～１４秒間

（標的の復旧時間）赤色ランプが点灯する。この１０～１４秒間に、射場長はそのシ

リーズの得点の発表をする（例：４ヒッツなど）。 
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最初の選手の得点が発表された直後、技術役員が標的の準備ができた合図をする。射

場長は“［選手２の苗字］”と声をかける。１５秒後、“ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ（アテン

ション）”の号令がかけられ、そのシリーズの手順が開始される。シリーズ後、射場

長が得点を発表する。 

他の選手は、競技に残った全ての選手がそのシリーズを撃ち終わるまで、順に撃ち続

ける。 

全ての選手が１シリーズを撃ち終わった後、１５～２０秒間の中断がある。この中断

時間中に、アナウンサーは選手の最新順位、ベストスコア、敗退する選手などのコメ

ントを行う。 

第２シリーズのために、射場長は“［選手１の苗字］”と声をかけ、この手順を全ファ

イナリストが４シリーズを撃ち終えるまで続ける。 

ｈ） 

エリミネーション 

全てのファイナリストが第４シリーズを撃ち終わった後、最下位の選手が脱落する

（６位）。この後、次のように各シリーズ終了後に一人ずつ選手が脱落していく。 

５シリーズ後・・・５位 

６シリーズ後・・・４位 

７シリーズ後・・・３位（銅メダリストの決定） 

８シリーズ後・・・２位と１位（銀および金メダリストの決定） 

ｉ） 

同点の順位決定 

脱落すべき最下位の選手が同点であった場合、その同点の選手は追加のタイブレイ

キングシリーズ（４秒射）を同点が解消されるまで行う。どのタイブレイキングシリ

ーズも左側の選手から開始される。 

タイブレイキングシリーズでは、射場長はすぐに最初の同点の選手の名前“［該当選

手の苗字］”を呼び、その後は通常の射撃手順が行われる。 

アナウンサーは同点が解消されるまでコメントはしない。 

ｊ） 

ファイナルの完了 

２名の残ったファイナリストが第８シリーズを撃ち終わった後、同点や抗議がなけ

れば、射場長は“ＳＴＯＰ．．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ．．．．アンロード）”と号令

し、そして“ＲＥＳＵＬＴＳ ＡＲＥ ＦＩＮＡＬ（リザルツ アー ファイナル）”

と宣言する。 

ジュリーはメダリストをＦＯＰに集合させ、アナウンサーは即座に、6.17.1.14.pに

従って、銅、銀、金メダリストをアナウンスする。 

ファイナリストやコーチが射撃線からピストルを動かす前に、射場役員は薬室が開

放され、セフティフラッグが挿入され、弾倉がはずされ、弾倉からも抜弾されている

ことを確認するためにピストルをチェックしなければならない。ピストルは射撃線

から去る前にケースに収納されていなければならない。 

ｋ） 

遅発 

（ LATE SHOTS ） 

選手がレイトショットを撃ったり、時間内に全５的を撃ちきれなかった場合、オーバ

ータイムショットまたは未発射弾１発につき１ヒットの減点がそのシリーズのスコ

アに科せられる。その遅発は“ＯＴ”と表示される。 

ｌ） 

ＲＥＡＤＹポジション 

(8.7.2、8.7.3) 

ジュリーが選手の腕の振り上げが早すぎるまたは十分に腕が下がってなかったと判

断した場合、選手はそのシリーズの得点から２ヒット減点されなければならない（グ

リーンカード）。ファイナルでは警告は与えられない。これが繰り返された場合、選

手は失格とされなければならない(レッドカード)。レディーポジション違反の裁定

を下す場合は、ペナルティや失格を科す前に、少なくとも２名の競技ジュリーが、選
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手の腕の振り上げが早すぎたことを示す表示（旗をあげるなど）をしなければならな

い。 

ｍ） 

故障 

(8.9) 

試射中の故障については申告も再射もできない。ファイナルを通じて本射中には１

回のみ故障（許容できる故障であろうが許容できない故障であろうが）を申告でき

る。本射中に故障が発生した場合、射場役員はその故障が許容できるものか許容でき

ないものかを確かめなければならない。許容できる故障ならば、選手はそのシリーズ

を、他のファイナリストを待たせて、即座に再射しなければならず、その再射シリー

ズの得点が採用される。選手は再射シリーズの準備のために１５秒与えられる。これ

以外の故障に対して再射は許されず、表示されたヒット数が加算される。 

もしその故障が許容できないものであったなら、そのシリーズの得点から２ヒット

の減点が科せられなければならない。 

6.17.5    ファイナル－２５ｍピストル女子 

ａ） 

ファイナルの様式 

２５ｍピストル女子のファイナルは、速射の５発シリーズのヒットオアミススコア

による１０シリーズで構成され、４シリーズ目から最下位のファイナリストの脱落

が開始され、金および銀メダリストの決まる１０シリーズまで続けられる。 

ｂ） 

標的 

２５ｍＥＳＴの５的グループ２つを使用しなければならない。標的はＡ－Ｂ－Ｒ１

－Ｄ－Ｅ－Ｆ－Ｇ－Ｒ２－Ｉ－Ｊと表示される。ファイナルでは、８名のファイナリ

ストがＡ－Ｂ－Ｄ－Ｅ－Ｆ－Ｇ－Ｉ－Ｊにくじ引きによって割り当てられる。 

ｃ） 

採点 

 

 

 

 

減点 

ファイナルは０点から始められる。採点はヒットオアミススコアであり、ヒットゾー

ンにあたった弾、１発につき１ヒットと採点される。ヒットゾーンの大きさは２５ｍ

ラピッドファイアピストル標的の１０.２点の範囲となる。 

ファイナルにおける得点は加算され、各選手の最終成績は５シリーズの合計ヒット

数により順位が決められる。同点の場合は同点が解消されるまで追加のシリーズを

行う。 

本射第一発目の前に起こった反則に対する減点は本射第一シリーズの成績に科せら

れる。その他の時点での反則に対する減点はその反則の起こったシリーズの得点に

科せられる。 

ｄ） 

出頭時刻 

３０分前と２０分前 

選手は開始時刻の少なくとも３０分前に用具と競技用の服装を携えて出頭しなけれ

ばならない。ジュリーは各選手が出頭したら可能な限り迅速に用具のチェックを完

了させなければならない。選手および選手のコーチは、開始時刻の２０分前までに

は、ファイナルを行うに十分な弾薬を含む用具を射座に持ち込むことを許可されな

ければならない。選手の用具には故障したピストルに換えて使用する予備銃（セフテ

ィフラッグが挿入されていなければならない）も含まれる。 

ｅ） 

呼び出し 

準備時間と試射 

１２分前 

射場長は開始時刻の１２分前に“ ＡＴＨＥＬＥＴＥＳ ＴＯ ＴＨＥ ＬＩＮＥ

（アスリート トゥ ザ ライン）”という号令をかける。１分後、射場長は“ＰＲ

ＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＢＥＧＩＮＳ ＮＯＷ（プレパレーション ビギンズ ナ

ウ）”という号令により２分間の準備時間を開始させる。 

２分後、射場長は“ＥＮＤ ＯＦ ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ（エンド オブ プレパ

レーション）”の号令をかける。 

試射シリーズは通常の速射５発（8.7.6.4）で行われる。準備時間の後直ちに、射場

長は“ＦＯＲ ＴＨＥ ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＳＥＲＩＥＳ，ＬＯＡＤ（フォー ザ 
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サイティング シリーズ ロード）”の号令をかける。この号令の後、選手は弾倉に

弾を入れピストルに装着し、射撃の準備をすることができる。 

“ＬＯＡＤ(ロード)”の号令の６０秒後、射場長は“ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ（アテンシ

ョン）”の号令をかけ、標的の赤ランプが点灯する。このとき選手はレディーポジシ

ョンをとらなければならない（8.7.2）。７秒後、シリーズ開始の合図として最初の３

秒間緑ランプが点灯する。シリーズ終了後、射場長は“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ

（ストップ アンロード）”の号令をかける。 

試射シリーズでは得点のアナウンスは行われない。“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ス

トップ アンロード）”の号令後、ファイナリストは抜弾したピストルにセフティフ

ラッグを挿入して台に置き、選手紹介のために観客と向かい合わせになるように振

り向かなければならない。射場役員は薬室が開放され、セフティフラッグが挿入され

ていることを確認しなければならない。 

ｆ） 

ファイナリストの紹介 

６分１５秒前 

ファイナリストの銃のチェック後、アナウンサーは、6.17.1.12 に従い、選手、射場

長、担当ジュリーを紹介する。 

ｇ） 

号令と射撃の詳細手順 

選手の紹介の直後、射場長は“ＴＡＫＥ ＹＯＵＲ ＰＯＳＩＴＩＯＮＳ（テイク 

ユア ポジションズ）”の号令をかける。 

１５秒後、最初の本射シリーズが開始される。射場長は”ＬＯＡＤ（ロード）”の号

令をかける。選手は１分間で２つの弾倉に装填する（8.7.6.2.ｄはファイナルでは適

用されない）。 

本射第 1シリーズの開始前に１回だけ“ＬＯＡＤ（ロード）”の号令がかけられる。

ファイナル全体を通じて、選手は必要に応じて弾倉に装填を行うことができる。 

“ＬＯＡＤ（ロード）”の号令の１分後、射場長は“ＦＩＲＳＴ ＳＥＲＩＥＳ．．．

ＲＥＡＤＹ（ファースト シリーズ．．．レディー）”と号令をかけ、選手はピストル

に弾倉を入れ、射撃の準備をする。 

“ＲＥＡＤＹ（レディー）”の号令の１５秒後、射場長は“ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ（ア

テンション）”の号令をかけ、赤色ランプが点灯する。選手はレディーポジション

(8.7.2)を取らなければならない。７秒後、速射シリーズ開始の合図として最初の３

秒間緑ランプが点灯する。７秒後に赤色ランプが点灯する。シリーズ終了後、射場長

は“ＳＴＯＰ（ストップ）”の号令をかける。 

“ＳＴＯＰ（ストップ）”の号令後、アナウンサーはファイナリストの順位と成績を

コメントする。 

アナウンス終了１５秒後に、射場長は“ＮＥＸＴ ＳＥＲＩＥＳ．．．ＲＥＡＤＹ（ネ

クスト シリーズ．．．レディー）”と号令をかける。 １５秒後、射場長は“ＡＴＴＥ

ＮＴＩＯＮ（アテンション）”の号令をかける。 

この手順をすべてのファイナリストが４シリーズを撃ち終えるまで続ける。 

第４シリーズ終了後そして８位に同点がなければ、射場長は“ＳＴＯＰ（ストップ）”

の号令をかける。 

ｈ） 

エリミネーション 

すべてのファイナリストが第４シリーズを撃ち終わった後、最下位の選手が脱落す

る（８位）。この後、次のように各シリーズ終了後に一人ずつ選手が脱落していく。 

５シリーズ後・・・・７位 



 

   79 

６シリーズ後・・・・６位 

７シリーズ後・・・・５位 

８シリーズ後・・・・４位 

９シリーズ後・・・・３位（銅メダリストの決定） 

１０シリーズ後・・・２位と１位（銀および金メダリストの決定） 

ｉ） 

同点の順位決定 

脱落すべき最下位の選手が同点であった場合、その同点の選手は追加のタイブレイ

キングシリーズ（速射）を同点が解消されるまで行う。 

タイブレイキングシリーズでは、射場長はすぐに同点の選手の名前“［該当選手の苗

字］”を呼び、そして通常の射撃手順によりタイブレイキングシリーズの号令がかけ

られる。アナウンサーは同点が解消されるまでコメントはしない。 

ｊ） 

ファイナルの完了 

第１０シリーズの後、同点がなければ、射場長は“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（スト

ップ アンロード）”の号令後、“ＲＥＳＵＬＴＳ ＡＲＥ ＦＩＮＡＬ（リザルツ 

アー ファイナル）”と宣言する。 

ジュリーはメダリストをＦＯＰに集合させ、アナウンサーは即座に、6.17.1.14.pに

従って、銅、銀、金メダリストをアナウンスする。 

ｋ） 

ＲＥＡＤＹポジション 

(8.7.2) 

競技ジュリーが選手の腕の振り上げが早すぎるまたは十分に腕が下がってなかった

と判断した場合、選手はそのシリーズの得点から２ヒット減点されなければならな

い（グリーンカード）。ファイナルでは警告は与えられない。これが繰り返された場

合、選手は失格とされなければならない(レッドカード)。レディーポジション違反

の裁定を下す場合は、ペナルティや失格を科す前に、少なくとも２名の競技ジュリー

が、選手の腕の振り上げが早すぎたことを示す表示（旗をあげるなど）をしなければ

ならない。 

ｌ） 

故障 

(8.9.1) 

試射中の故障については申告も完射もできない。ファイナルを通じて本射中には１

回のみ故障（許容できる故障であろうが許容できない故障であろうが）を申告でき

る。本射中に故障が発生した場合、射場役員はその故障が許容できるものか許容でき

ないものかを確かめなければならない。許容できる故障ならば、選手はそのシリーズ

を、他のファイナリストを待たせて、即座に完射しなければならない。選手はシリー

ズ完射の準備のために１５秒与えられる。これ以外の故障に対して完射は許されず、

表示されたヒット数が加算される。 

6.17.6    表彰式 

    金、銀、銅メダリストを讃える表彰式は各ファイナル後できるだけ迅速に、ＧＲ3.9.6に従って、

行われなければならない。表彰式の進行のＩＳＳＦ基準は、ＩＳＳＦ本部に用意されている、フ

ァイナル射場と表彰式の認定ガイドラインに示されている。 

6.18  ライフルおよびピストルのミックス種目 

6.18.1    １０ｍエアライフルおよび１０ｍエアピストル種目 

6.18.1.1   このルールは１０ｍエアライフルおよびエアピストルのミックス種目の特別テクニカルルールを

規定する。 

6.18.1.2   チーム構成 

       各国２名の選手（１名は男子、１名は女子）。 

6.18.1.3   ナショナルアイデンティフィケーション／ドレスコード 

       ａ）各国からの選手は、以下に示すようにして、射撃服にナショナルアイデンティフィケーショ
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ンを提示しなければならない。 

       ｂ）ライフル：ジャケットの観衆に向く側のポケットにＩＯＣによって決められた３文字略称に

よって国名を表示する。すでに射撃ジャケットにＮＯＣがある場合は、観衆側のポケットに

は国旗が付けられるべきである。 

       ｃ）ピストル：ＩＯＣによって決められた３文字略称による国名をＴシャツやスポーツジャケッ

トの観客に向く側の袖に表示すべきである。 

6.18.1.4   チームの申し込み 

       ａ）ＩＳＳＦ申し込み規則により、各国は選手権大会ごとに最大２チームの申し込みができる。

チームメンバーはそのミックス種目の競技日の２日前の日の正午１２時までにその選手権大

会に申し込んでいる別の選手と変更することができる。この期限までにチームメンバーの登

録確認ができなかったチームは、メンバーが参加選手の内から無作為に選ばれ、その後の変

更はできないものとする。 

       ｂ）参加料は１チーム１７０ユーロである（ＧＲ8.4.2）。 

6.18.1.5   競技方式 

       １０ｍミックス種目は２つのステージで行われる。 

       ａ）本選 

       ｂ）ファイナル（ブロンズメダルの決まるステージ１とゴールド/シルバーメダルの決まるステー

ジ２から構成される） 

6.18.1.6   チーム成績 

       ミックス種目の得点と成績は２人のチームメンバーの合計点に基づく。 

6.18.1.7   コーチング 

       ａ）本選においては、言語によらないコーチングは許される。 

       ｂ）メダルマッチにおいては、各チーム着席していなければならないコーチの一人が選手に近づ

き、会話することが許される。コーチはラウンドの完了後、アナウンスが行われている間に

直ちに手をあげることにより「タイムアウト」を要求できる。「タイムアウト」は各メダルマ

ッチで１回だけ要求することができる。コーチが射座内にいる選手に近づいて話すことがで

きるのは、コーチが選手に近づき始めてから最大１分間となる。 

ｃ）担当ジュリーは時間を管理し、１分の経過を「タイム」とアナウンスしなければならない。

コーチはその後すぐに自分の席に戻らなければならない。一方のチームが「タイムアウト」

要求した際、他方のチームのコーチも同時に自分の選手に近づき話すことができる。このこ

とは他方のチームによる自身のタイムアウトの請求には影響しない。 

6.18.1.8   銃器故障 

       ａ）本選における故障は 6.13に従って処理される。 

ｂ）ファイナルのメダルマッチにおける故障は 6.17.1.6に従って処理される（メダルマッチにお

いて各チーム１回の許容できる故障が許される）。 

6.18.1.9   ＥＳＴに対する不満と得点に関する抗議 

       ａ）本選におけるＥＳＴに対する不満は 6.16.5.2 に従って裁定される。 

ｂ）ファイナルにおけるＥＳＴに対する不満は 6.17.1.8を参照。 

6.18.1.10   抗議 

       ａ）本選における抗議は 6.16に従って裁定される。 

ｂ）ファイナル中に生じた抗議はファイナル抗議ジュリーにより、6.17.1.10.dおよび 6.17.1.13
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に従って裁定される。 

6.18.1.11   表彰式 

       ミックス種目の表彰式は 6.17.6に従って行われる。 

6.18.2    本選 

6.18.2.1   会場 

       ミックス種目の本選は本選射場で１つ以上の射群で実施される。 

6.18.2.2   射座割 

       ａ）チームの射座は 6.6.6に従って、ランダムコンピューター抽選によって割り当てられる。 

ｂ）同じ国のチームを隣り合って配置することはできない。 

ｃ）各チームの２人は隣り合った射座で射撃する。 

6.18.2.3   選手の入場 

       ａ）各本選射群において、射場長は公表された開始時刻の２０分前に選手を射座に入れる。 

       ｂ）選手は指定された射座において、１０分間の射撃用具のセッティングのための時間が許され

る。 

       ｃ）選手は射場長が射座に呼び入れるまで、銃器を取り出すのみならずいかなる用具も射座に置

くことはできない。 

       ｄ）選手は射座入り後、準備および試射時間の開始前に銃器を取り扱い、セフティフラッグを取

り外し、空撃ち、据銃、照準練習が許される。 

       ｅ）ファイナルにおいては、選手は、準備および試射時間が開始されるまで、セフティフラッグ

の取り外し、空撃ちを行うことはできない。 

6.18.2.4   準備および試射時間 

       選手は本選開始前に１０分間の試射弾数無制限の準備および試射時間が許される。 

ａ）準備および試射時間の終了時刻は本射開始時刻のほぼ３０秒前としなければならない。 

ｂ）射場役員による競技前チェックは、準備および試射時間の始まる１０分間で完了しなければ

ならない。 

ｃ）準備および試射時間は“ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮＧ ＴＩＭＥ．．．

ＳＴＡＲＴ（プレパレーション アンド サイティング タイム．．．スタート）”の号令で開

始される。“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令の前に撃発することはできない。 

ｄ）準備および試射時間の“ＳＴＡＲＴ（スタート）”の号令の前に、選手が弾を発射した場合、

本射の１発目を０点としなければならない。危険行為を伴う場合、選手は失格となる場合も

ある。 

ｅ）準備および試射時間が９分３０秒間経過したら、射場長は“３０ ＳＥＣＯＮＤＳ（サーテ

ィ セカンズ）と告知しなければならない。 

ｆ）準備および試射時間の終わりには、射場長は“ＥＮＤ ＯＦ ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ Ａ

ＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮＧ．．．ＳＴＯＰ（エンド オブ プレパレーション アンド サイテ

ィング．．．ストップ）”と号令をかけなければならない。標的役員が標的を本射に備えてリセ

ットするために約３０秒間の短い休止がとられなければならない。 

ｇ）選手が、“ＥＮＤ ＯＦ ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＩＧＨＴＩＮＧ．．．ＳＴＯＰ

（エンド オブ プレパレーション アンド サイティング．．．ストップ）”の号令の後、“Ｍ

ＡＴＣＨ ＦＩＲＩＮＧ．．．ＳＴＡＲＴ（マッチ ファイアリング．．．スタート）”の号令の

前に、弾を発射した場合、その発射弾は本射として数えてはならない。 
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6.18.2.5   弾数と制限時間 

       ａ）本選では、チームメンバーは３０分の制限時間でそれぞれ３０発の本射弾（チームでは合計

６０発）を撃つ。各選手はチームパートナーから独立して射撃を行う。 

6.18.2.6   採点 

       本選においては、１０ｍエアライフルミックス種目は小数値（6.3.3.1）の得点が使われる。１０

ｍエアピストルミックス種目では整数値の得点が使われる。 

6.18.2.7   チーム成績 

       ａ）チーム成績は各チームメンバーの得点が合計された得点で決められる。 

ｂ）同点の場合はチーム得点（２人の合計得点）に 6.15.5を適用して順位を決定する。 

ｃ）上位４チームがファイナルへ進出する。 

ｄ）３位と４位のチームがファイナルステージ１で争う。 

ｅ）１位と２位のチームがファイナルステージ２で争う。 

6.18.3     ファイナル 

       ファイナルは銅メダルの決まるステージ１とそれに続く金/銀メダルの決まるステージ２で構成

される。 

6.18.3.1    会場 

       １０ｍエアライフルおよびエアピストルのミックス種目のファイナルは、可能であれば、ファイ

ナル射場で行われなければならない。各チームの両選手が見ることのできる成績表示モニターは

ＦＯＰになければならない。 

6.18.3.2    手順 

       ａ）ファイナルでは新たに割り当てられたＢｉｂ（ゼッケン）を着用する。 

       ｂ）ファイナルステージ１の選手およびコーチは、開始時刻の少なくとも１５分前には、指定さ

れた射座に用具を置きに行くことを許可されなければならない。その後、射場から去り、呼

び込まれるまで待たなければならない。 

       ｃ）ＦＯＰにバッグや銃ケースを残しておくことはできない。 

6.18.3.3    ファイナル役員 

       ミックス種目のファイナルは 6.17.1.10に従って運営および監督される。 

6.18.3.4    出頭と開始時刻 

       ａ）ファイナルの開始時刻は射場長がファイナルステージ１の本射１発目の号令をかけ始める時

刻である。 

       ｂ）ファイナルに進出した８名すべての選手は、ファイナル射場の出頭場所に、必要なすべての

用具を持って、ファイナルステージ１の開始時刻の少なくとも３０分前には出頭しなければ

ならない。チームメンバーの一人でも出頭時刻に遅れた場合、本射の第１シリーズから２ポ

イントを減点される。各チーム１名のコーチが付き添うことができる。 

       ｃ）開始時刻の２０分前よりも遅れてきた選手またはチームはファイナルに参加することはでき

ず、ファイナルステージ１では４位、ファイナルステージ２では２位となる。 

       ｄ）ファイナル後すぐに表彰式が行われる場合、すべての選手は表彰式にふさわしいナショナル

チームのユニフォームも持って出頭しなければならない。ジュリーは各選手の出頭後、でき

るだけ素早く出頭時間内に用具のチェックを完了しなければならない。 

       ｅ）ファイナルステージ１の選手またはコーチは開始時刻の少なくとも１５分前には指定された

射座に用具を置くことを許可されなければならない。その後、射場を離れ、射座への呼び込
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みがあるまで待機していなければならない。 

       ｆ）ファイナルの両ステージのチームおよびコーチは各ファイナルステージ１の開始時刻の１０

分前に、射座への呼び込みに備えて、射座順に集合させられなければならない。 

6.18.3.5    射座割 

       ａ）ファイナルステージ１では本選３位のチームが射座ＢとＣに本選４位のチームが射座ＦとＧ

に割り当てられるべきである。 

       ｂ）ファイナルステージ２では本選１位のチームが射座ＢとＣに本選２位のチームが射座ＦとＧ

に割り当てられるべきである。 

       ｃ）チームメンバーはファイナルにおいて射座を交換できる。交換の希望がある場合、本選成績

の速報の抗議締切時刻までにコーチがＲＴＳジュリーにどの選手が左側で撃ち、どの選手が

右側で撃つのかを申告しなければならない。 

6.18.3.6    得点 

       ａ）ファイナル（ライフルおよびピストルともに）におけるすべての発射弾の得点は小数値の採

点とする。 

       ｂ）各ラウンドでチーム合計点の高いチームが２ポイントを得る。 

       ｃ）同点の場合は各チームが１ポイントずつを得る。 

       ｄ）先に１６ポイント以上を獲得したチームが勝者となる。 

       ｅ）両チームが同時に１６点に達した場合、同点を解消するために追加のラウンドが行われる。 

       ｆ）同点が解消されるまで追加のラウンドは継続される。 

6.18.3.7    ファイナル中のＥＳＴに対する不満 

       ａ）試射中に、ロール紙の送り不良にチームメンバーまたはコーチが不満を申告したり、射場役

員が気付いた場合、射場長は射撃を止め、技術役員にこの問題を直させなければならない。

その後、試射を再開させなければならない。 

       ｂ）チームメンバーに標的が正しく作動していないまたは予期しない０点や表示無しに対する不

満がある場合、次の手順が行われなければならない。 

       ｃ）担当ジュリーは故障があったと思われる標的を撃っている選手にもう１発撃つように指示し

なければならない。この追加の発射弾が記録されたならば、追加弾の得点を採用し、予期し

ない０点や表示のなかった発射弾は無効とされる。追加弾も表示がなかった場合、ジュリー

は競技を中断し、選手を予備的に移動させなければならない。 

       ｄ）選手を予備的に移動させた場合、再開の準備が整ったら、全選手に弾数無制限の２分間の試

射時間が与えられる。つづいて射座を移動した選手が５０秒以内に本射を行い、競技は継続

される。 

6.18.3.8    入場 

       ファイナルの両ステージの選手は１度に入場する。各チームが入場するのに合わせてアナウンサ

ーは観客にチームの紹介をする。選手は指示された射座で観客に向かい、ＣＲＯと担当ジュリー

の紹介を含めて、全員の紹介が終わるまで立っていなければならない。 

       ファイナルステージ２のチームは待機場所まで戻る。 

6.18.3.9    準備および試射時間 

       １分後、射場長は“ＦＩＶＥ ＭＩＮＵＴＥＳ ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＩＧＨＴ

ＩＮＧ ＴＩＭＥ．．．ＳＴＡＲＴ（ファイブ ミニッツ プレパレーション アンド サイティ

ング タイム．．．スタート）”の号令をかける。４分３０秒後、射場長は“３０ ＳＥＣＯＮＤＳ
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（サーティ セカンズ）”のアナウンスをする。５分後、射場長は“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ス

トップ．．．アンロード）”の号令をかける。 

6.18.4     ファイナルの手順 

       ａ）準備および試射時間終了の１分後に、射場長は次の号令をかける。 

ｂ）“ＦＯＲ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮ ＳＨＯＴ ＬＯＡＤ（フォー ザ フ

ァースト コンペティション シット ロード）”、５秒後、“ＳＴＲＡＴ（スタート）” 

ｃ）各チームメンバーは、５０秒以内に、１発射撃する。 

ｄ）どちらの選手が先に撃ってもよい。 

ｅ）射場長は、すべての選手が撃ち終ったら“ＳＴＯＰ（ストップ）”と号令する。 

ｆ）ＳＴＯＰ（ストップ）”の号令の直後に、各ラウンドの合計得点が高いチームが、獲得ポイン

トとともにアナウンスされる。 

ｇ）アナウンサーは、１５～２０秒間で、現在のチームポイントの状況や注目に値する得点につ

いてコメントする。各個人の得点はアナウンスしない。 

ｈ）この手順をファイナルの各ステージが決するまで繰り返す。 

6.18.4.1    ファイナルステージ１の完了 

       ａ）銅メダルが決まったらすぐに、射場長は“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ．．．アンロ

ード）”の号令をかけ、同点や抗議がなければ、“ＲＥＳＵＬＴＳ ＡＲＥ ＦＩＮＡＬ（リ

ザルツ アー ファイナル）”と宣言する。アナウンサーは銅メダル獲得チームをアナウンス

する。 

ｂ）射場役員はライフル／ピストルのアクションが開けられ、セフティフラッグが挿入されてい

ることを確認しなければならない。 

6.18.4.2     ファイナルステージ１とステージ２の交代 

ａ）ステージ１の選手は、ライフル／ピストルを待機場所の安全な所に置くためにＦＯＰを離れな

ければならないが、ファイナルステージ２を用意された席で座って見るために戻ってきても

よい。 

ｂ）銅メダル決定から少なくとも５分後には、ＲＴＳジュリーの標的チェック終了の後、射場長は

“ＲＡＮＧＥ ＣＬＥＡＲ（レンジ クリアー）”と宣言する。ファイナルステージ２の選手

およびコーチは自身の射座へ用具を置くことを許可されなければならない。 

ｃ）その後、射場を離れ、射座への呼び込みがあるまで待機していなければならない。 

6.18.4.3    ファイナルステージ２の完了 

ａ）金／銀メダルが決まったらすぐに、射場長は“ＳＴＯＰ．．．ＵＮＬＯＡＤ（ストップ．．．ア

ンロード）”の号令をかけ、“ＲＥＳＵＬＴＳ ＡＲＥ ＦＩＮＡＬ（リザルツ アー ファ

イナル）”と宣言する。アナウンサーは金メダル／銀メダル獲得チームをアナウンスする。 

ｂ）射場役員はライフル／ピストルのアクションが開けられ、セフティフラッグが挿入されてい

ることを確認しなければならない。 

ｃ）個人戦のファイナル同様、金メダリストと銀メダリストは銅メダリストと共にＦＯＰに集ま

らなければならず、公式写真やアナウンスのために、ジュリーによって並ばせられる。選手

は、写真のために、自身のライフル／ピストルを手に取ることが許される。そのため、銅メ

ダリストは、遅延なく、待機場所にある自身の銃を取りに行き、戻ってこなくてはならない。 

6.18.4.4    ファイナルの演出および音楽 

       ａ）本選ステージにおいては音楽をかけなければならない。 
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ｂ）メダルマッチにおいては音楽をかけなければならない。 

ｃ）ＴＤは音楽プログラムを承認しなければならない。メダルマッチにおける熱烈な観衆の応援

は奨励され、推奨される。 

6.18.4.5    想定外や異論のある事態 

       上記のルールに言及されていない事態については 6.17 が適用される。想定外や異論のある事態

も、各種目のルールに従い、ジュリーによって裁定される。 

6.19  オリンピックのショットガン種目のファイナル （略） 

6.20  ショットガンスキートミックス種目 （略） 

6.21  書類様式 

       ＩＳＳＦ選手権大会を実施するにあたり必要な以下の書類の様式を次ページより掲載する。 

       ａ）抗議用紙（様式Ｐ） 

       ｂ）上訴用紙（様式ＡＰ） 

       ｃ）射場事故報告書（様式ＩＲ） 

       ｄ）ＲＴＳ室採点通知書（様式ＣＮ） 

       ｅ）２５ｍラピッドファイアピストル男子故障採点票（様式ＲＦＰＭ） 

       ｆ）２５ｍスタンダードピストル男子故障採点票（様式ＳＴＤＰ） 

       ｇ）ドレス/広告コード違反警告書（様式ＤＣ） 
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抗議用紙様式１ページ 

 

 抗 議 用 紙 Ｐ 

抗議用件［選手またはチーム役員が記入］ 

種 目： 

抗議するジュリー：                            （ジュリーの氏名を記入） 

日付：           時刻：               の行動または裁定に抗議する。 

抗議の対象となる行動または裁定（以下に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

抗議の理由（ルール番号を付記） 

 

 

 

 

 

 

 

抗議提出者（氏名一所属） 

 

 
ご提供いただきました個人情報は抗議の手続きを進めることのみに使用いたします。抗議の提出に際しましては、ＩＳＳＦウェブサイトの「ルー

ル」にあります「ＩＳＳＦデータ保護規定」を読み、理解したことをご確認のうえ、行ってください。 

抗議の受理［受理した役員が記入］ 

抗議を受け取った 日付：             時刻： 

受領した抗議料：            受領した者の氏名： 

抗議を受理した者の氏名 

 

 

各種様式参照 
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ジュリーの裁定（主任ジュリーが記入） 

抗議の検討 日付：               時刻： 

 

 

裁定結果        認める       ／       却下 

裁定の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任ジュリーの氏名 

 

 

 

 

抗議提出者への通知 

日 付： 

時 刻： 

 

抗議料：        返却       ／        収納 

 

抗議用紙様式２ページ 

 

各種様式参照 
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上 訴 用 紙 ＡＰ 

チームリーダーまたは代表者が記入 

ジュリーの裁定に同意できない場合は上訴することができる。抗議に用いた抗議用紙（Ｐ）のコピーを添付すること。 

上訴の理由 

 

 

 

 

 

 

 

上訴用件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上訴提出者（氏名一所属） 

 

 
ご提供いただきました個人情報は抗議の手続きを進めることのみに使用いたします。抗議の提出に際しましては、ＩＳＳＦウェブサイトの「ルール」

にあります「ＩＳＳＦデータ保護規定」を読み、理解したことをご確認のうえ、行ってください。 

上訴の受理［受理した役員が記入］ 

上訴を受け取った 日付：              時刻： 

受領した上訴料：             受領した者の氏名： 

上訴を受理した者の氏名 

 

 

 

上訴用紙様式１ページ 

 

各種様式参照 
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 上訴ジュリーの裁定（主任上訴ジュリーが記入） 

上訴の検討 日付：              時刻： 

裁定結果           認める     ／      却下 

裁定の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任上訴ジュリーの氏名 

 

 

 

 

 

上訴提出者への通知 

日付二 

時 刻： 

上訴料：         返却      ／        収納 

上訴ジュリーの裁定は最終である。 

 

上訴用紙２ページ 

 

各種様式参照 
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射場事故報告書 ＩＲ 

射場事故報告書シリアル番号 

(記点手は記録を残していかなければならない) 
 

事故の日付  事故の時刻  

種目  射群  射 座  

選手氏名  ステージ  

Bib 番号  所 属  シリーズ  

事故の具体的状況 

 

 

 

適応ルール番号： 

罰則の付加： 

最初に報告した 

射場役員の氏名  時刻  

競技ジュリーの氏名 
 時刻  

RTS 係の氏名 
 時刻  

RTS ジュリーの氏名 
 時刻  

射場事故報告書様式 

 

注：射場役員またはジュリーによって書き込みが完了した用紙は、そのコピーを迅速に 

  射場(ＥＳＴ)コントロールルームへ送らなければならない。 

 

各種様式参照 
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ＲＴＳ室採点通知書様式 

 

 

ＲＴＳ室 

スコア通知用紙 
ＣＮ 

種 目  日 付  

射 群  予選／本選  

速報を掲示した者の 

氏名 
 時刻  

抗  議  締  切  時  刻 時刻  

抗議はなかった  

(確認者氏名) 
 成績は確定した 

または、 

抗議が受理された 

 (添付の抗議用紙を参照のこと) 

抗議を受け取った 

  時 刻 
 

成績はまだ確定していない 

RTS 係の氏名  時刻  

RTS ジュリーの氏名  時刻  

EST 役員の氏名  時刻  

 
注：ＲＴＳ係によって書き込みが完了した用紙は、そのコピーを迅速に 

  射場(ＥＳＴ)コントロールルームへ送らなければならない。 

 

各種様式参照 
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２５ｍスタンダードピストル男子故障採点票様式 

 

 

２５ｍスタンダードピストル男子 

故障時採点計算票 

ＳＴＤＰ 

射 群 ／ シリーズ 
1st / 2nd / 3rd /  4th 

故障時刻  

射撃時間 150  / 20 / 10 sec 

射座番号  選手氏名  

Bib 番号  所 属  日付  

許容できる故障には「ＡＭ」を許容できない故障には「ＮＡＭ－Ｏ」と記入。発射されなかった弾は

「Ｏ」と記入（標的外または両シリーズで１発も弾を受けなかった場合のみ）。 

ショット 

 

シリーズ 

１ ２ ３ ４ ５ Total 

本 射       

再 射       

最終得点       

(最終得点は低い得点５発の合計) 

１０発シリーズの後半の場合、前半５発

の得点を記入。そうでなければ、空欄と

する。 

前半 

５発の得点 
 

正しい 10 発の 

得点 
 

射場役員の氏名  

射場ジュリーの氏名  

RTS 係の氏名  RTS ジュリーの氏名  

成績表作成コンピューターの得

点修正確認 
 技術役員の氏名  

RTS ジュリーの氏名  修正参照番号  

 
注：射場役員またはジュリーによって書き込みが完了した用紙は、そのコピーを迅速に 

  射場(ＥＳＴ)コントロールルームへ送らなければならない。 

 

各種様式参照 
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２５ｍラピッドファイアピストル男子故障採点票様式 

 

 

２５ｍラピッドファイアピストル男子 

故障時採点計算票 
ＲＦＰＭ 

ステージと射群 ／ 
シリーズ 1st ／ 2nd 

故障時刻  

射撃時間 8s / 6s / 4s 

射座番号  選手氏名  

Bib 番号  所 属  日付  

許容できる故障には「ＡＭ」を許容できない故障には「ＮＡＭ－Ｏ」と記入。発射されなかった弾は

「Ｏ」と記入（標的外または両シリーズで１発も弾を受けなかった標的のみ）。 

ショット 

 

シリーズ 

左 

モニター 
モニター 

中央 

モニター 
モニター 

右 

モニター 
合計 

本 射       

再 射       

最終得点       

(最終得点は各欄の低い方の得点の合計と等しい) 

１０発シリーズの後半の場合、前半５発

の得点を記入。そうでなければ、空欄と

する。 

前半５発の 

得点 
 

正しい 10 

発の得点 
 

射場役員の氏名  

射場ジュリーの 

氏名 
 

RTS 係の氏名  RTS ジュリーの氏名  

成績表作成コンピューター 

の得点修正確認 
 

技術役員の 

氏名 
 

RTS ジュリーの氏名  修正参照番号  

 
注：射場役員またはジュリーによって書き込みが完了した用紙は、そのコピーを迅速に 

  射場(ＥＳＴ)コントロールルームへ送らなければならない。 

 

各種様式参照 
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6.22  ＩＳＳＦドレスコード 

ＩＳＳＦルールＧＴＲ6.7.5では次のように明言されている。 
“公式スポーツ行事に適したマナーに則った服装で射場に現れることは選手、コーチおよび役員
の責任である。選手と役員の服装はＩＳＳＦドレスコードを遵守しなければならない。6.19 のＩ
ＳＳＦドレスコード全文を参照すること。” 

 

このＩＳＳＦルールは、ＩＳＳＦドレスコードを根拠としている。 

 

6.22.1    通則 

全てのスポーツは自身が若者、大衆やメディアに提供するイメージに影響を受ける。特にオリン

ピックスポーツでは、選手、コーチや役員が与える素晴らしいプロフェショナルなイメージによ

って判断される。射撃のスポーツとしての成長、新たな参加者やファンを引きつけることおよび

オリンピックスポーツとして地位が保証される可能性は、選手や役員の服装によって大いに影響

を受ける。このＩＳＳＦドレスコードは、6.7.6の実行のための規定およびガイドラインを提供し

ている。 

6.22.2    選手の服装規定 

6.22.2.1   練習、予選、本選、ファイナルで選手が着用する全ての服装は、国際的なスポーツの競技大会に

参加する選手として適切なものが着用されなければならない。選手の服装はオリンピックスポー

ツのアスリートとしての射撃選手の良いイメージを伝えなければならない。  

6.22.2.2   競技会ではライフル、ピストル、ショットガンおよびランニングターゲット選手は各国、各国オ

リンピック委員会、各国競技団体の色やエンブレムを含んでいたり付いているスポーツタイプの

服を着るべきである。競技中に着用する適切な服装には、各国競技団体や各国オリンピック委員

会が支給したトレーニングスーツ、トラックスーツ、ウォームアップユニフォームなどが含まれ

る。 

6.22.2.3   団体戦に参加するチームメンバーは、代表する国を反映する同じユニフォームを着用すべきであ

る。 

6.22.2.4   表彰式やその他のセレモニーでは、選手は公式ユニフォームまたは公式トレーニングウエアの着

用を要求される。団体戦では全チームメンバーは適切なナショナルユニフォームを着用しなけれ

ばならない。ナショナルチームのユニフォームを着用せずに表彰式に現れた選手がいた場合、ジ

ュリーは、式が始まる前に選手に適切な衣服に着替えるように要求し、そのために表彰式の開始

を遅らせることができる。 

6.22.2.5   ライフル選手の服装は、7.5 に記載されたライフル服装規定を遵守していなければならない。射

撃ズボンおよび射撃シューズを着用しない場合、競技会での服装はこのＩＳＳＦドレスコードを

遵守しなければならない。 

6.22.2.6   すべてのピストル種目の練習ならびに競技中は、女性はドレス、スカート、キュロット、半ズボ

ンまたはズボンならびにブラウスまたはトップス（上半身の前後と両肩を覆う上着）の着用を求

められる。男性は長ズボンまたは半ズボンならびに長袖または半袖のシャツの着用を求められる。

選手はどのようなタイプの競技力向上衣服を着用することは許されない。すべての選手の服装は

ＩＳＳＦドレスコード（6.7.5および 6.22）が守られていなければならない。 

6.22.2.7   ショットガン選手は 9.13.1に記載されたショットガン服装規定を遵守しなければならない。 

6.22.2.8   半ズボンで競技を行う場合、その半ズボンの裾は膝の中心から上方１５ｃｍより長くなければな

らない。スカートやドレスにおいてもこの基準は守られなければならない。 

6.22.3    禁止品目 

6.22.3.1   競技中や表彰式で着用が禁止される衣服はブルージーンズ、ジーンズまたはスポーツに適さない

色の似たようなズボン、迷彩柄の衣服、ノースリーブのシャツ、短すぎる半ズボン（6.22.2.8 参

照）、ほつれた切り口の半ズボン、つぎあてや穴のあいているズボン、スポーツに適さないまたは

不適切なメッセージ（宣伝の禁止：6.12.1 参照）の書かれたシャツやズボンが含まれる。スポー

ツに適した色とは各国のユニフォームの色のことである。ナショナルカラーを身につけない場合、

避けるべきスポーツに適さない色とは、迷彩柄、格子柄、カーキ色、オリーブ色、褐色である。 

6.22.3.2   選手はサンダル履きまたは靴を履かない（靴下を履く、履かないにかかわらず）ことはできない。 

6.22.3.3   衣服の着替えは指定された場所で行わなければならず、ＦＯＰでは禁止される。射座内または射

場内での着替えは許されない。 
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6.22.3.4   全ての服装は、メーカーおよびスポンサーマークの表示に関するＩＳＳＦ資格認定、商業上権利、

スポンサーシップおよび広告ルールを遵守しなければならない。 

6.22.4    コーチおよび役員の服装規定 

6.22.4.1   ＩＳＳＦドレスコードはＩＳＳＦジュリーや射場役員やショットガンレフリーを含む各国の技術

役員にも適用される。ＩＳＳＦドレスコードは、練習、競技またはファイナル中にＦＯＰ内に入

るコーチ等についても適用される。 

6.22.4.2   組織委員会から特別な役員衣服が提供されない場合、ジュリーは、色の濃いズボンまたはスカー

トに襟と長袖の明るい色のシャツを着用すべきである。天候によりセーターや上着を着用する必

要のある時は、なるべくなら色の濃いものを着用すべきである。暖かい気候の時には軽いズボン

が推奨される。色の濃い普通の靴またはスポーツシューズを履くことを推奨する。 

6.22.4.3   職務中のジュリーはＩＳＳＦの承認した赤のジュリーベスト（ＩＳＳＦ本部で購入できる）を着

用しなければならない。 

6.22.4.4   職務中のショットガンレフリーはＩＳＳＦの承認した青のレフリーベスト（ＩＳＳＦ本部で購入

できる）を着用しなければならない。 

6.22.4.5   競技役員およびコーチは、6.22.3 に記述されている禁止された服装を着用することはできない。 

6.22.5    カメラマン、コメンテイターやＴＶカメラマンの服装規定 

6.22.5.1   派遣されるカメラマン、コメンテイターやＴＶカメラマンがＦＯＰに立ち入る際には、公衆の面

前で働いているとの観点から、ＩＳＳＦドレスコードを尊重しなければならない。 

6.22.5.2   カメラマンやＴＶカメラマンは、ノースリーブのシャツ、ほつれた切り口の体操またはランニン

グ半ズボンを着るべきではない。半ズボンをはく際には靴下と靴をはかなければならない。 

6.22.5.3   ＦＯＰ内で仕事をするカメラマンは、ＩＳＳＦの発行する、記録員またはカメラマン用の公式ビ

ブベストを着用しなければならい。カメラマンベストにはＩＳＳＦロゴマークが付けられ、ＩＳ

ＳＦロゴマークよりも大きくないスポンサーマークを１つ入れることができる。カメラマンベス

トには番号が入れられており、それによってフォトコーディネーターやテクニカルデレゲートが

カメラマンの個別認識ができるようになっている。 

6.22.5.4   ＦＯＰで仕事をするＴＶカメラマンは、ＴＶカメラマン用の公式ビブベストを着用しなければな

らい。ＴＶカメラマンベストにはＩＳＳＦロゴマークが付けられ、その前後には容易に見分けの

つく番号が入れられており、それによってＴＶカメラマンの個別認識ができるようになっている。 

6.22.5.5   カメラマンとＴＶカメラマンは、ＦＯＰで仕事をするときは、広告表示の入った他のベストやジ

ャケットを着ることは許されない。 

6.22.6    ドレスコードの執行手順 

6.22.6.1   ＩＳＳＦ用具検査、ライフル、ピストル、ショットガンジュリーはＩＳＳＦ服装規定およびＩＳ

ＳＦドレスコードを守らせる責任がある。 

6.22.6.2   ＩＳＳＦ選手権大会の期間中、ＩＳＳＦジュリーは１回目の違反から違反を正す事を求める文書

警告を与える。文書警告を受けた選手が服装違反を正す（服装を換える）ことがない場合、失格と

なる。ジュリーは、通常、用具検査や練習中に警告を与える。ジュリーは、着替えのための十分な

時間がない場合、着替え前に選手に事前練習シリーズやステージ（ショットガンと２５ｍピスト

ル）をする許可を与えることができる。いかなる選手も本選またはファイナルの競技または表彰

式に不適切なまたは禁止された衣服を着たままで参加することは許されない。 

6.22.6.3   競技前および競技中に、ジュリーはドレスコードまたは広告表示違反の通知および違反の矯正要

請のために、ＩＳＳＦドレスコード／広告表示違反警告書（様式ＤＣ）を使用しなければならな

い。 
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ドレス/広告コード違反警告書（様式ＤＣ） 

  

 

ドレスコ－ド／広告表示 

違反警告書 

ＤＣ 

事故報告書番号 

(記点手は記録を残していかなければならない)  

違反の日付  違反の時刻  

選手氏名  

Bib 番号  所 属  

ドレスコード／広告表示違反の具体的状況 

 

 

 

 

 

 

 

是正措置の要請 

 

 

 

 

 

 

ジュリーの氏名： 

 

時刻： 

 

 重要事項：ドレスコード／広告表示違反警告書を受け取った選手は、違反の是正措置が 

     取られない場合、失格となることがある。 
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6.23  索引 

（注：索引は日本語において編集されている。） 

０点－撃ちきれなかった弾 6.11.1.2.f 

１個の標的の故障 6.10.9.2 

１０ｍ/５０ｍ電子標的の故障 6.10.9 

１０ｍエアピストル－標的 6.3.4.6 

１０ｍエアライフル－標的 6.3.4.3 

１０ｍエアライフル／ピストルミックスチーム種目 6.18 

１０ｍ屋内射 6.4.3.3.c 

１０ｍ射場－射座基準 6.4.10 

１０ｍ射場－照度測定 6.4.14 

１０ｍ種目－１０ｍエアガン種目の特別ルール 6.11.2 

１０ｍ種目における競技中の空気等の放出 6.11.2.2 

２５ｍ/５０ｍ屋内射場 6.4.3.3.d 

２５ｍ/５０ｍ精密ピストル－標的 6.3.4.5 

２５ｍ屋外射場－屋外部分 6.4.3.3.g 

２５ｍ射場－射座基準 6.4.11 

２５ｍ射場－射座間のスクリーン 6.4.11.8 

２５ｍ射場－射座の広さ 6.4.11.7 

２５ｍ射場－射座の備品 6.4.11.10 

２５ｍ射場－セクション（グループ） 6.4.11.3 

２５ｍ種目－標的－ＲＦＰ 6.3.4.4 

２５ｍ種目－標的－精密 6.3.4.5 

２５ｍ電子標的－コントロールシート 6.3.5.4 

２５ｍ電子標的の採点時間の設定 6.4.13 

２５ｍ標的－採点時間 6.4.12 

２５ｍ標的－標的の番号 6.4.3.6 

２５ｍ標的採点時間 6.4.12 

２５ｍラピッドファイアピストル種目－射座割 6.6.6.2 

２５ｍラピッドファイアピストル種目－標的 6.3.4.4 

２５ｍラピッドファイアピストル種目－標的グループ 6.4.11.3 

３分間以上の中断 6.11.3.1 

３００ｍ屋外射場－屋外部分 6.4.3.3.e 

３００ｍ射場－射座基準 6.4.8 

３００ｍ電子標的－誤射（クロスファイア） 6.11.6.9.c 

３００ｍライフル－標的 6.3.4.1 

５分間以上の中断または射座を移動したとき 6.11.3.2 

５０ｍ/３００ｍの予選における団体得点 6.6.6.1.e/6.6.6.1.f 

５０ｍ屋外射場－屋外部分 6.4.3.3.f 

５０ｍ射場－射座基準 6.4.9 

５０ｍライフル－標的 6.3.4.2 

Ｂｉｂ番号（スタート番号） 6.7.7 

ＩＳＳＦ選手権大会の運営 6.1.5 

ＩＳＳＦ選手権大会の組織と監督 6.1.5 

ＩＳＳＦルールの精神と意思 6.8.13 

ＩＳＳＦルールの趣旨と目的 6.1.1 

ＩＳＳＦルールの適用 6.1.2 

ＬＯＡＤ－定義 6.2.3.4 

ＬＯＡＤ－２発以上の装填 6.11.2.4 

ＬＯＡＤ／ＳＴＡＲＴ前の発射 6.2.3.5 

ＲＴＳジュリー－電子標的 6.10.3 

ＲＴＳジュリー－採点の監督 6.8.b/6.10.3.1 
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ＲＴＳジュリーの裁定 6.10.3.1/6.16.5 

ＲＴＳ長－任務と職務 6.9.3 

ＲＴＳ役員－任務と職務 6.9.4 

ＳＴＡＲＴ前の発射 6.11.1.1.k 

ＳＴＯＰ後の発射 6.11.1.3 

ＳＴＯＰ後の射撃の再開 6.2.3.6 

ＳＴＯＰの号令 6.11.1.3 

ＴＲの範囲 6.1.3 

ＵＮＬＯＡＤ／ＳＴＯＰ後の発射 6.2.3.5 

厚さ測定装置 6.5.1 

雨、日光、風を防ぐ 6.4.1.5 

安全 6.2 

安全規定－通則 6.2.1 

安全に関してのジュリーおよび射場役員による射撃中止 6.2.1.5 

安全に関する用具検査 6.2.1.6 

偽りの情報 6.12.6.1.c 

違反の隠蔽 6.12.6.1.b 

違反－明白なもの 6.12.6.1.a 

イレギュラーショット（不規則弾痕）－１０ｍ、５０ｍ、３００ｍ 6.11.5 

撃ちきれなかった弾 6.11.1.2.f 

腕に装着する装置 6.7.4.4 

エクストラショット－最終弾の取り消し（競技弾数の超過弾） 6.10.9.3.d 

エクストラショット－照準した撃発の指示 6.10.9.3 

エクストラショット－モニターへの不表示 6.10.9.4 

エクストラショット－モニターへの表示 6.10.9.3 

屋内射場－照度測定 6.4.14.2/6.4.14.3 

屋内射場－要求照度（Lux） 6.4.14 

屋内射場での照度測定 6.4.14.2/6.4.14.3 

屋内射場における要求照度 6.4.14 

「お知らせ」の標示 6.11.8.h 

オリンピック種目のファイナルでの同点 6.15.4 

音響減衰装置 6.2.5 

音響発生装置 6.7.4.3 

固さ測定装置 6.5.2 

空撃ち 6.2.4.1/6.11.1.1.e 

空撃ち－定義 6.2.4.1 

紙またはゴムロールの送り不良 6.10.6 

観客エリア 6.4.1.5/6.4.3.4 

規格の変更 6.4.1.10 

危険行為による安全規定違反 6.12.6.3 

技術役員－電子標的 6.10.1 

喫煙 6.11.8.e 

機能確認射場 6.4.11.11 

疑問の残る弾痕－コンピューターに記録の残ってない弾痕 6.10.9.3.e 

疑問の残る弾痕－採点 6.10.9.3 

競技後検査 6.7.9 

競技中の音楽 6.11.8.a 

競技中のコーチング 6.12.5 

競技中の用具、銃器、姿勢の検査 6.8.5 

競技前練習（前日練習） 6.6.3.2 

競技役員 6.9 

競技ルール １０ｍ/５０ｍライフルおよびピストル種目 6.11.1 
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許容できない故障 6.13.2.2 

許容できる故障 6.13.2.1 

虚偽情報 6.12.6.1.c 

記録 6.14.9 

記録されなかった弾痕 6.10.9.3 

空気／ＣＯ２シリンダー－交換と再充填 6.11.2.3 

空気／ＣＯ２シリンダー－選手の責任－有効期間 6.7.6.2.g/6.2.4.2 

空気／ＣＯ２シリンダー－有効期間 6.2.4.2/6.7.6.2.g 

空気銃弾－１発のみ装填 6.11.2.4/6.2.3.3 

靴底柔軟性測定装置 6.5.3 

警告 6.12.6.2.a 

携帯電話 6.11.8.f/6.7.4.4 

携帯電話－制限情報の表示 6.11.8.h 

ゲージと器具 6.5 

減点 6.12.6.2.b 

減点－ＳＴＡＲＴの号令前の発射 6.11.1.1.i 

減点－虚偽の申告 6.12.6.1.c 

減点－種目または姿勢における超過弾 6.11.5 

減点－準備時間前の圧縮気体の放出  6.11.2.1 

交換と充填－ガスおよびエアシリンダー 6.11.2.3 

抗議－口頭 6.16.2 

抗議－ジュリーによる取り扱い 6.8.11 

抗議－書面抗議 6.16.3 

抗議－得点の抗議－ＲＴＳジュリー 6.16.5 

抗議時間 6.16.5.1/6.16.3 

抗議と上訴 6.16 

抗議料 6.16.4 

公式行事への適切な服装－服装規定 6.7.5/6.22 

公式射撃種目表 P(177) 

公式大会プログラム 6.6.1.1 

公式スケジュール 6.6.1.2 

公式練習 6.6.3.1 

口頭抗議 6.16.2 

号令 ＬＯＡＤ/ＳＴＡＲＴ－ＵＮＬＯＡＤ/ＳＴＯＰ 6.2.3.1 

誤射（クロスファイア） 6.11.6 

誤射－３００ｍ電子標的 6.11.6.9.c 

誤射－誤射を受けたことが確認できたときの処置 6.11.6.4 

誤射－誤射を受けたことが確認できなかったときの処置 6.11.6.5 

誤射－採点 6.11.6.1 

誤射－試射を他の選手の試射的に撃った場合 6.11.6.2 

誤射－試射を他の選手の本射的に撃った場合 6.11.6.3 

誤射－選手が撃ってないことを射場役員が確認できた場合 6.11.6.7 

誤射－射場役員が確認できなかった場合 6.11.6.8 

誤射－弾痕の取り消し 6.11.6.7/6.11.6.9 

誤射－誤射の否認 6.11.6.6 

故障 6.13 

故障－許容できる故障－追加の試射 6.13.4 

個人種目の同点 6.15.1 

コーチング 6.12.5 

言葉によらないコーチング 6.12.5.1 

コントロールシート－２５ｍＥＳＴ 6.3.5.4 

コントロールシートの外の弾痕 6.3.5.5 
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最大参加数 6.6.1.4 

裁定－ジュリー 6.8.8/6.8.9 

裁定－ジュリー－ＩＳＳＦルールでカバーできない事項 6.8.13 

採点および成績手準 6.14 

サイドブラインダー 6.7.8.1 

参加申込－最終締切 6.6.4 

参加身分および制限 6.6.1.3  

式典－選手の出席 6.22.2.4 

試射 6.11.1.1 

試射から本射への切り替え 6.10.4 

試射中の不満 6.10.5 

試射中の不満－ファイナル 6.17.1.8.a 

失格 6.12.6.2.c 

失格－重大な安全規則違反 6.12.6.3 

失格－役員または選手への暴力 6.12.6.4 

指名検査 6.7.9.4 

射距離 6.4.5 

射距離－測定 6.4.5.1 

射撃線 6.4.3.2 

射撃線－表示と計測 6.4.5.4 

射撃テーブル 6.4.7.1 

射撃の準備－選手の定時出頭 6.12.4.e 

射撃マット 6.4.7.2.b 

射座－物質 6.11.8.b 

射座－備品－２５ｍピストル射場 6.4.11.10 

射座－備品－全般 6.4.7.2 

射座内のテーピング 6.11.8.c 

射座の水平方向への許容差 6.4.6.3 

射座の全般的基準 6.4.7 

射座割 6.6.6 

射座割－１０ｍ種目 6.6.6.f/6.6.6.g 

射座割－２５ｍラピッドファイアピストル 6.6.6.2 

射座割－屋外射場の予選種目 6.6.6.1 

射座割－基本原則 6.6.6 

射座割－射場の制約 6.6.6.b 

射座割－ＴＤの監督 6.6.6.a 

射座割－団体種目－２射群以上 6.6.6.g 

射座割－同条件 6.6.6.c 

射座割表 6.6.5 

射場および他の設備 6.4 

射場基準 6.4 

射場共通基準 6.4.3 

射場スコアボード 6.4.2.i 

射場長－任務と職務 6.9.1  

射場での号令 6.2.3 

射場内全部の標的の故障 6.10.9.1 

射場における安全に関する措置 6.2.1.4 

射場の安全 6.2.1.2 

射場の通信設備 6.4.2.q 

射場の時計 6.4.3.5 

射場役員－ＩＳＳＦルールの知識と効力 6.1.2.e 

射場役員－任務と職務 6.9.2 
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射場役員による電子標的の本射への切り替え 6.10.4.b 

射場役員の責任－ＬＯＡＤ/ＳＴＡＲＴ-ＵＮＬＯＡＤ/ＳＴＯＰ 6.2.3.1 

銃器/弾薬の故障 6.13 

銃器ケース 6.2.2.8 

銃器の安全の確認 6.2.2.4 

銃器の修理または交換 6.13.3 

銃器の修理または交換－時間延長なし、追加試射は可能 6.13.4 

銃器のテスト（機能テスト） 6.4.11.11 

銃器の取り扱い 6.2.2 

銃器の取り扱い－ＳＴＯＰ後 6.2.3.6 

銃器の取り扱い－射座からの銃器の移動 6.2.2.1 

銃器の取り扱いルール 6.2.2 

銃器への装填 6.2.3.2 

銃器への装填－弾倉の使用－ライフル、１０ｍ／５０ｍピストル種目 6.2.3.3 

銃器や用具の改変 6.7.9.4 

銃器や用具の再検査 6.7.6.2.i 

銃器を置く（手から離す） 6.2.2.4 

重大な安全違反 6.12.6.3 

種目表 p(178/9) 

種目や姿勢における超過弾 6.11.5 

ジュリー－過半数が射場にいること 6.8.8 

ジュリー－監督－用具、銃器、姿勢の検査 6.8.5/6.8.6 

ジュリー－競技後検査の再検査に通らなかった時の裁定 6.7.9.3 

ジュリー－競技ジュリー－任務と職務 6.8 

ジュリー－競技前の検査とチェック 6.8.3 

ジュリー－裁定 6.8.9 

ジュリー－ジュリーの任命 6.1.5.1 

ジュリー－ジュリーによる時間延長 6.11.3.2.b 

ジュリー－助言、援助と監督 6.8 

ジュリー－責任 6.8 

ジュリーが射場にいること 6.8.8/6.8.15 

ジュリー団－選手またはチーム役員 6.8.14 

ジュリーによる検査－弾痕が表示されない時のエクストラショット 6.10.9.3 

ジュリーによる時間延長－５分間以上の中断 6.11.3.2 

ジュリーによる時間延長－事故報告書への記入 6.11.3.2.b 

ジュリーによる時間延長－別の射座への移動 6.11.3.2 

ジュリーはＩＳＳＦ公式ジュリー赤ベストを着なければならない 6.8.2 

ジュリーの任務と職務 6.8 

準備時間－試射的、競技前チェック 6.11.1.1.b/6.11.1.1.f 

準備時間－銃器の取り扱い、空撃ち、照準練習 6.11.1.1.e 

準備時間前の風旗の交換 6.4.4.6 

準備時間前の風旗のチェック（５０ｍ／３００ｍ） 6.4.4.6 

照準練習－１０ｍ、５０ｍ 6.11.1.1.e 

小数値採点 6.3.3.1/6.3.3.2/6.3.3.3 

上訴 6.16.6 

上訴－競技後検査での失格 6.7.9.3 

照度測定－１０ｍ屋内射場 6.4.14.4 

女子種目/男子種目 6.1.2.h 

書式 6.21 

書面抗議 6.16.3 

書面抗議－ＩＳＳＦ本部への裁定の送付 6.16.7 

スタート番号（Ｂｉｂ番号） 6.7.7 
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成績配布 6.14.3 

成績表－ＩＳＳＦ本部による製作 6.14.4 

成績表－記載事項  6.14.4.1 

成績表－略号  6.14.4.2 

成績表に使う略号 6.14.4.2 

世界記録 6.14.9 

世界記録－公認 6.14.9.4 

世界記録－ジュニア 6.14.9.2 

セフティフラッグ 6.2.2.2 

前日練習（ＰＥＴ） 6.6.3.2 

選手およびチーム役員の行動ルール 6.12 

選手権大会の運営 6.6 

選手権大会のプログラムとスケジュール 6.6.1 

選手、射場役員、観客の安全 6.2.1.3/6.2.2.3 

選手の資格（ルール 4.1） 6.7.7.3 

選手の責任 6.12.4 

選手の責任－用具 6.7.2 

選手の遅刻 6.11.4 

宣伝（プロパガンダ） 6.12.1 

全般および運営上の設備 6.4.2 

装填－２発以上の装填 6.11.2.4.b 

速報（成績の中間発表） 6.14.1 

組織委員会と任命 6.1.5.2 

代表者会議（テクニカルミーティング） 6.6.2 

太陽－射場の方向 6.4.3.1 

他の射座への移動 6.10.9.4 

他の選手に対する不当な有利 6.7.1 

他の選手に対する妨害 6.12.4 

弾痕の位置表示や得点記録に対する不満（ＥＳＴ） 6.10.8/6.10.9.3 

弾痕の表示や記録の故障の記載（ＥＳＴ） 6.10.9.3 

弾痕の取り消し 6.11.6.9 

弾痕の取り消し－選手が撃っていないことの確認 6.11.6.9.a/6.11.6.7 

弾痕の取り消し－他の選手からの申告 6.11.6.9.b 

男子種目/女子種目 6.1.2.h 

団体種目における選手の交代 6.6.5.c 

団体種目の同点 6.15.5 

弾薬の装填 6.2.3.4 

遅刻 6.11.4 

チームリーダー－責任 6.12.3 

抽選－射座割 6.6.6 

中断 6.11.3 

超過弾の得点の移動－カウントバック 6.11.5 

追加の試射－故障 6.13.4 

テクニカルデレゲート－電子標的のチェック 6.3.2.8 

テクニカルデレゲート：世界記録の報告 6.14.9.5 

テクニカルデレゲート：射座割の監督 6.6.6.a 

テクニカルデレゲートによる射場の検査 6.4.1.9 

テクニカルデレゲートによる電子標的の検査 6.3.2.8 

テクニカルミーティング（代表者会議） 6.6.2 

電子装置 6.7.4.4/6.11.8.f 

電子標的（ＥＳＴ） 6.3.2 

電子標的－選手の責任 6.10.4 
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電子標的－テクニカルデレゲートによるチェック 6.3.2.8 

電子標的における得点に関する抗議 6.10.7/6.16.5.2 

電子標的の技術役員 6.10.1 

電子標的の検査 6.3.2.8 

電子標的の検査手順 6.10.8 

同点の順位決定－カウントバック 6.15.1.b 

同点の順位決定－個人 6.15.1 

同点の順位決定－全般 6.15 

同点の順位決定－団体種目 6.15.5 

特殊な装置－服装 6.7.4.2 

得点からの減点 6.14.7 

得点の抗議 6.10.7/6.16.5 

得点の抗議－電子標的 6.10.7 

得点の抗議－電子標的：２点の減点 6.16.5.2.c/6.10.7.d 

時計－射場内 6.4.3.5 

ドレスコード 6.7.5 / 6.22 

ドレスコード－禁止アイテム 6.22.3 

残り時間 6.11.1.2.e 

バッキングカードとコントロールシート５０ｍ/３００ｍ 6.3.5.5 

バッキングターゲット（副的）－２５ｍ 6.3.5.3 

バッキングターゲット（副的）－５０ｍ/３００ｍ 6.3.5.2 

非公式練習 6.6.3.3 

非スポーツマン行為 6.12.6.2.d 

左利き/右利き 6.1.2.g 

表彰式 6.17.6 

標的および標的基準 6.3 

標的基準 6.3 

標的コントロールシステム 6.3.5 

標的上の影 6.4.3.1 

標的線 6.4.5.4 

標的線－射撃線と平行 6.4.3.2 

標的装置 6.4.1.8 

標的中心位置 6.4.6 

標的中心位置の水平方向での許容差 6.4.6.2 

標的の基準 6.3 

標的の高さ 6.4.6.1 

標的のナンバーリング 6.4.3.6 

標的の全般的必要条件 6.3.1 

標的役員－電子標的 6.10.2 

標的役員による試射－本射の切り替え 6.11.1.1.j 

標的枠と射座の番号 6.4.3.6 

風旗－５０ｍ、３００ｍ 6.4.4 

ファイナル－１個の標的の故障－１０ｍ/５０ｍ種目 6.17.1.8.a 

ファイナル－１個の標的の故障－２５ｍ種目 6.17.1.8.b 

ファイナル－１個の標的の故障－試射中 6.17.1.8.a 

ファイナル－１個の標的の故障－ファイナル中 6.17.1.8.b 

ファイナル－２５ｍピストル 6.17.5 

ファイナル－２５ｍピストル女子－緑ランプ前の発射 6.17.1.14.j 

ファイナル－２５ｍラピッドファイアピストル 6.17.4 

ファイナル－２５ｍラピッドファイアピストル男子－緑ランプ前の発射 6.17.1.14.j 

ファイナル－ＳＴＡＲＴ前またはＳＴＯＰ後の発射－１０ｍ/２５ｍ/５０ｍ 6.17.1.14.h/6.17.1.14.j 

ファイナル－エアガンにおけるガスの放出：２点の減点 6.11.2.1 
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ファイナル－エクストラショットの発射 6.17.1.14.k 

ファイナル－演出と音楽 6.17.1.11 

ファイナル－開始時刻 6.17.1.3 

ファイナル－抗議の裁定まちによる開始の遅れ 6.8.12 

ファイナル－空撃ちの禁止 6.17.1.14.e 

ファイナル－競技手順 6.17.1 

ファイナル－競技手順－１０ｍエアライフル/１０ｍエアピストル 6.17.2 

ファイナル－競技手順－２５ｍピストル女子 6.17.5 

ファイナル－競技手順－２５ｍラピッドファイアピストル男子 6.17.4 

ファイナル－競技手順－５０ｍライフル三姿勢男子/女子 6.17.3 

ファイナル－競技手順－ライフル/ピストル 6.17 

ファイナル－公式結果の発表 6.17.1.14.p 

ファイナル－号令－１０ｍライフル/ピストル 6.17.2 

ファイナル－号令－５０ｍ三姿勢男子、女子 6.17.3 

ファイナル－コーチング 6.17.1.14.n 

ファイナル－採点 6.17.1.5 

ファイナル－試射中の不満 6.17.1.8.a 

ファイナル－試射の号令－１０ｍライフル/ピストル 6.17.2.d 

ファイナル－試射の号令－２５ｍピストル女子 6.17.5.e 

ファイナル－試射の号令－２５ｍラピッドファイアピストル男子 6.17.4.e 

ファイナル－試射の号令－５０ｍライフル三姿勢 6.17.3.d 

ファイナル－射座割 6.17.1.2 

ファイナル－射場備品 6.17.1.9 

ファイナル－射場への出頭 6.17.1.3 

ファイナル－銃器の故障－１０ｍ/５０ｍファイナル 6.17.1.6 

ファイナル－銃器の故障－２５ｍＲＦＰ（ルール 8.9） 6.17.4.m 

ファイナル－銃器の故障－２５ｍピストル女子（ルール 8.9.1） 6.17.5.l 

ファイナル－出頭時刻に遅刻した選手：２点の減点 6.17.1.3 

ファイナル－準備時間－１０ｍ 6.17.2.d 

ファイナル－準備時間－２５ｍ種目 6.17.4.e/6.17.5.e 

ファイナル－小数採点 6.3.3.3 

ファイナル－すべてのファイナル標的の故障 6.10.9.1 

ファイナル－すべてのファイナル標的の故障－１０ｍ/５０ｍ種目 6.10.9 

ファイナル－すべてのファイナル標的の故障－２５ｍ種目 6.10.9 

ファイナル－セフティフラッグ 6.17.1.13.m/6.2.2.2.a 

ファイナル－待機場所への出頭 6.17.1.3 

ファイナル－遅刻 6.17.1.4 

ファイナル－電子標的への不満 6.17.1.8 

ファイナル－同点－１０ｍ 6.17.2.j 

ファイナル－同点－２５ｍピストル女子 6.17.5.i 

ファイナル－同点－２５ｍラピッドファイアピストル男子 6.17.4.i 

ファイナル－同点－５０ｍライフル三姿勢 6.17.3.l 

ファイナル－得点 6.17.1.5 

ファイナル－得点の発表－１０ｍ/５０ｍ種目 6.17.2.g/6.17.2.h 

ファイナル－得点の発表－２５ｍ種目 6.17.5.g 

ファイナル－得点の発表－２５ｍラピッドファイアピストル 6.17.4.g 

ファイナル－ピストルサポートスタンド 6.4.11.10.c 

ファイナル－ファイナリストの紹介 6.17.1.12 

ファイナル－ファイナリストの人数－１０ｍ/２５ｍ/５０ｍ種目 6.17.1.1 

ファイナル－ファイナル公式成績 6.17.1.4 

ファイナル－ファイナルにおける抗議－裁定 6.17.1.13 

ファイナル－ファイナルにおける抗議－得点に関する抗議 6.17.1.7 
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ファイナル－ファイナルの演出と音楽 6.17.1.11 

ファイナル－ファイナルの遅れ 6.8.12 

ファイナル－ファイナル前の選手と用具のチェック 6.17.1.3 

ファイナル－ファイナル前の用具検査 6.17.1.3 

ファイナル－本選－フルコース 6.17.1.1 

ファイナル－メダリストの紹介 6.17.1.14 

ファイナル－役員 6.17.1.10 

ファイナル－ルールと手順 6.17.1.13 

ファイナル－ファイナルでの失格 6.12.6.2.c/6.17.1.14.h 

ファイナル－ファイナルのあるオリンピック種目の同点 6.15.4 

ファイナル－ファイナルの開始の遅れ 6.8.12 

不規則弾痕（イレギュラーショット）－１０ｍ、５０ｍ、３００ｍ 6.11.5 

服装と用具 6.7 

服装規定－適切な服装 6.7.5/6.22 

物質－射座にまくこと 6.11.8.b 

不当な有利－他の選手より 6.7.1/6.1.4 

不発射弾 6.11.1.2.f 

フラッシュ撮影禁止の時間 6.11.8.g 

プリンター用紙へのサイン－電子標的 6.10.4.f/6.10.4.g 

プリンター用紙へのサインもれ－電子標的 6.10.4.g 

プロパガンダ 6.12.1 

別の射座への移動 6.10.9.4 

ペナルティカード 6.12.6.2.a/b/c/f 

妨害 6.11.7 

本射後の試射 6.11.1.2.c 

本射後の発射ガスの放出 6.11.2.2 

本射の開始 6.11.1.2 

本射前の試射 6.11.1.1 

右利き/左利き 6.1.2.g 

ミス－不発射弾 6.11.1.2.f 

ミックス種目－１０ｍライフル／ピストル 6.18 

耳の保護 6.2.5 

迷彩生地 6.22.3.1 

明白な反則 6.12.6.1.a 

メインスコアボード 6.4.2.i 

目かくし板（ブラインダー） 6.7.8 

メダル授与式 6.17.6 

目の保護 6.2.6 

メディアのための設備 6.4.2.s 

モニター－画面全面が見えること 6.10.4.d 

役員、選手、観客エリア 6.4.1.5 

役員または選手に対する暴力行為 6.12.6.2.d/6.12.6.4 

要求照度－屋内射場 6.4.14 

用具検査－“one-time-only”タグの有効性 6.7.6.2.e 

用具検査－器具－厚さ測定装置 6.5.1 

用具検査－器具－固さ測定装置 6.5.2 

用具検査－器具－靴底柔軟性測定装置 6.5.3 

用具検査－器具、ゲージ 6.5 

用具検査－再検査料金 6.7.6.2.i 

用具検査－選手およびチーム役員への通知 6.7.6.2.a 

用具検査－選手の責任 6.7.2 

用具検査－ジュリーの監督 6.8.c 
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用具検査－他の選手より不当な有利 6.7.1 

用具検査－用具のタグ付けと銃器のマーキング 6.7.6.2.e 

用具検査－用具の使用前の検査 6.7.6.1 

用具検査－用具の登録 6.7.6.2.f 

用具検査の手順 6.7.6.2 

用具と競技用服装 6.7 

様式 6.19 

予選種目 6.6.6.1 

予選の公式 6.6.6.1.d 

予備射座への移動 6.10.9.2.a 

予備銃－故障 6.13.3 

ライフル種目および１０ｍ、５０ｍピストル種目のルール 6.11.1 

料金－抗議と上訴 6.16.4 

ルール違反－隠蔽された 6.12.6.1.b 

ルール違反－明白な 6.12.6.1.a 

ルール違反－ペナルティ 6.12.6.2 

ルール違反のペナルティ 6.12.6 

ルールの熟知 6.1.2.e 

練習－全般 6.6.3 

ロード－定義 6.2.3.4 

ロード－２発以上の装填 6.11.2.4 

ロール紙やゴムバンドの異状 6.10.6 
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付則 紙標的採点に関するルール 

序文 

２０１７－２０２０ＩＳＳＦルールの開始にあたり、ＩＳＳＦ紙標的の採点に関するルールはＩＳＳＦゼネラル

テクニカルルール、ライフルルールおよびピストルルールから外されＩＳＳＦゼネラルテクニカルルールの付則

として整理統合された。オリンピック大会の射撃競技およびすべてのＩＳＳＦ世界選手権大会、ワールドカップ

大会およびジュニアワールドカップ大会では、電子標的によって運営されなければならなくなっているが、ＩＳ

ＳＦは、大陸選手権大会や国内、地域およびクラブレベルでの競技会については紙標的を使用することを認めて

いる。この紙標的採点に関するルールは紙標的を使用する競技会の運営において有効であり、この他のＩＳＳＦ

ルールはこのこと以外のすべての競技会運営において適切に運用されなければならない。 

 

1.0 紙標的および採点ゲージ 

1.1      公式ＩＳＳＦ標的 

1.1.1     すべてのＩＳＳＦ公認標的の標的および得点圏の直径および仕様明細は 6.3.4 に記述してあると

おりである。 

1.1.2     標的は同心円状に各得点圏に分割されている。各得点圏の直径は各得点圏の最外端（外側直径）

までを測定したものである。 

※1.1.3     ＩＳＳＦ選手権大会では、ランニングターゲットの標的を除き、１枚の標的紙に１個の標的しかな

いもの（一文的）しか使用は認められない。 

1.1.4     試射的には右上隅に明瞭な黒い斜線を入れなければならない。その斜線は通常の光条件下で規定

の距離から肉眼ではっきりと見えるものでなければならない(２５ｍラピッドファイアピストル

用および５０ｍランニングターゲット用を除く)。 

1.2      紙標的の必要条件（ＩＳＳＦ選手権大会のみ適用） 

※1.2.1     ＩＳＳＦ選手権大会に用いる紙標的は大会の行われる少なくとも６ヶ月前にそれぞれの見本５部

をＩＳＳＦ事務総長に送付してＩＳＳＦ規格に適合するか否かの認定を受けなければならない。 

1.2.2      すべての標的は、各ＩＳＳＦ選手権大会の開始前に、テクニカルデレゲートによりその紙質と規

格寸法の再検査を受ける。認定されたものと同じ標的のみ、使用することができる。 

1.3      標的の採点 

1.3.1     標的は 1.4（下記）の規格に適合した採点ゲージによって採点されるかまたはＩＳＳＦの公認し

た電子標的採点機によって採点されなければならない。 

1.3.2     ライフルとピストルの標的は整数値で採点できるかまたは電子式紙標的採点機を使用する場合は

小数値で採点できなければならない。小数値の得点圏は整数値の得点圏を１０等分したもので、

その得点は０（例：10.0、9.0 など）から始まり９（例：10.9、9.9 など）で終わるものである。 

1.3.3      標的紙は無反射性の色と紙質のものとし、規定の距離における通常の光線条件の下で黒点圏がは

っきりと視認できるものでなければならない。紙質や印刷された得点圏はどのような気象条件下

においても、その寸法を保持するものでなければならない。紙質は過大な破断やゆがみを生じる

ことなしに、弾痕をとどめるものでなければならない。 

1.4      採点ゲージとその使用法 

       紙標的を使用するときは、得点の疑わしい弾痕の採点にはＩＳＳＦの公認した電子標的採点機ま

たは採点ゲージが使用されなければならない。採点ゲージは以下の必要条件を守らなければなら

ない。 

1.4.1      ２５ｍセンターファイアピストル 

つばの直径 ９.６５ｍｍ（＋０.０５ ～ －０.００ｍｍ） 

つばの厚さ 約０.５０ｍｍ 

心棒の直径 それぞれの弾径に合った太さ 

心棒の長さ １０ｍｍ ～ １５ｍｍ 

使用される種目 センターファイアピストル種目 

※1.4.2      ３００ｍライフル 

つばの直径 ８.００ｍｍ（＋０.０５ ～ －０.００ｍｍ） 

つばの厚さ 約０.５０ｍｍ 

心棒の直径 それぞれの弾径に合った太さ 

心棒の長さ １０ｍｍ ～ １５ｍｍ 
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使用される種目 ３００ｍライフル種目 

1.3.4      スモールボアライフルおよびピストル５.６ｍｍ(２２口径) 

つばの直径 ５.６０ｍｍ（＋０.０５ ～ －０.００ｍｍ） 

つばの厚さ 約０.５０ｍｍ 

心棒の直径 ５.００ｍｍ （＋０.０５ｍｍ） 

心棒の長さ １０ｍｍ ～ １５ｍｍ 

使用される種目 ５.６ｍｍ弾を使用するすべての種目 

1.4.4      ４.５ｍｍ内線ゲージ 

つばの直径 ４.５０ｍｍ（＋０.０５ ～ －０.００ｍｍ） 

つばの厚さ 約０.５０ｍｍ 

心棒の直径 つばの直径マイナス０.０２ｍｍ（４.４８ｍｍ） 

心棒の長さ １０ｍｍ ～ １５ｍｍ 

使用される種目 エアライフル種目の１点および２点圏の判定 

エアピストル種目の１点圏の判定 

1.4.5      エアピストル外線ゲージによるエアライフルのＸ圏の判定 

 エアピストル外線ゲージのつば

の外縁がエアライフル標的の７

点圏の外側に出ていなければ、Ｘ

圏（インナーテン）となる。 

1.4.6      エアピストルＸ圏外線ゲージによるエアピストルのＸ圏の判定 

つばの直径 １８.０ｍｍ（＋０.００ ～ －０.０５ｍｍ） 

つばの厚さ 約０.５０ｍｍ 

心棒の直径 ４.６０ｍｍ（＋０.０５ｍｍ） 

心棒の長さ １０ｍｍ ～ １５ｍｍ 

使用される種目 エアピストル種目のＸ圏の判定 

 エアピストルＸ圏外線ゲージの

つばの外縁がエアピストル標的

の９点圏の外側に出ていなけれ

ば、Ｘ圏（インナーテン）となる。 

1.4.7      １０ｍエアライフル用４.５ｍｍ外線ゲージ 

つばの直径 ５.５０ｍｍ（＋０.００ ～ －０.０５ｍｍ） 

つばの厚さ 約０.５０ｍｍ 

心棒の直径 ４.６０ｍｍ（＋０.０５ｍｍ） 

心棒の長さ １０ｍｍ ～ １５ｍｍ 

使用される種目 １０ｍエアライフル種目の３～１０点圏の判定 

  

つばの縁 

弾痕 

１０点圏 

つばの縁 

弾痕 

Ｘ圏 
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1.4.8      エアライフル外線ゲージの使用法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：つばの外側の縁が７点圏の内側にあるので、得点は９点となる。 

Ｂ：つばの外側の縁が７点圏を超えて６点圏にあるので、得点は８点となる。 

  

弾 痕 

心 棒 

測定直径 

単位：ｍｍ 
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1.4.9      １０ｍエアピストル用４.５ｍｍ外線ゲージ 

つばの直径 １１.５０ｍｍ（＋０.００ ～ －０.０５ｍｍ） 

つばの厚さ 約０.５０ｍｍ 

心棒の直径 ４.６０ｍｍ（＋０.０５ｍｍ） 

心棒の長さ １０ｍｍ ～ １５ｍｍ 

使用される種目 １０ｍエアピストル種目の２～１０点圏の判定 

1.4.10     エアピストル外線ゲージの使用法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：つばの外側の縁が９点圏の内側にあるので、得点は１０点となる。 

Ｂ：つばの外側の縁が９点圏を超えて８点圏にあるので、得点は９点となる。 

1.4.11     スキッドゲージ 

スキッドゲージとは透明なプラスチック板の片面に２本の平行線が刻印された物をいう。 

   ａ）２５ｍセンターファイアピストル（９.６５ｍｍ口径）では１１.００ｍｍ（＋０.０５ｍ ～

－０.００ｍｍ）間隔の２本の平行線の内縁の間で測定する。 

ｂ）スモールボア種目（５.６ｍｍ口径）では７.００ｍｍ（＋０.０５ｍｍ ～ －０.００ｍｍ）

間隔の２本の平行線の内縁の間で測定する。(２５ｍ５.６ｍｍ口径のピストル種目に使用さ

れる。) 

2.0 射場および射座の備品 

2.1      バッキングターゲット 

       ５０ｍおよび３００ｍの標的では 6.3.5.2 に従ってバッキングターゲットが用いられなければな

らない。標的の直ぐの背面はコントロールシートで覆われていなければならない。新しいコント

ロールシートは、各選手のステージごとに提供されなければならない。 

2.2      ２５ｍのバッキングターゲット 

ａ）すべての２５ｍピストル種目において、標的を外した弾痕の特定を助けるためにバッキング

ターゲットが使用されなければならない。 

ｂ）バッキングターゲットの大きさは、最小限、２５ｍピストル標的枠(５的分)の巾と高さをカ

バーするものでなければならない。バッキングターゲットは同様に標的の１ｍ後方に設置さ

れるべきである。バッキングターゲットは標的と標的の間に撃ち込まれた弾を認識するため

に、横に連続しているか、あるいは枠と枠の間にすき間のないものでなければならない。 

ｃ）バッキングターゲットは標的の白い部分と似た色の非反射紙で作られていなければならない。 

ｄ）２５ｍ種目では各選手のステージごとに新しいバッキングターゲットが提供されなければな

らない。 

2.3      標的交換装置 

2.3.1     １０ｍ射場には１発ごとに標的交換が可能な標的キャリアーまたは標的交換機が設置されていな

ければならない。 

2.3.2     ５０ｍ射場には１発ごとに標的交換が可能な標的交換機、標的キャリアーまたは監的壕が設置さ

れていなければならない。 

弾 痕 

心 棒 

測定直径 
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2.3.3     ３００ｍ射場には１発ごとに標的を引き寄せ採点することができる標的キャリアーが設置されて

いなければならない。 

2.4      記点係がつく場合に射座に必要な備品 

2.4.1     記点係用の机と椅子各１脚と監的用スコープ１台が提供されなければならない。 

2.4.2     記点係が観客に選手の得点を仮発表するための約５０ｃｍ×５０ｃｍのスコアボード１枚。スコ

アボードは、観客が選手を見るのに邪魔にならないところで、観客が容易に見ることができる位

置にあるべきである。 

2.5      ２５ｍ標的回転装置の設置基準 

２５ｍラピッドファイアピストル種目の標的枠は５的を１グループとして、すべての標的が＋１

ｃｍ以内の同じ高さで、同調して機能することおよびグループの真中の標的を中央とする射座に

正対するように設置されなければならない。５的１グループ中の各標的の中央間、軸から軸、は

７５ｃｍ（＋１ｃｍ）でなければならない。 

2.5.1     射場には垂直軸を中心として９０°（±１０°）の角度で回転する標的回転装置が設置されなけ

ればならない。２５ｍピストル種目の精密射撃では固定標的枠を使用してもよい。 

※       ａ）回転時間は０.３秒以内でなければならない。 

ｂ）標的が回転し終わったとき、選手を惑わすような目に見える振動があってはならない。 

ｃ）上から見て、標的は時計回りに回転し正面向きとなり、反時計回りに回転して側面向き 

とならなければならない。 

  標的回転装置の回転方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ）各セクション内の全標的は同時に回転しなければならない。同時回転は、効率的な操作 

と正確な時間を提供できる機械装置によって行われなければならない。 

2.5.2     自動回転制御装置は、規定時間正面向きの位置を維持し、規定時間（＋０.２秒～０.０秒）が経

過すると側面向きの位置に標的を戻すという動作と時間を正確に変動なく作動することを保証す

るものでなければならない。 

ａ）規定時間は標的が正面向きに回転する瞬間に始まり、側面向きに回転する瞬間に終わる 

ものとしなければならない。 

ｂ）もし計測した時間が規定時間に足りないかまたは０.２秒より長いときは、射場役員は自分自

身またはジュリーの指示により計時装置の調節のため射撃を中断しなければならない。その

ような場合、ジュリーは射撃の開始または再開を遅らせることができる。 

2.5.3      ２５ｍピストル種目の本選の標的正面静止時間は、 

ａ）２５ｍラピッドファイアピストル：８秒、６秒、４秒 

ｂ）２５ｍスタンダードピストル：１５０秒、２０秒、１０秒 

ｃ）２５ｍピストルと２５ｍセンターファイアピストルの速射ステージ：１発ごとに３秒間 

正面を向き、次の７秒間（±０.１秒）側面を向く。 

ｄ）正面静止時間の許容差は＋０.２秒～０.０秒である。 

2.5.4      固い材質のバッキングボードが使用される場合、採点を容易にするために、標的の８点圏より内

側にあたる部分は切り取られるかまたは段ボールで作られていなければならない。 

3.0 競技役員の任務 

3.1       ジュリーの任務－２５ｍ種目のみ 

ａ）紙標的を使用する２５ｍ種目では、各セクションまたは５～１０射座ごとに１名のＲＴＳジ

ュリーおよび/またはピストルジュリーが任命されなければならない(すなわち１名の標的役

員に対して１名のジュリーが任命される)。ジュリーは標的役員と標的線にて行動を共にしな

ければならない。 

正面向きへの作動方向 

側面向きへの作動方向 
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ｂ）ジュリーは採点をはじめる前に、標的上の正確な弾痕数、得点圏線付近などを観察し標的を

調べ、チェックしなければならない。疑わしい状態は採点を始める前に解決されていなけれ

ばならない。 

ｃ） 疑わしい状態の裁定は、２人のジュリーおよび標的役員が同時に行わなければならない。こ

の場合、ジュリーの一人が主任を務め、ゲージの挿入が必要な場合はその任にあたる。 

ｄ）標的線にいるジュリーは標的線において第二記点係が記録したすべての結果が正確であるこ

とおよびジュリーの裁定が採点票に正しく記録されていることを確認しなければならない。 

ｅ）ジュリーは、疑わしき状態が解決され、得点が第二記点係によって正確に記録されるまでは、

弾痕を治痕せず、また着色円板で弾痕の表示をさせてはならない。 

3.2      記点係の任務と職務 

紙標的が使用される場合、記点係を各射座ごとに任命してもよい。 

ａ）記点係は得点票と速報板に関連する情報（選手の名前、Ｂｉｂ番号、射座番号など）を 

記入するか、または記入してあるものを確認しなければならない。 

ｂ）遠隔操作される標的交換機を使用している場合、記点係には監的スコープが用意されな 

ければならない。記点係が標的交換を行う場合、選手に弾着確認の時間を与えるため、 

標的交換の合図を送る前に数秒待たなければならない。 

ｃ）記点係は得点票に仮得点を記入し、その得点を観客のために机の上方または側方に備えられ

た速報板に記入しなければならない。 

ｄ）射撃線まで標的が戻ってくる装置のある射場においては、記点係は撃ち終わった標的を１０

発の１シリーズごとにすみやかにまとめて回収し、標的運搬係がＲＴＳ室に標的を運ぶため

の鍵のかかる容器に収納しなければならない。 

3.3      標的役員および監的役員の任務と職務 ― ５０ｍおよび３００ｍ射場 

監的役員の数は射場役員の数と同数にすべきである。監的での作業において、監的役員は割り当

てられた射場セクションや標的群の標的を、選手の次弾の発射のために、素早く交換、採点、示

点、再掲示することを確実に行うことに責任を負う。 

ａ）監的役員は標的の白い部分に弾痕がないことを確認するとともに、標的枠上のどのような弾

痕についても明確に印が付けられていることを確認しなければならない。 

ｂ） 標的上に弾痕が無かった場合、監的役員は近接の標的への弾痕の有無を判定することと、ジ

ュリーおよび射場役員と協議して、事態を解決する責任を負わなければならない。 

ｃ）自動標的交換機が使用される場合、監的役員は交換機に正しい標的を装填するとともに撃ち

終わった標的を取り出しＲＴＳ室に運ぶ準備をする責任を負わなければならない。 

ｄ）標的上に生じるあらゆる不測の事態について印を付け記録する責任を負わなければならない。 

3.4      ２５ｍ標的役員 

   標的役員は標的グループの各セクションまたは５～１０射座ごと任命されなければならない。標

的役員と射場役員は同数でなければならない。 

ａ）標的役員は割り当てられた標的グループに対して責任を負わなければならない。 

ｂ）標的役員は得点の紛らわしい弾痕についてジュリーに注意を促さなければならない。採点が

なされた後、標的役員は発射弾の位置および点数を示点しなければならない。 

ｃ）標的役員は標的を速やかに、正確に、能率的に採点し、治痕し、ルールに従って標的交換を

行わなければならない。 

ｄ）標的役員は射場役員およびジュリーと協力しＩＳＳＦルールに従って疑わしい事態の解決を

補助しなければならない。 

3.5       ２５ｍ第二記点係 － 紙標的 

２５ｍ種目のすべてのステージの公式採点は射場にて行われる。第二記点係は標的線において、

標的役員が呼び上げた点数を記録用紙に記入しなければならない。記点係に記録された得点と第

二記点係のそれとが異なり、解決できない場合は、第二記点係のものが有効となる。 

3.6       ２５ｍ標的治痕係－ 紙標的 

採点が完了後、標的治痕係は、標的、コントロールシートおよびバッキングターゲット上の弾痕

を治痕し、指示に従って、標的やコントロールシートの交換を行なう。 

4.0 競技手順 

4.1      １０ｍエアライフルおよびエアピストルの紙標的操作 

ａ）標的交換は射場役員の監督のもと、選手によって行われる。 
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ｂ）選手は正しい標的に射撃する責任を負う。 

ｃ）選手は１０発の各シリーズが終了したら直ちに１０枚の標的を記点係が受け取りやすい場所

に置かなければならない。記点係はその標的を標的運搬係がＲＴＳ室に標的を運ぶための安

全な箱に格納しなければならない。 

4.2      ５０ｍライフルおよび５０ｍピストルの紙標的操作 

ａ）自動標的回収機または自動標的交換機が使用される場合、選手または記点係によって標的交

換を行うことができる。 

ｂ）いずれの場合でも、選手は正しい標的に射撃する責任を負う。 

ｃ）もし選手が標的交換が遅すぎると思った場合、選手は射場役員にその旨を申し立てることが

できる。射場役員またはジュリーはその申し立てが妥当であると判断した場合、事態を改善

しなければならない。事態が改善されていないと選手またはチーム役員が思った場合、選手

やチーム役員はジュリーに抗議できる。ジュリーは最大１０分間の延長時間を認めることが

できる。本射の最後の３０分間には、特別の事情がない限り、この申し立てを行うことはで

きない。 

 

4.3      紙標的上の超過弾 

ａ）選手が種目の規定標的撃ち込み数以上の弾を１枚の本射的に撃ち込んだ場合、最初の２発ま

ではペナルティは科されない。 

ｂ）その種目での３発目以降は１発につき２点の減点がペナルティとして科せられる。 

ｃ）２点の減点は３発目以降の超過弾の生じたシリーズに科せられる。選手は超過した分を次に

続く標的の中で減らして撃たなければならない。こうして発射弾数が要項で示された数を超

えないようにする。 

ｄ）この場合の採点要領は超過弾の得点を規程弾数に満たない標的に移す方式で行われる。した

がって各標的には要項やルールに規定された弾数が撃ち込まれたことになる。 

ｅ）どの弾痕を移すべきか明確でない場合、最も低い得点の弾痕を次の標的に移すかまたは最も

高い得点の弾痕を前の標的に移さなければならない。こうしてこの選手が同点の順位決定で

の“カウントバック”で有利にならないようにする。 

ｆ）ライフル三姿勢種目は１種目として考える。 

4.4      試射が認められた場合 選手が妨害を受けたり、別の射座に移動したときには本射中であっても

試射をすることが認められる。この際、新しい試射的の挿入ができない自動標的交換機が使用さ

れている場合、その試射は次の未使用の本射的に行われるべきである。そして、その次の本射的

に射場役員またはジュリーの指示に基づき２発の本射弾が撃ち込まれるべきである。 

5.0 採点手順 

5.1      次の種目で紙標的を使用する場合、標的はＲＴＳ室で採点されなければならない。 

ａ）１０ｍ、５０ｍおよび３００ｍのライフル種目。 

ｂ）１０ｍおよび５０ｍのピストル種目 

ｃ）１０ｍおよび５０ｍのランニングターゲット種目 

ｄ）射場において採点された種目やステージの結果はすべて仮発表とみなされる。 

5.1.1     ＲＴＳジュリーはＲＴＳ室や紙標的が使われるときの２５ｍ標的線で行われる採点およびその他

すべての作業について監督しなければならない。疑わしい発射弾をどのように採点するのか、得

点の決定および質問や得点に関する抗議を解決することを指揮監督する。 

5.1.2     ＲＴＳ室で採点される種目のすべての標的は鍵付きの容器に入れられて、射撃後速やかに射撃線

からＲＴＳ室まで運ばれなければならない。 

5.1.3     ＲＴＳ室で採点される種目の本射的は番号が付けられなければならず、得点票と一致していなけ

ればならない。ＲＴＳ室は標的番号の正確を期する責任を負っており、各種目の標的が射場長ま

たは射場役員に渡される前に、その正確性を確認しなければならない。 

5.1.4     ＲＴＳ室では、次の採点手順が第二ＲＴＳ役員よってチェックされなければならない。 

ａ）各発射弾の得点の確認。 

ｂ）Ｘ圏（インナーテン）の数の確認。 

ｃ）得点の集計および減点の計算。 

       ｄ）各シリーズの得点と総合計の計算。 

ｅ）各ＲＴＳ役員は、標的、記録用紙または成績表に頭文字をつけることによって、自分の仕事
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であることを認証しなければならない。 

5.2      発射弾の得点－紙標的 

5.2.1     弾痕はすべて、その弾痕が位置する得点圏または圏線の高位点に接している場合の上位点として

採点される。圏線のどの部分かにでも弾痕がふれている場合は、２つの得点圏のうちの高位点が

与えられる。このような判定は弾痕またはゲージのつばが圏線の外縁のどこかに触れている場合

に下される。 

この規則の例外はエアライフル標的のＸ圏の判定に関するものである。 

5.2.2     問題のある弾痕の得点はゲージやその他の装置によって決定されなければならない。ゲージは常

に標的を水平にした状態で弾痕に挿入されなければならない。 

5.2.3     ２発以上の弾痕が接近したり、穴の破れがひどかったり、重なり合っていてプラグゲージを正確

に使うことが難しい場合は、平らで透明な素材に弾痕の正確な大きさが刻印されたゲージを用い

て点数が決定されていなければならない。このような採点ゲージは圏線や弾痕の正確な位置を再

現する際に助けとなる。 

5.2.4     ２人のＲＴＳ役員の点数が一致しない場合、即座にジュリーによる裁定を求めなければならない。 

5.2.5     採点ゲージはどの弾痕においても一度だけ、ジュリーによってのみ挿入される。このため、ゲー

ジを使用した場合には、その標的上にＲＴＳ役員により採点者の頭文字（イニシャル）と採点結

果とともに印が付けられなければならない。 

5.3      ２５ｍ種目紙標的採点手順 

         ジュリーは採点手順を監督しなければならない。得点票(第二記点係が保持)は標的役員と標的線

ジュリーがサインをしなければならない。得点票の原本は付加事項と最終記録を確認するために、

安全な方法によって、ＲＴＳ室に送られなければならない。 

5.3.1      スキッドショット（斜め弾痕） 

※        ａ）標的の回転中に発射された弾は命中弾として採点されてはならない。ただし水平方向の弾痕

の大きさが２５ｍリムファイア５.６ｍｍ（.２２口径）弾では７ｍｍ、２５ｍセンターファ

イアピストル弾では１１ｍｍを超えないもの（標的面上の鉛または弾頭の痕跡は計測に含め

ない）については有効弾として採点されなければならない。 

※       ｂ）標的上の水平方向に伸びた弾痕の大きさはスキッドゲージで判定されなければならない。ゲ

ージに刻まれた線の内側が標的の圏線に触れる場合、点数の高い方を得点として採点する。 

5.3.2     標的役員は射場が安全であるという合図を受け取ったら、すぐに標的を選手のほうに向けなけれ

ばならない。標的役員は、少なくとも 1 名のジュリーを伴い、各標的の弾痕の得点を示し、射撃

線にいる記点係にその得点を大きな声で伝えなければならない。記点係はその得点を個票および

/または速報板に記録する。第二記点係は標的役員に同行し、標的役員が読み上げる得点を得点票

に記録しなければならない。標的上の弾痕の位置と得点は、次の方法によって、選手と観客に表

示されなければならない。 

※       ａ）２５ｍラピッドファイアピストルの場合、色の付いた弾着表示円板が用いられる。円板の大

きさは直径３０ｍｍから５０ｍｍであるべきである。また、片面が赤色でもう一方の面は白

色でなければならない。そして直径約５ｍｍ、長さ約３０ｍｍの心棒が両面の中心から出て

いるものであるべきである。５発シリーズごとに、得点が決定し、発表された後、標的役員

によって、この円板が弾痕に差し込まれなければならない。 

ｂ）１０点は選手に赤色面を向けて示されなければならない。９点以下は選手に白色面を向けて

示さなければならない。この様にして弾痕が表示された後、シリーズの合計点は標的線近く

の小型の得点板に表示され、第二記点係によって記録されなければならない。シリーズの合

計点も読み上げられなければならない。その後で、円板は取り外されなければならない。そ

して標的は治痕される。 

ｃ）２５ｍスタンダードピストル、２５ｍピストル、２５ｍセンターファイアピストルの場合、

得点と弾着の位置は指示棒で表示される。指示棒は約３００ｍｍの長さの柄の一端に直径３

０ｍｍから５０ｍｍの円板が取り付けられたもので、その円板は片面が赤色でもう一方の面

が白色となっている。標的役員はその弾の得点が１０点なら赤色面を選手に向けて、９点以

下なら白色面を選手に向けて円板を弾痕の上に置き、得点を読み上げなければならない。同

じ標的に撃ち込まれた１シリーズの弾痕は、１０点のものから読み上げられるべきである。

シリーズの合計点は個々の弾痕が表示された後に、読み上げられるべきである。 

ｄ）試射も表示され、記録されなければならない。 
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5.3.3     標的役員と射場役員は掲示板の結果と標的線で記録したものが同じであることを確認しなければ

ならない。得点に関して意見が分かれた場合は速やかに解決しなければならない。 

5.3.4     弾痕が表示され、記録されたら、直ちに、 

  ａ）標的は治痕されて、次のシリーズの準備がなされなければならない(ラピッドファイアピスト

ル種目や速射ステージ)。または、 

ｂ）次のシリーズのために標的が交換され、バッキングターゲットも治痕されるか、交換されな

ければならない。または、 

ｃ）次の選手のため、使用済みの標的とバッキングターゲットは迅速に取り除かれ、新しい標的

と新しいバッキングターゲットに交換されなければならない。 

5.3.5     完成した得点票は、選手が射場から出る前に、合計点の横に選手によってサインされるべきであ

る。 

5.4      同点の順位決定 

       同点の場合の順位決定は 6.15に従って行われる。 

5.5       紙標的の得点に関する抗議 

5.5.1     紙標的が使用される場合、採点や集計に誤りがあると思った選手またはチーム役員はその得点に

関し抗議をすることができるが、その得点がゲージを用いて採点された点数であった場合、それ

は最終的なものであり、抗議することはできない。得点に関する抗議はそれぞれの弾に対しての

み行うことができる。別の弾に関して抗議する場合にはそれぞれに対して抗議料の支払い義務が

生じる。 

5.5.2     得点に関する抗議はゲージが用いられてない採点または公表された順位表や得点表に誤記があっ

た場合のみ行うことができる。 

5.5.3     抗議料（５０.００ユーロ）は抗議が行われた時点で支払われなければならない。 

5.5.4     紙標的が使用されＲＴＳ室で採点されている場合、チーム役員または選手は抗議に係る弾痕を見

る権利を持つが、標的に触れることは許されない。 

6.0 ３００ｍ種目の採点および示点手順 

6.1      示点係は標的に向けて射撃されたという合図を受けたら、すぐに示点をしなければならない。示

点は次の方法に従って行われなければならない。示点係は合図を受けたら速やかに以下のことを

行われなければならない。 

ａ）標的を下げる。 

ｂ）弾痕を透明ステッカーで覆い、その上に対照色のステッカーを重ねて貼り弾痕の位置を 

示す。 

ｃ）標的を上げる。 

ｄ）示点円板を使用して得点を示す。 

6.2      示点円板を用いて点数表示を行う場合、直径２００～５００ｍｍの円板で、一面が黒色もう一面

が白色に塗られ、通常その白色面の中心から右側に３０～５０ｍｍの細い棒が取り付けられた物

を用いなければならない。 

6.3      弾痕の得点の表示は次のように行われる（図参照）。 

        ａ）まず、当該弾痕の位置が示されなければならない。 

ｂ）１～８点の得点は、円板の黒色面を射撃線側に向け、後の図に示す位置に適切に円板をあて

ることにより示されなければならない。 

ｃ）９点の場合は、円板の白色面を射撃線側に向け、標的の黒点圏の中央部の前を２回上下させ

なければならない。 

ｄ）１０点の場合は、円板の白色面を射撃線側に向け、後の図に示されるように、標的の黒点圏

に沿って右回りに２回転させなければならない。 

ｅ）標的に当たらなかった弾については、円板の黒色面を選手側に向け、標的の前面で３～ 

４回左右に動かすことで示される。 

ｆ）標的上の弾痕が０点の場合は、まず前項の０点の表示を行い、その後弾痕の位置を示す。 
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6.4      示点表示図 

 
 

 

6.5      試射的には、標的の右上隅に黒い射線を入れ、明確な印が付けられなければならない。その線は

通常の光条件下で適切な距離から裸眼ではっきりと見えなければならない。監的壕で標的交換を

する場合、本射中は試射的を上げてはならない。  


